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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

 
(注) １ 当社は、第８期は我が国で一般に公正妥当と認められている会計基準(以下「日本会計基準」という)に基づ

いて、第９期及び第10期は「日本会計基準」及び米国で一般に公正妥当と認められている会計基準(以下

「米国会計基準」という)に基づいて連結財務諸表を作成しております。第11期より米国会計基準に基づい

て作成しております。 

２ 売上高及び営業収益には消費税等は含まれておりません。 

第一部 【企業情報】

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期

決算年月 2001年12月 2002年12月 2003年12月 2004年12月 2005年12月

会計基準 日本基準 日本基準 米国基準 日本基準 米国基準 米国基準 米国基準

売上高 (百万円) 92,207 125,502 152,001

営業収益 (百万円) 116,631 143,159 161,346 183,144

経常利益又は 

損失（△）
(百万円) △23,589 △10,839 2,409

税引前当期純利益 

又は損失(△)
(百万円) △7,286 5,561 12,679 16,748

当期純利益又は 

損失(△)
(百万円) △23,445 △11,089 △7,543 797 5,351 10,821 19,333

純資産額 (百万円) △32,157 △43,246 59,734 △10,188 96,769 138,370 251,445

総資産額 (百万円) 229,994 255,606 414,761 263,686 421,877 439,291 516,457

１株当たり純資産 

額
(円) △8,173.56 △10,992.00 15,182.94 △2,174.86 20,657.04 26,888.43 39,511.48

１株当たり当期純 

利益又は損失(△)
(円) △5,959.25 △2,818.45 △1,917.17 180.74 1,214.25 2,221.47 3,178.95

潜在株式調整後 

１株当たり当期純 

利益

(円) ― ― ―

希薄化後 

１株当たり当期純 

利益又は損失(△)

(円) △1,917.17 1,214.25 2,221.47 3,168.81

自己資本比率 (％) △13.98 △16.92 14.40 △3.86 22.94 31.50 48.7

自己資本利益率 (％) ― ― ― ― 5.53 7.82 7.7

株価収益率 (倍) ― ― ― ― ― ― 29.6

営業活動による 

キャッシュ・ 

フロー

(百万円) 545 15,043 22,682 38,371 46,965 52,512 60,763

投資活動による 

キャッシュ・ 

フロー

(百万円) △66,796 △56,667 △47,733 △35,160 △34,526 △39,882 △57,230

財務活動による 

キャッシュ・ 

フロー

(百万円) 71,328 40,560 27,490 △1,196 △12,199 △9,996 21,330

現金及び現金同等 

物の期末残高
(百万円) 8,753 7,689 7,547 9,704 7,786 10,420 35,283

従業員数 (名)
2,117

(2,600)

2,477

(3,383)

2,353

(3,276)

2,631

(3,667)

2,442

(3,431)

2,743

(3,321)

6,784



３ 「日本会計基準」において、第８期及び第９期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、当期純

損失を計上しているため、記載しておりません。また、第10期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益につ

いては、当社株式は非上場でしたので、記載しておりません。 

４ 2005年３月23日より前は当社株式は非上場でしたので、株価収益率を記載しておりません。 

５ 従業員数には、他社への出向者を含めておりません。第11期までの( )内は臨時従業員（契約社員及び派遣

社員）の期首期末平均雇用人員数を、外数で記載しております。第12期より従業員数には、契約社員及び派

遣社員の当連結会計年度末の雇用人数を含めて記載しております。 

６ 第10期の「日本会計基準」に基づく連結財務諸表には、当社が連結ベースで10,188百万円の債務超過になっ

ていることにより継続企業の前提に関する重要な疑義が存在すること及びこのような重要な疑義の影響は連

結財務諸表に反映されていないことが注記されております。なお、当社は、2004年８月に30,000百万円の第

三者割当増資を実施いたしました。 

７ 第10期においては「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 

企業会計基準第２号)及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平

成14年９月25日 企業会計基準適用指針第４号)を適用しております。 

８ 第12期の自己資本比率及び自己資本利益率については、小数点第２位を四捨五入して記載しております。 

  



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 第８期、第11期及び第12期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、当期純損失を計上している

ため、記載しておりません。また、第９期及び第10期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

当社株式は非上場でしたので、記載しておりません。 

３ 2005年３月23日より前は、当社株式は非上場でしたので、株価収益率を記載しておりません。また第12期に

ついては、当期純損失を計上しているため、記載しておりません。 

４ 従業員数には、他社への出向者を含めておりません。第11期までの( )内は派遣社員の期首期末平均雇用人

員数を、外数で記載しております。第12期より従業員数には、派遣社員の当事業年度末の雇用人数を含めて

記載しております。 

５ 第10期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会

計基準第２号)及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成14年

９月25日 企業会計基準適用指針第４号)を適用しております。 

６ 第12期の自己資本比率及び自己資本利益率については、小数点第２位を四捨五入して記載しております。 

  

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期

決算年月 2001年12月 2002年12月 2003年12月 2004年12月 2005年12月

売上高 (百万円) 50,295 57,059 52,965 64,060 75,002

経常利益 (百万円) 163 254 1,167 1,485 2,109

当期純利益 
又は損失(△)

(百万円) △4,999 129 1,112 △1,570 △2,141

資本金 (百万円) 47,003 47,003 63,133 78,133 114,481

発行済株式総数 (千株) 3,934 3,934 4,685 5,146 6,364

純資産額 (百万円) 32,945 33,074 66,446 94,876 185,332

総資産額 (百万円) 232,900 272,160 229,743 155,914 320,208

１株当たり純資産額 (円) 8,373.75 8,406.57 14,184.20 18,436.61 29,122.68

１株当たり配当額 
(内、１株当たり 
中間配当額)

(円) 
(円)

―
(―)

―
(―)

―
(―)

―
(―)

―
(―)

１株当たり当期純利益 
又は損失(△)

(円) △1,270.68 32.82 252.27 △322.36 △352.11

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 14.15 12.15 28.92 60.85 57.9

自己資本利益率 (％) ― 0.39 1.67 ― ―

株価収益率 (倍) ― ― ― ― ―

配当性向 (％) ― ― ― ― ―

従業員数 (名) 345(60) 376(291) 519(264) 877(234) 1,542



２ 【沿革】 

  

1995年１月 住友商事㈱とTele-Communications International, Inc.(現Liberty Global Inc.)の合

弁で㈱ジュピターテレコム設立。

1995年３月 杉並ケーブルテレビ㈱、㈱ケーブルテレビネリマ、㈱シティケーブルビジョン府中、㈱

小金井市民テレビの株式を住友商事㈱から取得。

1995年８月 ㈱ジュピター群馬設立。

1995年11月 福岡ケーブルネットワーク㈱設立。

1996年１月 ㈱木更津ケーブルテレビの株式を取得。 

㈱ジュピター宝塚川西設立。

1996年４月 北摂ケーブルネット㈱設立。 

㈱ケーブルビジョン二十一(2003年３月㈱ケーブルビジョン21に商号変更)及び㈱ケーブ

ルステーション北九州の株式を住友商事㈱から取得。

1996年６月 ㈱ジュピターりんくう設立。

1996年７月 ㈱ジュピターかわち設立。

1996年９月 ㈱ジュピター和歌山、㈱ケーブルネット下関設立。

1996年10月 土浦ケーブルテレビ㈱の株式を住友商事㈱から取得。

1996年12月 決算期を３月から12月に変更。 

浦和ケーブル・テレビ・ネットワーク㈱の株式を住友商事㈱から取得。

1997年２月 ㈱ジュピターいばらき(1999年８月アットホームジャパン㈱に商号変更)設立。 

関西地区の統括会社として㈱ジュピター関西設立。

1997年６月 寒川ケーブルテレビ㈱の株式を取得。 

㈱テレビちがさきの株式を住友商事㈱から取得。

1998年３月 大阪ケーブルテレビ㈱の株式を住友商事㈱から取得。

1998年４月 関西マルチメディアサービス㈱へ出資。

1998年８月 ㈱シーエーティーヴィ横須賀の株式を住友商事㈱から取得。 

堺ケーブルテレビ㈱の株式を住友商事㈱から取得。

1998年９月 こうべケーブルテレビ㈱の株式を住友商事㈱から取得。 

㈲ジェイコムインターネット設立。

1998年11月 北九州ケーブルテレビ㈱の株式を取得。

1998年12月 吹田ケーブルテレビジョン㈱の株式を住友商事㈱から取得。

1999年１月 杉並ケーブルテレビ㈱と㈱ケーブルテレビネリマが合併、㈱ジェイコム東京となる。 

㈱テレビちがさきと寒川ケーブルテレビ㈱が合併、㈱ジェイコム湘南となる。 

㈱ジュピター宝塚川西、㈱ジュピターかわち、㈱ジュピター和歌山と㈱ジュピター関西

が合併、㈱ジェイコム関西となる。 

藤沢ケーブルテレビ㈱の株式を住友商事㈱から取得。

1999年３月 ㈱ユーアイネット埼玉(2000年７月㈱メディアさいたまに商号変更)の株式を住友商事㈱

から取得。 

㈱ケーブルテレビ神戸の株式を住友商事㈱から取得。



 

1999年７月 ㈱ケーブルコミュニケーション芦屋の株式を住友商事㈱から取得。

1999年８月 ㈱ケーブルステーション北九州と北九州ケーブルテレビ㈱が合併、㈱ジェイコム北九州

となる。

1999年９月 アットホームジャパン㈱へ出資。 

㈱ジェイコム関西が㈱ジュピターりんくうを吸収合併。

1999年10月 ㈱ジェイコム東京が㈱シティケーブルビジョン府中及び㈱ケーブルコミュニケーション

小金井・国分寺(旧㈱小金井市民テレビ)を吸収合併。

2000年１月 こうべケーブルテレビ㈱と㈱ケーブルコミュニケーション芦屋が合併、㈱ケーブルネッ

ト神戸芦屋となる。

2000年４月 ㈱ジェイコム東京が㈲ジェイコムインターネットを吸収合併。

2000年９月 株式交換により㈱タイタス・コミュニケーションズを統合、同社発行済全株式を取得。 

㈱タイタス・スキャットが㈱ジェイコム札幌に商号変更。

2001年１月 ㈱ジェイコム関西が堺ケーブルテレビ㈱を吸収合併。

2001年３月 ㈱ケーブルネットワークやちよの株式を取得。

2001年４月 藤沢ケーブルテレビ㈱が㈱ジェイコム湘南及び㈱シーエーティーヴィ横須賀を吸収合併

し、㈱ジェイコム湘南に商号変更。

2001年７月 和泉シーエーティヴィ㈱の株式を取得。

2001年８月 ㈱スーパーネットワークユーの株式を取得。

2001年９月 ㈱ジュピター群馬が㈱ジェイコム群馬に商号変更。 

㈱タイタス・コミュニケーションズが㈱ジェイコム関東に商号変更。 

㈱タイタス相鉄が㈱ジェイコム大和に商号変更。 

㈱ケーブルネット神戸芦屋を子会社化。

2002年１月 ㈱ジェイコム関西が大阪ケーブルテレビ㈱を吸収合併。 

浦和ケーブル・テレビ・ネットワーク㈱及び㈱メディアさいたまを子会社化。

2002年２月 ㈲ジェイコムファイナンス設立。 

㈱ジェイコム関東が㈱ジェイコム大和を吸収合併。

2002年３月 アットホームジャパン㈱(2002年６月アットネットホーム㈱に商号変更)を子会社化。

2002年４月 グリーンシティケーブルテレビ㈱の株式を住友商事㈱から取得。

2002年８月 ㈱ジェイコム関東が前橋局の営業権を㈱ジェイコム群馬に譲渡。

2002年11月 ㈱ジェイコム関西が和泉シーエーティヴィ㈱を吸収合併。

2004年３月 泉大津ケーブルテレビ㈱の株式を取得。

2004年５月 ジュピターVOD㈱設立。

2004年７月 ㈱ケーブルシステム(2005年７月㈱ジェイコムテクノロジーに商号変更）の株式を取得。

2004年８月 ㈱ジェイコム関西が泉大津ケーブルテレビ㈱を吸収合併。

2005年２月 調布ケーブルテレビジョン㈱の株式を取得。

2005年３月 ジャスダック証券取引所に上場。

2005年４月 ㈱スーパーネットワークユーが㈱木更津ケーブルテレビ及び㈱ケーブルネットワークや

ちよを吸収合併し、㈱ジェイコム千葉に商号変更。

2005年７月 ㈱日本デジタル配信の株式を取得。

2005年９月 ㈱小田急情報サービス（2006年1月㈱ジェイコムせたまちに商号変更）の株式を取得。

2005年11月 ㈱角川ジェイコム・メディアの株式を取得。

㈱ケーブルテレビ神戸を子会社化。

2006年１月 関西マルチメディアサービス㈱を子会社化。



 
  

六甲アイランドケーブルビジョン㈱の株式を取得。



３ 【事業の内容】 

(1) 概況 

当社は、1995年１月、我が国におけるケーブルテレビ会社の取得、管理及び経営指導を行うため、住

友商事㈱(以下「住友商事」という)とTele-Communications  International,  Inc.(現在、Liberty 

Global,Inc.以 下「LGI」と い う。但 し、本 報 告 書 に お い て は「LGI」が Liberty Media

International,Inc. を含むLGIのグループ会社を総称することがある)の合弁会社として設立されまし

た。2004年12月28日、住友商事とLGIは、LGIの子会社で当社の株式を所有するLMI/Sumisho Super 

Media, LLC(住商/LMI スーパーメディア, LLC、2006年２月に社名変更し、本報告書提出日現在は、

LGI/Sumisho Super Media, LLC、日本語名は住商/LGI スーパーメディア, LLC、以下「Super Media」

という)を両社の共同出資会社とするために、LGIは他の子会社を通じて所有していた当社株式の全部

を、住友商事はその所有する当社株式の過半をSuper Mediaに移動させ、Super Mediaが当社の親会社と

なりました。なお、2005年９月に、住友商事は所有していた残りの当社株式の全てを、Super Mediaに

移動させております。  

当社グループは、「ワン・ストップ・ショップ」として、ケーブルテレビ、高速インターネット接続

及び電話サービスを、当社グループのブロードバンド(高速・大容量)・ネットワークを通じ総合的に提

供することを主な事業としております。現在、関東、関西及び九州の３つの主要都市圏並びに札幌で、

19のケーブルテレビ会社が「J:COM」ブランドの下でサービスを提供しております。当社はこの19社と

MSO契約(全般的な経営指導サービス契約をいう。以下同じ)を締結しており、これらの当社が経営指導

するケーブルテレビ会社を運営会社としております。当社グループでは、当社設立以来、ケーブルテレ

ビサービスに加え、提供するサービスを順次拡充してきており、19の運営会社全てが高速インターネッ

ト接続サービスを提供し、そのうちの16の運営会社が電話サービスを提供しております。当社運営会社

の総加入世帯数(少なくともひとつのサービスに加入している世帯数)は、2005年12月31日現在約214万

世帯であり、当社は日本有数のケーブルテレビ会社の統括運営会社(MSO：Multiple System Operator 

以下、MSOという)となっております。 

上記のとおり、当社グループは、運営会社19社を通じてサービスを提供しておりますが、うち17社は

過半数の株式を保有する連結子会社であり、かかるケーブルテレビ会社を「連結対象運営会社」といい

ます。また、他の２社については、福岡ケーブルネットワーク㈱及び㈱ケーブルネット下関の株式のそ

れぞれ45％、50％を保有しており、米国会計基準上の持分法適用関連会社としております。かかるケー

ブルテレビ会社を「持分法適用対象運営会社」といいます。なお、調布ケーブルテレビジョン㈱につき

ましては、2005年２月25日に当社がLGI、住友商事及びMicrosoft Corporation(以下「Microsoft」とい

う。但し、本報告書においては「Microsoft」がMicrosoft Corporationのグループ会社を総称すること

がある)から発行済株式の92％に当たる株式を取得して連結子会社とする以前より、MSO契約を締結した

運営会社でありました。 

  



当社の運営会社の配置は以下のとおりであります(但し、各地域の全域でサービスを提供しているわ

けではありません)。 

  
 

  



運営会社においては、当社から提供されるサービスについて毎月当社に対し経営指導料を支払い、当

社から購入する機器については、合意したマージンを支払っております。これらのうち、連結対象運営

会社との取引については、連結決算上消去されることになります。2005年12月31日現在、運営会社の営

業地域内において合計約789万世帯が運営会社のネットワークにより接続可能とされ(以下ケーブルテレ

ビ、高速インターネット及び電話回線を敷設した地域内で接続可能な世帯数を「ホームパス世帯数」と

いう)、運営会社は、ケーブルテレビサービスについては約180万世帯、高速インターネット接続サービ

スについては約91万世帯、電話サービスについては約97万世帯の顧客にサービスを提供しております。

当社は、運営会社の他、当社とMSO契約を締結していないケーブルテレビ会社にも、出資をしており

ます。かかるケーブルテレビ会社は「非運営会社」でありますが、このうち、グリーンシティケーブル

テレビ㈱については株式の20.0％を保有しており、持分法適用関連会社であります。他の３社(ケーブ

ルウエスト㈱、㈱ベイ・コミュニケーションズ及びケーブルネット埼玉㈱)については、20.0％未満の

保有であります。 

また、当社は、アットネットホーム㈱の株式の100％を保有しております。同社は、関東及び九州地

域並びに札幌の運営会社に対し高速インターネット接続サービス及び豊富なブロードバンド・コンテン

ツを提供しております。同社は当社グループ以外のケーブルテレビ会社に対しても同様のサービスを提

供しております。さらに当社は、関西マルチメディアサービス㈱の株式を保有しております。同社は、

関西地域のケーブルテレビ会社(関西地域の当社グループの運営会社全てを含む)に対し、高速インター

ネット接続サービス及びブロードバンド・コンテンツを提供しております。なお、2006年１月６日付け

で同社の株式を関西電力グループ及び住友商事他の同社株主から追加取得いたしました。これにより当

社の同社に対する株式保有比率は、2005年12月31日現在の25.8％から64.0％に増加し、本報告書提出日

現在、同社は当社の連結子会社となっております。 

  

(2) 当社グループのサービス 

当社グループは、総合的なケーブルによるネットワークを通じて、顧客に対しケーブルテレビ、高速

インターネット接続及び電話の３種類のサービスを「ワン・ストップ・ショップ」にて提供する「トリ

プルプレイ」事業者であります。今般2006年３月１日より第４のサービスとしてモバイルサービス、

「J:COM MOBILE」を開始したことにより「グランドスラム」事業者となっております。このモバイルサ

ービスは既存の3種類のサービスのいずれかとセットでご加入頂くことにより、月額基本利用料2,762円

（税込2,900円）を262円（税込275円）割引にて提供いたします。顧客による複数のサービスへの加入

を促進するため、当社グループでは、複数のサービスに加入する顧客に対して割引を行い、これらの顧

客にメリットを提供しております。 

○ ケーブルテレビサービス（J:COM TV） 

ケーブルテレビサービスとは、本来別々のアンテナ、チューナーで受信しなければならない地上波

放送、BS放送、CS放送等の様々な放送コンテンツを、一本のケーブル及び一つの端末を通じて一括し

て顧客に提供するサービスであります。 

2005年12月31日現在、当社グループのケーブルテレビサービスはアナログサービス（「J:COM 

TV」）を月額3,980円（税込4,179円）、デジタルサービス（「J:COM TV デジタル」）を月額4,980円

（税込5,229円）にて提供しております。「J:COM TV デジタル」では、１台のセット・トップ・ボッ

クスで、地上デジタル放送、BSデジタル放送、ケーブルデジタル放送など100チャンネル以上のチャ

ンネルを提供しております。当社グループでは2005年12月より、当社グループのデジタルサービス全

加入世帯に対するCSデジタル放送の提供を、従来の衛星経由からケーブルテレビ事業者向け広域配信

ネットワーク事業を展開する日本デジタル配信㈱（以下「JDS」という）の地上光伝送ネットワーク

経由に切り替えました。これに伴い、当社グループでは従来の「CSデジタル放送」の呼称を「ケーブ

ルデジタル放送」に変更いたしました。本サービスにおいては、ハイビジョン番組を多数含んだ地上

デジタル放送、BSデジタル放送の他に魅力的な専門チャンネルであるケーブルデジタル放送を、ご家



族の方々それぞれがお楽しみいただけるよう各ジャンルの人気チャンネルを厳選してお得な基本パ

ッケージにて提供しております。またJDSの全国光伝送ネットワークを活用してケーブルテレビ事業

者独自のハイビジョンチャンネル（Discovery HD、FOXlife HD）を2005年12月より基本パッケージに

追加しております。また当社グループが提供するセット・トップ・ボックス及びネットワークは双方

向機能を備えているため、VOD等の「放送と通信が融合」されたサービスも提供しております。本サ

ービスにおいて最新の洋画・邦画等の番組を番組ごとに視聴料が課金される形式のサービス(「プレ

ミアム オン デマンド」)の他に、地域情報・趣味教養等の番組を追加料金なしで入門用として視聴

できるサービス(「フリー オン デマンド」)も提供しております。また有料チャンネルとのパッケー

ジ型サービスである(「スター・チャンネル オン デマンド」や「カラオケ オン デマンド」)のよう

な月単位で利用制限のない月額利用料制のサービス(「マンスリー オン デマンド」)も提供しており

ます。 なお、当社グループでは2006年４月より順次ハイビジョン放送も録画可能なハードディスク

内蔵型セット・トップ・ボックスを投入し、デジタル・ビデオ・レコーディング(以下「DVR」とい

う)サービスの提供を開始いたします。DVRを利用すると、番組を内蔵のハードディスクに録画するこ

とが可能となり、従来のようにテープ管理などの手間から開放されるほか、電子番組表を利用して録

画予約が簡単にでき、さらにタイムシフト機能(放送中のテレビ番組を、ビデオのように一時停止し

たり、巻き戻したりして見ることができる機能)などが備わっているなど、利用者の利便性は格段に

向上いたします。衛星事業者や通信事業者等他社サービスとの競争力を強化するために、当社は「ハ

イビジョン」「VOD」「DVR」を３本柱としてケーブルテレビサービスの商品内容を拡充していく方針

であります。   

その他、当社グループでは、当社運営会社のエリア内において、主に、地上波放送の電波障害地区

及び当社グループのサービスに係る設備導入済みの集合住宅のうち、当社のケーブルテレビサービス

に加入していない世帯に対して再送信サービスを提供しております。当社グループの再送信サービス

の一部として、当社グループではそれらの世帯に対してコミュニティチャンネル及び二つのホームシ

ョッピングチャンネルを提供しております。2005年12月31日現在、当社運営会社は再送信サービスを

合計約341万世帯に提供しております。 

○ 高速インターネット接続サービス(J:COM NET) 

当社グループはアットネットホーム㈱及び関西マルチメディアサービス㈱をインターネット接続事

業者として、高速インターネット接続サービスを全国で提供しております。本サービスは、高速イン

ターネット接続、各種基本サービス(メールアドレスの取得、個人用HPなど)及び豊富なブロードバン

ド・コンテンツから成り、当社グループが所有する高速大容量ネットワークとアットネットホーム㈱

及び関西マルチメディアサービス㈱が構築するバックボーン回線に直結することにより、安定した高

品質なサービスを提供しております。 

2005年12月31日現在、高速インターネット接続サービスは「J:COM NET」(８Mタイプ)サービスを月

額4,980円(税込5,229円)で、「J:COM NET プレミア」(30Mタイプ)サービスを月額5,500円(税込5,775

円)で提供しております。2005年８月からは、さらに高速のサービスを求める顧客のニーズに応える

ため、集合住宅へ光ファイバを引き込み、棟内の同軸網を利用した、最大100Mbpsの超高速インター

ネット接続サービスを、「J:COM NET 光」として集合住宅向けに提供を始めました。また、主にファ

ミリーユーザーの多い当社グループの顧客に満足いただけるように、継続的に基本サービスの拡充に

努めてまいりました。その結果、現在は、メールアドレスを５つまで追加料金なしで設定可能とし、

セキュリティー関連サービスも豊富にそろえ、メールやウェブのウイルススキャンやペアレンタルコ

ントロール機能、迷惑メールの受信拒否サービス等も基本パッケージに含めております。また、ホー

ムネットワーキング・サービスへの取り組みとして無線ＬＡＮ内蔵一体型モデムのサービスを月額

500円（税込525円）で提供しております。  



○ 電話サービス(J:COM PHONE)  

当社グループの電話サービスは東日本電信電話㈱及び西日本電信電話㈱が提供している固定電話サ

ービス（以下、NTT固定電話サービスという）と同等の品質のプライマリ固定電話サービスでありま

す。2005年12月31日現在、当社グループは電話サービス(住宅用)を月額基本料1,330円(税込1,397円)

で提供しております。料金は市外通話、オプションサービスともに他社と比較して充分競争力のある

設定となっております。また2005年２月より、月額利用料金250円（税込263円）にて最大10,000円分

までの通話料が無料のオプションサービスである「とくとく・トーク」を開始いたしました。本固定

電話サービスは2005年12月31日現在、㈱ジェイコム群馬、㈱ケーブルテレビ神戸及び㈱小田急情報サ

ービスを除く16の運営会社で提供しております。2005年から新たに電話サービスを開始した運営会社

(㈱ジェイコム札幌、㈱ジェイコム関西南大阪局及び調布ケーブルテレビジョン㈱）においては、IP

技術を利用し従来の交換機による電話サービスと同様の品質・サービスを実現した固定電話サービス

を導入しており、今後もサービスエリアを順次拡大してまいります。このIP電話サービスは、一部の

インターネットサービスプロバイダーがそのオプションサービスとして提供しているIP電話（050番

号）サービスと違い、番号ポータビリティや緊急通報（110番、118番、119番等への通話）に対応し

た高品質のプライマリIP電話サービスであります。今後は他のエリアにおいても、順次このIP技術を

利用した電話サービスを導入していく予定であります。 

○ バンドル・サービスの提供 

当社グループのサービスは一つひとつが競争力の高いサービスであると考えておりますが、顧客に

複数のサービスを提供すること(以下「バンドル・サービス」という)で、より大きな付加価値を提供

できるものと考えております。2005年12月31日現在、㈱ジェイコム東京では、デジタルサービス

「J:COM TV デジタル」、高速インターネット接続サービス「J:COM NET プレミア」(30Mタイプ)、電

話サービス「J:COM PHONE」を全て提供する場合の基本月額サービス料は10,390円(税込10,910円)で

あり、それぞれを個別に提供した場合の合計額に対して約13％の割引となっております。同様に、

「J:COM TV デジタル」と「J:COM PHONE」の場合は5,710円(税込5,996円、約10％の割引)、デジタ

ルサービス「J:COM TV デジタル」と「J:COM NET プレミア」(30Mタイプ)の場合は9,700円(税込

10,185円、約８％の割引)となります。また、「J:COM MOBILE」は他のサービスと併用する場合、月

額基本利用料2,762円（税込2,900円）を262円(税込275円、約９％の割引)お得な割引料金にて提供し

ております。 

  



次の表は、当社運営会社(2004年度以前についてはMSO契約を締結しているが株式保有のなかった調

布ケーブルテレビジョン㈱を除く）の、総加入世帯数、RGU(収益獲得単位数)合計、加入世帯当たり

RGU、利用サービス毎の加入世帯の割合、加入世帯当たり月次収益及び平均月次解約率の推移を表し

ます。下表に示すとおり、各顧客が利用するサービスの数は近年増加しており、また、加入世帯当た

り月次収益も増加の傾向にあります。 

  

 
(注) １  総加入世帯数は100世帯未満を四捨五入表記しております。 

   ２ 「RGU合計」とは、ケーブルテレビ、高速インターネット接続及び電話の３サービスの合計提供数(総加入堰

世帯数）をいい、１加入世帯当たりの平均サービス提供数を「加入世帯当たりRGU」といいます。 

３ 加入世帯当たり月次収益は、利用料収入及びその他の営業収益に含まれる様々な手数料、その他収入を含ん

でおり、年間平均であります。 

４ 平均月次解約率＝当該期間中の解約数÷当該期間中の加重平均加入世帯数÷当該期間の月数 

      

  

2002年12月31日 
現在又は 
2002年度

2003年12月31日
現在又は 
2003年度

2004年12月31日
現在又は 
2004年度

2005年12月31日 
現在又は 
2005年度

総加入世帯数(注)１ 1,590,800 1,754,800 1,873,000 2,136,000

RGU合計(注)２ 2,277,200 2,714,200 3,117,100 3,678,500

加入世帯当たりRGU 1.43 1.55 1.66 1.72

利用サービス毎の加入世帯の
割合(％) 
(総加入世帯比)

  ケーブルテレビのみ 56.8 48.6 41.3 37.7

  高速インターネット接続 
  のみ

5.3 5.5 5.7 6.1

  電話のみ 3.5 4.9 5.7 5.8

  ケーブルテレビ及び 
  高速インターネット接続

15.9 14.3 11.8 10.8

  ケーブルテレビ及び電話 8.0 10.5 12.9 13.8

  高速インターネット接続 
  及び電話

1.8 2.6 3.5 4.0

  ３サービス全て 8.7 13.6 19.1 21.8

加入世帯当たり 
月次収益(円)(注)３

6,183 6,779 7,090 7,497

平均月次解約率(％)(注)４

  ケーブルテレビ 1.7 1.7 1.4 1.3

  高速インターネット接続 1.1 1.3 1.2 1.3

  電話 1.1 0.9 0.8 0.7



(3) 当社グループのブロードバンド・ネットワーク 

当社グループのブロードバンド・ネットワークは、各運営会社内におけるローカルネットワーク、関

東、関西及び九州の各地域内で各運営会社を接続した地域内ネットワーク、並びに関東、関西及び九州

における各地域間及び札幌と関東地域間を接続した地域間ネットワークの３つのネットワーク網から構

成されております。 

ローカルネットワークは、ヘッドエンドと呼ばれるセンター設備(アナログ放送送受信設備、高速イ

ンターネット接続・電話サービスに係るCMTS(Cable Modem Termination System)やHDT(Host Digital 

Terminal)といったセンターモデム及び端末管理設備等)から顧客宅まで光同軸ハイブリッド(HFC)方式

の構造にて構成されております。光同軸ハイブリッド方式の特徴は、対象世帯約600から2,400世帯に１

台の割合でノードを設置し、ヘッドエンドからノード間は光ファイバーケーブルにて、ノードから顧客

宅間は同軸ケーブルにて接続されている点にあります。そのため、この各ノードの収容世帯数を変更す

ることにより、将来の加入世帯数の増加等に伴う顧客当たりの伝送容量の拡大にも比較的低コストで対

応できる構造となっております。また、ヘッドエンドからノードまでは光ファイバーケーブルが使用さ

れているため、ノードから顧客宅まで新たに光ファイバーケーブルを延伸し、ノードにメディアコンバ

ーターを設置することにより、将来FTTHサービスを提供できる柔軟性も備えております。当社グループ

のローカルネットワークにおける、ほぼ全ての光ファイバーケーブル及び同軸ケーブルは、NTTグルー

プ及び地域電力会社から賃借する電柱に設置されております。このように地上にネットワークの基盤を

有することにより、急速にネットワークを拡張しホームパス世帯数を増加させることが、地中にケーブ

ルがある場合と比較して低いコストで可能となります。また、必要な場合にはメンテナンスも容易に行

うことができます。ローカルネットワークの光ファイバーケーブルは、自社所有しているものと、ダー

クファイバーケーブル(未使用光ファイバーケーブル)を他の通信事業者からリースしているものがあり

ます。 

地域間ネットワークは、各地域内ネットワークにあるマスターヘッドエンド(札幌においてはローカ

ルネットワークのヘッドエンド)を接続し構成されております。現在、関東、関西、九州及び札幌の各

地域間における地域間ネットワークは、高速インターネット接続サービス及び電話サービスの提供にお

いて、他の通信事業者の通信回線をリースして相互接続しております。関東地域と札幌間においては高

速インターネット接続サービス及び電話サービスが接続されているほか、関東地域のマスターヘッドエ

ンドと札幌のヘッドエンドとの間を接続し、ケーブルデジタル放送の長距離デジタル伝送を行っており

ます。 

関東、関西及び九州の地域間におけるケーブルテレビサービスの提供においては、JDSが提供してい

る東京、大阪、福岡の全国光伝送ネットワークを利用し、安定した映像伝送を行っております。当社グ

ループでは、従来、ケーブルテレビのデジタル映像伝送の多くを衛星事業者に依存しておりましたが、

ケーブルテレビで流せるコンテンツが衛星プラットフォームと同一であること及び天候が悪いと画像が

乱れる「降雨減衰」が起こることなどの課題を、衛星から地上ネットワークへ切り替えることにより解

決し、さらにはケーブルテレビ独自番組の配信など、ケーブルテレビ業界が提供するサービスの強化や

競合他社との差別化を図ることが可能となりました。  

  



〈当社グループのブロードバンドネットワーク〉 
  
―地域内ネットワーク及び地域間ネットワーク― 

 

  
(注) 地図中の色の濃い部分は、運営会社の所在する都道府県を示すものであり、示された各地域の全域でサービス

を行っているわけではありません。また地名は当社で使用している通称名であり、必ずしも正式な地方自治体

の名称には対応いたしません。 

  

―センター設備(ヘッドエンド及びマスターヘッドエンド)― 
 

  



(4) 運営方式 

当社はMSOとして、運営会社に対し、経験を積んだスタッフ(各運営会社の社長を含む)の派遣(兼任又

は出向)、運営・管理サービス、営業研修、番組編成及び機器調達の支援や、その他の経営指導サービ

スを提供しております。当社では、運営会社に対し、当社の標準仕様に基づくローカルネットワークを

構築することを求めており、ネットワーク拡張に関する設計・構築に係る専門知識を提供しておりま

す。当社による運営会社の監督と運営会社による自社の業務の運営を容易にするため、運営会社はそれ

ぞれ、営業、顧客及び技術サービス、カスタマーセンター、料金の請求・徴収を支援するための当社の

統合基幹顧客管理システムを利用しております。当社グループのサービスを顧客に提供するために必要

な許認可等は運営会社が取得しており、全ての運営会社が「J:COM」ブランドの下でサービスを提供し

ているほか、運営会社は営業、マーケティング、顧客宅への工事、カスタマーサービス、課金、地域番

組の制作等の業務を担当しております。 

2005年12月31日現在の、当社運営会社における各地域毎のケーブルテレビ、高速インターネット接続

及び電話サービスのホームパス世帯数、加入世帯数及び加入率並びに総加入世帯数は以下のとおりであ

ります。 

  

〈当社運営会社加入世帯数〉(2005年12月31日現在) 

 
(注) １ 各地域には、下記の運営会社の合計を記載しております。 

 
なお、関東地域の㈱小田急情報サービスは、2005年９月30日付けで当社の連結子会社となり、また持分法適

用関連会社であった関西地域の㈱ケーブルテレビ神戸は、同年11月７日付けで連結子会社となりました。 

２ 九州地域内の福岡ケーブルネットワーク㈱及び㈱ケーブルネット下関の合計を記載しております。 

３ 世帯数は100世帯未満を四捨五入して表記しております。 

 
５ 各サービスの加入世帯数は、当該サービス以外のサービスにも加入している世帯を含めております。 

ケーブルテレビ 高速インターネット接続 電話

総加入
世帯数ホームパス 

世帯数
加入 
世帯数

加入率 
(％) 
(注)４

ホームパス
世帯数

加入
世帯数

加入率
(％) 
(注)４

ホームパス
世帯数

加入 
世帯数

加入率
(％) 
(注)４

連結対象運営会社 (注)１ 7,296,600 1,684,900 23.1 7,288,000 864,200 11.9 6,624,100 911,300 13.8 2,002,800

北海道地域 410,000 80,900 19.7 401,400 31,700 7.9 401,400 17,000 4.2 90,800

関東地域 4,082,200 1,026,900 25.2 4,082,200 541,600 13.3 3,626,000 570,600 15.7 1,216,800

関西地域 2,336,700 473,400 20.3 2,336,700 248,900 10.7 2,129,500 265,400 12.5 572,700

九州地域 467,700 103,700 22.2 467,700 42,000 9.0 467,200 58,300 12.5 122,500

持分法適用対象運営会社 
(注)２

593,800 111,400 18.8 593,800 47,600 8.0 590,600 59,100 10.0 133,200

運営会社合計 7,890,400 1,796,300 22.8 7,881,800 911,800 11.6 7,214,700 970,400 13.5 2,136,000

北海道地域(１社)：㈱ジェイコム札幌

関東地域(10社) ：㈱ジェイコム東京、㈱ジェイコム群馬、土浦ケーブルテレビ㈱、浦和ケーブル・テ

レビ・ネットワーク㈱、㈱ジェイコム千葉、㈱ジェイコム湘南、㈱メディアさいた

ま、㈱ジェイコム関東、調布ケーブルテレビジョン㈱、㈱小田急情報サービス

関西地域(４社) ：北摂ケーブルネット㈱、㈱ジェイコム関西、㈱ケーブルネット神戸芦屋、㈱ケーブ

ルテレビ神戸

九州地域(２社) ：㈱ケーブルビジョン21、㈱ジェイコム北九州

４ 加入率(％) ＝ 
加入世帯数

× 100
ホームパス世帯数



＜系統図＞ ( 2005年12月31日現在) 

 

 



４ 【関係会社の状況】 

   （2005年12月31日現在)

 
(注) １ 米国会計基準に基づき関係会社を分類しております。 

２ 「議決権の所有割合又は被所有割合」欄の( )は内数で間接所有割合であります。 

３ Liberty Global, Inc.の完全子会社であるLiberty Media International, Inc.及びLiberty Media 

International, Holdings, LLC並びにLiberty Global Japan, LLCの３社が、LMI/Sumisho Super Media, 

名称 住所
資本金又は
出資金

(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所
有割合又は
被所有割合
(注)2 
(％)

関係内容

摘要
役員の兼任等(人) 資金 

援助 
(注)6

MSO契約 
(注)7当社

役員
当社
職員

(連結子会社)

㈱ジェイコム東京 東京都練馬区 17,801
ケーブルテレビ
事業

80.24 1 6 有 有
特 定 子 会
社(注)8

㈱ジェイコム群馬 群馬県高崎市 2,752
ケーブルテレビ
事業

99.95 ― 6 有 有

㈱ケーブルビジョン21 福岡市中央区 2,766
ケーブルテレビ
事業

97.95 1 7 有 有

㈱ジェイコム北九州
北九州市 
八幡東区

4,987
ケーブルテレビ
事業

84.29 ― 9 有 有

北摂ケーブルネット㈱ 大阪府箕面市 2,000
ケーブルテレビ
事業

55.00 ― 4 有 有

土浦ケーブルテレビ㈱ 茨城県土浦市 1,500
ケーブルテレビ
事業

70.33 ― 6 有 有

浦和ケーブル・テレビ・ 
ネットワーク㈱

さいたま市
浦和区

1,600
ケーブルテレビ
事業

80.49 1 6 有 有

㈱ジェイコム関西
大阪市 
天王寺区

15,500
ケーブルテレビ
事業

84.08 1 10 有 有
特 定 子 会
社(注)8

㈱ジェイコム湘南
神奈川県 
横須賀市

5,771
ケーブルテレビ
事業

79.49 2 8 有 有

㈱ケーブルネット 
神戸芦屋

神戸市東灘区 2,900
ケーブルテレビ
事業

52.62 1 7 有 有

㈱メディアさいたま
さいたま市
大宮区

2,993
ケーブルテレビ
事業

91.09 2 5 有 有

㈱ジェイコム関東 東京都港区 50,238
ケーブルテレビ
事業

100.00 ― 8 有 有
特 定 子 会
社(注)8

㈱ジェイコム札幌 札幌市豊平区 8,800
ケーブルテレビ
事業

85.85
(85.85)

1 7 有 有
 
(注）2

アットネットホーム㈱ 東京都目黒区 7,800
インターネット
事業

100.00 4 3 無 無

㈲ジェイコムファイナンス 東京都港区 3 金融業務 100.00 ― 1 有 無

㈱ジェイコムテクノロジー 東京都港区 490
システム設計、
設備工事

100.00 1 6 無 無

調布ケーブルテレビジョン㈱ 東京都調布市 2,525
ケーブルテレビ
事業

92.09 ― 8 有 有

㈱ジェイコム千葉 千葉県浦安市 3,395
ケーブルテレビ
事業

73.18 ― 8 有 有

㈱ケーブルテレビ神戸 神戸市長田区 3,000
ケーブルテレビ
事業

65.13 ― 8 無 有

㈱小田急情報サービス 東京都渋谷区 1,000
ケーブルテレビ
事業

100.00 ―
6

有 有 (注)10

(持分法適用関連会社)

福岡ケーブルネット 
ワーク㈱

福岡市中央区 2,000
ケーブルテレビ
事業

45.00 2 5 無 有

㈱ケーブルネット下関 山口県下関市 1,000
ケーブルテレビ
事業

50.00 ― 6 有 有

関西マルチメディア 
サービス㈱

大阪市北区 2,000
インターネット
事業

25.75 1 1 無 無

グリーンシティケーブル 
テレビ㈱

名古屋市 
守山区

1,000
ケーブルテレビ
事業

20.00 1 ― 無 無

ジュピターVOD㈱ 東京都港区 1,140
VODコンテンツ
事業

50.00 3 ― 無 無

日本デジタル配信㈱ 東京都渋谷区 2,250
デジタル放送信
号伝送事業

21.32 2 1 無 無

㈱角川ジェイコム・メディア 東京都渋谷区 100
無料情報誌の広
告営業

50.00 1 3 無 無

(親会社)

Liberty Global, Inc.
米国 
コロラド州

4,794千US$

北米外の放送通
信事業、番組供
給事業会社への
出資及び運営

62.65
（62.65)

― ― 無 ― (注)2,3

LMI/Sumisho Super Media, 
LLC

米国 
コロラド州 ―

当社への投資
持株会社

62.65 ― ― 無 ― (注)4

(その他の関係会社)

住友商事㈱ 東京都中央区 219,279 総合商社 ― ― ― 無 ― (注)5,9



LLCの上位会社として存在いたしますが、いずれも実質の事業を行っていない持株会社でありますので、表中に

は記載しておりません。なお、Liberty Global, Inc.は米国NASDAQ上場企業であります。 

４ LMI/Sumisho Super Media, LLCは、当社株式を出資して設立された持株会社であります。 

５ 住友商事㈱は、LMI/Sumisho Super Media, LLCを通して当社の持分の25.90％を所有しております。 

６ 「資金援助」の「有」は、㈲ジェイコムファイナンス経由及び当社の直接貸付による資金援助等を示してお

ります。 

７ MSO契約に関しては、「第２ 事業の状況 ５ 経営上の重要な契約等」をご参照ください。 

８ ㈱ジェイコム東京、㈱ジェイコム関東及び㈱ジェイコム関西については、個社の売上高(連結会社相互間の

内部売上高を除く)の連結営業収益に占める割合が10％を超えております。 

主な損益情報等(日本会計基準) 

 

 
９ 関係会社のうち住友商事㈱は、有価証券報告書を提出しております。 

10 ㈱小田急情報サービスは、2006年１月１日付で㈱ジェイコムせたまちへ商号を変更しております。 

11 LMI/Sumisho Super Media, LLCは、2006年２月24日付でLGI/Sumisho Super Media, LLCに 

社名を変更しております。 

    

㈱ジェイコム東京 ① 売上高 26,830百万円

② 経常利益 2,537

③ 当期純利益 2,527

④ 純資産額 12,622

⑤ 総資産額 33,462

㈱ジェイコム関東 ① 売上高 36,013百万円

② 経常利益 4,041

③ 当期純利益 3,743

④ 純資産額 37,964

⑤ 総資産額 51,931

㈱ジェイコム関西 ① 売上高 37,582百万円

② 経常利益 2,780

③ 当期純利益 2,706

④ 純資産額 14,154

⑤ 総資産額 50,068



５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

(2005年12月31日現在) 

 
(注) １ 米国会計基準における連結会社の就業人員の合計数であります。 

２ 当連結会計年度における従業員数の増加は、主として新規学卒者の採用、連結対象となる会社の追加による

ものであります。 

  

  

(2) 提出会社の状況 

(2005年12月31日現在) 

 
(注) １ 関係会社へ出向中の従業員を除き、社外からの出向者を含めた就業人員数を記載しております。 

２ 当事業年度において従業員数は増加しておりますが、主な要因は新規学卒者の採用、カスタマーセンターの

統合によるものであります。 

３ 平均年齢、平均勤続年数、平均年間給与は、社外からの受入出向者を除き、関係会社へ出向している者を含

む正社員についての2005年12月末の数値を算出しております。 

４ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社及び連結子会社内に労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

  

正社員数 契約社員数 派遣社員数 従業員数計

2,685名 2,113名 1,986名 6,784名

正社員数 契約社員数 派遣社員数 従業員数計 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与

620名 529名 393名  1,542名 35.5歳 5.6年 6,546千円



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当連結会計年度の日本経済は、前期に引続き回復の基調をたどり、８月には、政府、日銀は我が国経

済の「踊り場」脱却を宣言いたしました。その後も個人消費をはじめ国内需要は順調に拡大を維持して

おり、政府も「緩やかに回復」との基調判断をしております。また、11月の消費者物価指数は２年１ヵ

月ぶりのプラスに転じました。今後の投資動向、消費動向にもプラスの効果が期待され、来期には「脱

デフレ」の時期が模索されることになると予想されております。  

  金融市場においては、日銀の量的緩和政策の解除の時期が議論される一方、株式市場が活況を呈して

きており、４月に安値をつけた日経平均株価も当期末には１万６千円台にまで回復いたしました。  

  ケーブルテレビ業界においては、衛星事業者や通信事業者との放送・通信サービスにおける競合が激

しさを増しておりますが、業界としては売上・加入者とも順調に推移しております。  

  多チャンネル事業分野では、衛星放送事業者のみならずDSL又はFTTH事業者の参入が増えるなど、競

合環境はさらに複雑化しておりますが、2006年末には全国主要都市での開始を予定している地上デジタ

ル放送の視聴可能地域の拡張に伴い、ケーブルテレビのデジタル化も大きく進捗いたしました。  

  高速インターネット事業分野では、DSL・ケーブルモデム・FTTH等による高速インターネット接続の

加入契約数の合計が、2005年12月末では2,237万件（総務省「ブロードバンド契約数等の推移」より）

と、2,200万件を突破し、ブロードバンド化は堅調に進んでおります。そのうちケーブルモデムによる

高速インターネットサービスは323万件となり、多チャンネル放送サービス等とのパッケージとしての

提供により着実に契約件数を増やしております。  

  電話事業分野では、NTT固定電話とほぼ同等の品質で、NTT固定電話と置き換え可能な各種「直収電話

サービス」（サービス提供者が加入者宅まで回線を引き提供する固定電話サービス）が、他の通信事業

者各社により開始されております。NTT固定電話同様にメタル回線を使用するだけでなく、FTTH回線な

どを利用したIP技術をベースとした「プライマリIP電話サービス」も開始される等、競争は激化してお

ります。このような背景の中で、当社連結グループは「ボリューム＋バリュー」を経営戦略の中核に位

置づけ、スケールメリット（ボリューム拡大）の追求とともにサービスの魅力度向上（バリュー拡充）

を図ってまいりました。 

  ボリューム戦略では、既存エリアにおける加入世帯数の増加施策として、営業・マーケティング力の

強化、再送信サービス提供世帯に対する積極的なマーケティング、デジタルサービスの認知度の向上及

び地上波放送のアナログからデジタルへの移行に伴う顧客基盤拡大、地域密着型事業の推進などを実施

しております。      

  バリュー戦略としては、まず、サービスのバンドル化による加入世帯当たりのサービス提供数（バン

ドル率）の向上をめざしてまいりました。当社グループが提供している３サービス（J:COM TV、J:COM 

NET、J:COM PHONE）を組み合わせ提供するバンドル・サービスは、他社が提供している類似サービスと

比較した場合、サービス内容・品質、カスタマーサービスの充実度、価格体系等を総合的に勘案して、

優位性があるものと考えております。2005年12月31日現在の当社連結ベースのバンドル率は、1.73(運

営会社ベースでは、1.72)と2004年12月31日現在の1.67(運営会社ベースでは、1.66)より向上いたしま

した。更に、既存サービスの付加価値向上によるARPU(Average Revenue Per User 加入世帯当たり月次

収益)の増加を図るため、以下の施策を実施いたしました。  

  ケーブルテレビサービスでは、見たいときに見たい番組が視聴できるビデオ・オン・デマンドサービ



ス（「J:COM オン デマンド」）の提供を2005年７月より全局にて提供を開始しております。当社の

ブロードバンド・ネットワークを最大限活用した双方向デジタルサービスである本サービスは、競合他

社との差別化に繋がり、デジタルサービスへの移行に寄与いたしました。2005年12月31日現在、ケーブ

ルテレビのホームパス世帯数は7,297千世帯、加入世帯数は1,685千世帯（前年度末比約14％増）となり

ました。  

  高速インターネットサービスでは、より高速のサービスを求める顧客のニーズに応えるため、2005年

８月から最大100Mbpsの超高速インターネット接続サービスを「J:COM NET 光」として集合住宅向けに

提供を始めました。2005年12月31日現在、高速インターネットサービスのホームパス世帯数は7,288千

世帯、加入世帯数は864千世帯（前年度末比約22％増）となりました。 

  電話サービスでは、2005年４月より㈱ジェイコム札幌、10月より㈱ジェイコム関西南大阪局、11月よ

り調布ケーブルテレビジョン㈱においてIP技術を利用した「プライマリIP電話サービス」を開始いたし

ました。このプライマリIP電話サービスは、当社の従前の電話サービスと同様に、番号ポータビリティ

や緊急通報（110番、118番、119番等への通話）に対応しております。また2005年６月には、当社のプ

ライマリIP電話サービスのノウハウを基に、当社の100％子会社であるアットネットホーム㈱がプライ

マリIP電話の卸サービスを㈱メディアッティ・コミュニケーションズに提供することで３社が基本合意

いたしました。2005年12月31日現在、電話サービスのホームパス世帯数は6,624千世帯、加入世帯数は

911千世帯（前年度末比約25％増）となりました。 

  一方で幹線の延伸や地理的に近接したケーブルテレビ会社との資本提携及び買収により既存サービス

エリアを着実に拡張してまいりました。具体的には、2005年２月に調布ケーブルテレビジョン㈱を連結

子会社とし、６月には㈱ジェイコム関西南大阪局を開局し当該地域へのサービスを開始いたしました。

９月には㈱小田急情報サービスの全株式を取得し連結子会社としたほか、11月にはそれまで持分法適用

関連会社であった㈱ケーブルテレビ神戸を連結子会社といたしました。  

 

  以上の活動の結果、当連結会計年度の営業収益は、前年度に比較して21,797百万円（約14％）増加の

183,144百万円となりました。これは主としてケーブルテレビ、高速インターネット接続及び電話の各

サービスの加入世帯数の増加、またデジタルTV契約の増加及びより高速なインターネット接続サービス

への加入者増加によるものであります。   

  営業費用は、2005年３月の当社株式公開に伴う株式報酬費用の増加（連結財務諸表注記をご参照下さ

い）をはじめ、加入世帯数の増加に伴う新規設置機材等に係る減価償却費及び番組購入費用等の増加

や、今後の競合激化に備え営業力増強を目指した人員増加に係る人件費等により、前年度比19,914百万

円（約14％）増加の158,669百万円となりました。この結果、営業利益は前年度比1,884百万円（約

8％）増加し、24,475百万円となりました。  

  上記に加え、税効果会計において計上されていた評価性引当金を取り崩したこと等により、当期純利

益は前年度比8,512百万円増加し、19,333百万円となりました。（連結財務諸表注記をご参照下さい)  

  資金調達に関しましては、2005年２月18日に開催された取締役会において、ジャスダック証券取引所

への当社株式上場に伴う公募増資による新株式発行を決定し、３月22日に払込が完了いたしました。ま

た、上記公募増資及び株式売出しに関連して行われたオーバーアロットメントによる売出しのための第

三者割当増資（グリーンシューオプション）につきましても、４月20日に払込が完了いたしました。そ

の他、ストックオプションの行使による新株式の発行も含め、当連結会計年度末の資本金は114,481百

万円、資本剰余金は195,219百万円となりました。  

(2) キャッシュ・フローの状況 

(営業活動によるキャッシュ・フロー)   



  営業活動の結果得られた資金は60,763百万円で、前連結会計年度の52,512百万円に比べ8,250百万円

の増加となりました。この増加は、主にOCF（営業収益より番組・その他営業費用と販売費及び一般管

理費を控除した額)が6,774百万円改善したことによるものであります。  

(投資活動によるキャッシュ・フロー)   

  投資活動の結果使用した資金は57,230百万円で、前連結会計年度の39,882百万円の使用に比べ17,348

百万円の増加となりました。この増加は、主に新規及び既存子会社の株式取得に要した資金の11,551百

万円の増加及び資本的支出が6,612百万円増加したことによるものであります。  

(財務活動によるキャッシュ・フロー)   

  財務活動の結果得られた資金は21,330百万円で、前連結会計年度においては9,996百万円の資金使用

となっておりました。これは、58,888百万円の借入金の返済（純額）及び11,970百万円のキャピタルリ

ース債務の元本支払いがあったものの、株式公開（ストックオプションの行使を含む）に伴い91,420百

万円の資金（純額）を調達したことによるものであります。   

 

   以上により、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の期末残高は、前年度末比24,863百万円増加

し、35,283百万円となりました。  



２ 【販売の状況】 

当連結会計年度の販売実績は次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 主な相手先別の販売実績については総販売実績に対する割合が10％以上の相手先はありませんので記載を省

略しております。 

３ 利用料収入等の内訳は、ケーブルテレビ利用料収入85,254百万円、インターネット利用料収入47,425百万

円、電話利用料収入30,699百万円であります。 

  

３ 【対処すべき課題】 

当社グループにとっての最重要課題は、衛星事業者や通信事業者との競合が激しさを増す状況において、

今後とも持続的な成長を実現していくことであります。 

成長を維持するために、以下のような成長戦略を着実に実行し、加入世帯数及びARPUの増加を図ってまい

ります。 

  

(1) 営業・マーケティング力の強化 

当社グループは、現在、関東、関西、九州の３つの主要都市圏ならびに札幌に合計約1,900名のダイレ

クトセールスチームを配置し、顧客への直接訪問により個々のニーズに合わせたコンサルティング型地域

密着営業を展開しております。さらに、より複雑化するデジタル関連サービスをわかりやすくかつきめ細

かく説明・販売するために、これら営業要員に対する研修の充実と、各運営会社において正社員及び契約

社員など直接雇用比率の向上に努めております。また、関東に３カ所、関西と九州、札幌にそれぞれ１カ

所あるカスタマーセンターにおいて、顧客からの問い合わせへの対応だけでなく、新規加入者の獲得や既

加入者のサービス追加獲得を目指し、電話による商品説明から設置工事日の予約まで行っております。さ

らに、より効率的な営業及びマーケティング活動並びに顧客満足度の向上を図るため、新たにカスタマー

センターを2006年２月に札幌と九州の２カ所に追加で設置し、アウトバウンド・コールに注力いたしま

す。 

また、当社グループでは2005年３月23日のジャスダック証券取引所への上場を機にブランドを一新いた

しました。新ロゴ「J:COM」の：（コロン）は顧客と未来をつなぐという意味合いを持ち、J:COMという

「窓」を通して、顧客とJ:COM、顧客と地域、家族と家族、などをつなぎ合わせる役割を果たしたいとの

当社グループの思いを込めております。当社グループは、新しいブランドのコンセプトであり、また当社

グループの競合他社に対しての強みである、Face to Face、Fun、先進性、信頼・安心、の４つのキーワ

ードを今後とも訴求してまいります。 

  

(2) 再送信サービス提供世帯に対する積極的なマーケティング 

当社グループの有料サービスに加入している2,003千世帯（当期末現在。運営会社ベースでは2,136千世

帯）に加え、集合住宅や電波障害地区において3,113千世帯(同、運営会社ベースは3,414千世帯)が、当社

グループのネットワークに接続されております。 

区分

当連結会計年度
(自 2005年１月１日
至 2005年12月31日)

金額(百万円) 前年同期比(％)

利用料収入等 (注)３ 163,378 116.0

その他の収入 19,766 96.3

合計 183,144 113.5



当社グループは、これらの世帯に対しアンテナなしでテレビの地上波放送を視聴できる再送信サービス

に加え、地域情報を発信するコミュニティチャンネルを提供しております。このコミュニティチャンネル

を通じ、当社グループはこれら再送信世帯に対して直接にプロモーションや当社サービスについての訴求

を行いうる状態にあり、マーケティングにおいて競合他社に比べて有利な立場にあります。また、当社グ

ループが再送信サービスを提供している世帯は、既に当社のネットワークに接続されているため、再送信

サービスを提供していない場合に比べ初期工事費用を安価に抑えることができます。 

当社グループは、これらの利点を活かし、再送信サービスを提供するのみに留まっている集合住宅から

も安定的に収入を得られる有力な商品として「J:COM IN THE ROOM」という、オーナー一括加入契約（バ

ルク契約）の営業を積極的に推進しております。これは、従来の個別営業方式とは異なるアプローチで、

営業員が集合住宅のオーナーや管理会社に対してJ:COM TV、J:COM NETの居住者一括加入を提案するもの

で、特に自らが所有する集合住宅の資産価値を上げたい、空室期間を減らし賃料収入の増加につなげたい

とのオーナー側のニーズとも一致して、2005年３月以来バルク契約の実績は好調に推移しております。 

競合他社の参入を未然に防ぐ効果や、従来解約が出やすかった賃貸集合住宅の解約率を引き下げる効果

も期待できるため、今後はJ:COM TV、J:COM NETのバンドル一括契約を強化するなどして、集合住宅向け

オーナー一括加入契約の営業を一層推進してまいります。 

  

(3) デジタルサービスの認知度の向上及び地上波放送のアナログからデジタルへの移行に伴う顧客 

基盤拡大 

総務省は2011年７月までに現在のアナログ地上波放送を完全にデジタルに移行させる方針を打ち出して

おります。この方針を受け、多くの地上波放送局は、関東、関西及び中京地区などの一部地域において既

に地上デジタル放送を開始しており、2006年末には全国主要都市にて地上デジタル放送が開始される予定

であります。 

通常、地上デジタル放送を視聴するためには、専用アンテナのほか、デジタル放送対応型のテレビまた

はデジタルチューナーが必要となりますが、当社グループのデジタルサービスに加入している顧客はこれ

らの機器を購入しなくても、当社グループのデジタル対応型セット・トップ・ボックスを使用することに

より、魅力的なハイビジョン番組を多数含む地上デジタル放送を視聴することができます。地上デジタル

放送の認知度が一般的に向上することは、潜在顧客にとって当社グループのデジタルサービスの魅力が高

まることにもなり、当社グループはこの機会を積極的に活かしたいと考えております。なお、当社は地上

デジタル放送だけでなく、ハイビジョンチャンネルも含むBSデジタル放送やケーブルデジタル放送、電子

番組ガイド（EPG）、VOD等のデジタルサービスもまとめて１台のセット・トップ・ボックスで提供してお

ります。 

  

(4)地域密着型事業の推進 

「地域密着メディア」であることは、ケーブルテレビ会社の最大の特色であり、強みでもあります。当

社グループでは、「規模の経済」が追求できる機能をMSOに集中させる一方、各運営会社においてはそれ

ぞれの地域に通じた地元の担当者を置き、地域の事情や環境に即した営業、マーケティング、カスタマー

サービスを行っております。また各運営会社は、地方自治体のイベントや地域社会に関するコミュニティ

チャンネルの制作、放送も行っております。さらに、地域密着型事業の一環として、各運営会社は番組供

給会社と連携し、それぞれの地域の顧客を主な対象とした各種地域イベントなども開催しております。 

当社グループでは、地域密着型の営業を一層推進するため、各運営会社において営業要員の地元採用と

その正社員比率の向上を図る一方、研修の充実に努めております。 

また、顧客からの電話やE-メールでの問い合わせに、地域の特性に応じて効率よく対応することを目的



にカスタマーセンターを各地域に配備しております。さらに各地域の技術サポートセンターが新サービ

スの開設やトラブルの解決に迅速に対応しております。 

当社グループでは、こうした地域密着型の活動が、顧客、地方自治体及び地域社会との結びつきを強

め、顧客満足度の向上につながると確信しております。 

  

(5)幹線の延伸 

当社グループでは、成長戦略の一環として幹線の延伸によるホームパス世帯数の拡大に注力していま

す。幹線の延伸計画策定においては、延伸候補地域のエリア特性、競合他社の状況、当社グループの現地

における営業体制に加え、投資効率などを基準に決定いたします。 

2005年におきましては、大阪府狭山市・河内長野市・富田林市、札幌市清田区・南区、千葉県野田市な

どを中心にホームパス世帯数の拡大に努めた結果、回線敷設済みエリアにおける新規住宅建設などによる

自然増及び当期中新規に連結子会社となった会社のエリアを含め、当期末現在の連結ベースのホームパス

世帯数は前期末から1,009千世帯増加し7,297千世帯となりました。 

今後も当社グループは幹線の延伸を重要な経営戦略として位置づけ、積極的に計画を推し進めてまいり

ます。 

  

(6)地理的に近接したケーブルテレビ会社等との資本提携及び買収 

当社グループの運営会社は札幌を除き、関東、関西及び九州地域に集中しております。運営会社を地域

別に編成することにより、ネットワークの建設費用の削減や新サービスの迅速な導入が可能となっており

ます。これにより、運営、営業、技術サポート及び顧客サービスについて、共通の事業インフラに基づい

て、より多くの顧客に対応することが可能となります。多数の小規模の企業からなるケーブルテレビ業界

の状況、業界内外からの競争圧力の増大、デジタル放送への移行に伴う投資の必要性の高まり等を背景

に、当社では、今後中小規模のケーブルテレビ会社は、より大きな経営資源を有する企業や提携先との合

従連衡に向かうものと考えております。 

このような業界環境の中、当社は2005年９月30日に小田急電鉄㈱の沿線エリアにおいてケーブルテレビ

事業を展開する㈱小田急情報サービスの全株式を取得し連結子会社としたほか、同年11月７日にはそれま

で持分法適用関連会社であった㈱ケーブルテレビ神戸を連結子会社（当期末の議決権所有比率65.1％）と

いたしました。また、同年12月には2006年３月30日開催予定の東京都墨田区議会の承認を前提に、同区保

有分のさくらケーブルテレビ㈱の株式の一部を譲り受けることで基本合意いたしました。同社株式の一部

譲受後には、他株主が保有する同社株式を買い取ることを検討しており、当社は議決権の過半数を取得す

る予定であります。さらに2006年１月10日付で六甲アイランドケーブルビジョン㈱の発行済株式の81.0％

を取得し、同社を連結子会社としております。 

今後も当社グループは、当社グループのサービスエリアに近接するケーブルテレビ会社との資本提携ま

たは友好的な買収の機会を追求していく方針であります。 

当社グループはケーブルテレビ会社以外との資本提携及び買収についても重要な戦略と位置づけており

ます。関西地域においてケーブルインターネット接続事業を行っている関西マルチメディアサービス㈱に

ついて、2006年１月６日付で同社発行済株式の当社所有比率を25.8％から64.0％に引き上げ、連結子会社

といたしました。今回の買収により、当社グループはアットネットホーム㈱（100％子会社）と合わせ

て、ケーブルテレビ事業者向けインターネットサービスプロバイダー主要大手２社が傘下に入ることとな

りました。今後は、コンテンツ開発、既存事業へのより一層のシナジー効果を上げるとともに、さらなる

事業基盤の強化を図ってまいります。 



  

(7)ケーブルテレビ業界全体の競争力の強化 

当社グループでは変革の激しい放送・通信業界における新技術・新サービスへの即応力は重要であると

認識し、競合他社に対抗するため、ケーブルテレビ事業者間の広域連携で業界全体のプレゼンスの向上を

図ることが肝要であると考えております。この一環として、当社は2005年７月にケーブルテレビ事業者向

け広域配信ネットワーク事業を展開するJDSに資本参加いたしました。これにより、2005年12月より当社

グループは全運営会社でJDSが整備する東京、大阪、福岡をつなぐ全国光伝送ネットワークを利用し、衛

星に頼らずにケーブルデジタル放送の番組を当社グループのデジタルサービス加入世帯に提供しておりま

す。さらに同月より、同光伝送ネットワークを利用し、ケーブルテレビ事業者独自のハイビジョンチャン

ネル（Discovery HD、FOXlife HD）を導入いたしました。今後も、ハイビジョンチャンネルや地域コンテ

ンツといったケーブルテレビ事業者の独自の魅力あるコンテンツを導入することにより、ケーブルテレビ

業界の商品力を強化してまいります。 

また、資本関係のない個別のケーブルテレビ会社に対しても、当社のケーブルテレビのデジタル配信サ

ービスやプライマリIP電話サービス等の提供を行うことにより、収益機会の増大等のメリットも同時に追

求いたします。 

デジタル配信サービスでは、当社は㈱メディアッティ・コミュニケーションズ傘下の会社へデジタル放

送、ペイ・パー・ビュー（PPV）等デジタルサービスの提供を開始したほか、プライマリIP電話サービス

では、当社のプライマリ電話サービスのノウハウを基に子会社であるアットネットホーム㈱がプライマリ

IP電話の卸サービスを提供することで３社が基本合意いたしました。また現在、他のケーブルテレビ会社

向けビデオ・オン・デマンドサービスの卸サービスを企画しております。 

  

(8)サービスのバンドル化による加入世帯当たりのサービス提供数（バンドル率）の向上 

当社グループが提供している３サービス（J:COM TV、J:COM NET、J:COM PHONE）を組み合わせ提供する

バンドル・サービスは、他社が提供している類似サービスと比較した場合、サービス内容・品質、カスタ

マーサービスの充実度、価格体系等を総合的に勘案して、優位性があるものと考えております。 

加入世帯当たりのサービス提供数を示すバンドル率は、当期末現在連結ベースで1.73（運営会社ベース

では、1.72）となり、ARPUの増加に寄与いたしました。また、バンドル率の向上に伴い解約率が低下する

傾向があるため、サービスのバンドル化が解約防止にも貢献しております。 

当社グループは、今後もサービスのバンドル化を推進してまいります。 

  

(9)既存サービスの付加価値向上によるARPUの増加 

当社グループは、ARPUを増加させていくために、既存の３サービスについて、より高品質、高性能なサ

ービスを提供し、付加価値を向上させることを目指しております。 

各サービスの状況及び新サービスの取り組みは以下の通りであります。 

  

 －ケーブルテレビ（J:COM TV） 

当社グループにおいて2004年４月より本格的に開始した「J:COM TV デジタル」の加入世帯数は、当期

末現在連結ベースで621千世帯（ケーブルテレビのうち36.8％）と順調に増加しております。当社グルー

プは「J:COM TVデジタル」を、アナログサービスである「J:COM TV」の月額利用料金に1,000円追加した

4,980円（税込5,229円。セット・トップ・ボックスの貸し出し費用含む）にて提供しておりますので、デ

ジタル化の進展がARPUの増加に寄与いたします。本サービスにおいては、ハイビジョン番組を多数含んだ

地上デジタル放送、BSデジタル放送の他に、厳選された魅力的な専門チャンネルであるケーブルデジタル



放送を、お得な基本パッケージにて提供しております。またJDSの全国光伝送ネットワークを活用して

ケーブルテレビ事業者独自のハイビジョンチャンネル（Discovery HD、FOXlife HD）を2005年12月より基

本パッケージに追加しております。 

また、電子番組ガイド(EPG)や月単位で申込みのできる多数のプレミアチャンネル、視聴するプログラ

ムのみの代金を支払うペイ・パー・ビュー（PPV）も本サービスに含まれております。さらに、見たいと

きに見たい番組が視聴できるビデオ・オン・デマンドサービス（「J:COM オンデマンド」）も、2005年７

月１日より全運営会社にて提供を開始しております。本サービスは、衛星事業者が提供不可能な、当社の

ブロードバンド・ネットワークを最大限活用した双方向デジタルサービスの一例であります。 

なお、当社グループでは2006年４月より順次にハイビジョン放送も録画可能なハードディスク内蔵型セ

ット・トップ・ボックスを投入し、デジタル・ビデオ・レコーディング(DVR)サービスの提供を開始いた

します。DVRを利用すると、番組を内蔵のハードディスクに録画することが可能で、従来のようにテープ

管理などの手間から開放されるほか、電子番組表を利用して録画予約が簡単にでき、さらにタイムシフト

機能(放送中のテレビ番組を、ビデオのように一時停止したり、巻き戻したりして見ることができる機能)

などが備わっており、利用者の利便性は格段に向上いたします。このため、DVRはさまざまなマーケティ

ングリサーチ結果からも顧客の期待度が高いサービスであり、当社としてはDVRの普及に大きな期待を寄

せております。さらに2006年４月より順次テレビ画面上でエンターテイメント情報等の加入者限定コンテ

ンツを双方向にて利用出来る「インタラクTV」を全運営会社で開始いたします。 

  

 －高速インターネット接続（J:COM NET） 

当社グループは、ケーブルテレビ事業者向けインターネットサービスプロバイダーであるアットネット

ホーム㈱と関西マルチメディアサービス㈱の、主に30Mbps及び8Mbpsの高速インターネット接続サービス

を、それぞれ月額利用料5,500円（税込5,775円）、4,980円（税5,229円）で提供しております。2005年８

月からは、さらに高速のサービスを求める顧客のニーズに応えるため、集合住宅へ光ファイバを引き込

み、棟内の同軸網を利用した、最大100Mbpsの超高速インターネット接続サービスを、「J:COM NET 光」

として集合住宅向けに提供しております。 

当社グループは、主にファミリーユーザーの多い当社グループの顧客に満足いただけるように、継続的

に基本サービスの拡充に努めてまいりました。その結果、現在、メールアカウントを５つまで追加料金な

しで設定可能とし、セキュリティー関連サービスも豊富にそろえ、メールやウェブのウイルススキャンや

ペアレンタルコントロール機能(注)、迷惑メールの受信拒否サービス等も基本パッケージに含めておりま

す。また、オプションサービスとして、無線ＬＡＮ内蔵一体型モデムを使用した、配線が不要なホームネ

ットワーキング・サービスを、月額利用料500円（税込525円）で提供しております。今後も最新の技術に

基づいた様々なサービスを順次導入していく予定であります。 

(注）パソコンにインストールされたソフトウェアとセンター側サーバーによって、一定レベルの不適切サイトを

表示しない機能や、パソコン側で設定した指定サイトや語句を含むサイトの表示を制限する機能 

  



 －電話（J:COM PHONE） 

当社グループでは従来、NTT固定電話サービスと同等の品質の、プライマリ固定電話サービスを提供し

てまいりましたが、2005年から新たに電話サービスを開始した運営会社及び局では、IP技術を利用して同

様の品質・サービスを実現した固定電話サービスを導入しております。2005年４月より㈱ジェイコム札

幌、10月より㈱ジェイコム関西の南大阪局、11月より調布ケーブルテレビジョン㈱が提供しているこのIP

電話サービスは、一部のインターネットサービスプロバイダーがそのオプションサービスとして提供して

いるIP電話（050番号）サービスと違い、番号ポータビリティや緊急通報（110番、118番、119番等への通

話）に対応した高品質のプライマリIP電話サービスであります。 

当社グループは今後、2006年中に電話サービスの提供を開始する予定の㈱ジェイコム群馬、㈱ジェイコ

ムせたまち及び㈱ケーブルテレビ神戸を含め、プライマリIP電話サービスを提供してまいります。 

  

（10）新規サービスの開発 

当社グループは、既に当社の提供するサービスに加入している200万世帯をこえる顧客基盤と、当社が

これまでに積み上げてきたリソースである、ブランド力、マーケティング・営業力、技術力、カスタマー

サービス機能、課金プラットフォーム等を有効に活用し、新たなサービスの開発を目指しております。具

体的な例としては、㈱ウィルコムと提携したモバイルサービスの提供（2006年３月１日より開始）が挙げ

られます。モバイル事業への参入による当社グループの総合的なサービス提供力の強化を通じ、顧客満足

度の向上を図り、解約率の一層の低減及びARPUのさらなる増加を目指してまいります。また、2005年11月

には、エリアマーケティングの強化を目的に、㈱角川ジェイコム・メディアの株式の50％を取得し、持分

法適用関連会社といたしました。今後、当社グループは同社を通じ、無料情報誌の企画、製作、配布を行

い、従来のケーブルテレビ番組枠及びインターネットに加わる新たな媒体として、無料情報誌上において

も地域情報広告事業を展開してまいります。さらに、当社グループのサービスエリアにある約20万の中小

事業所（SOHO）を対象に、インターネット及び電話を中心としたサービスの提供、ホームセキュリティー

サービスなども順次導入いたします。 

以上のような高付加価値かつリーズナブルな価格のライフラインサービスを、ワン・ストップかつワン

ビリングで提供できることが当社グループの強みであり、これらのサービスにより顧客満足度を向上させ

ることがARPUの増加につながるものと考えております。 

  

（11）持続的成長を実現する組織体制の整備 

現在、当社では今後の持続的成長を実現するために新たな組織体制の整備に取り組んでおります。 

まず、プロダクトマネジメント強化のために、商品戦略本部や事業推進部などのプロダクト別の組織体

制を導入するとともに、商品・サービスの戦略立案から、設計、開発、商品化、市場投入までを一貫して

管理・運営するための組織変更を実施いたしました。これらは、今後ますます激化する競争を勝ち抜くた

め、「戦略とスピード重視」の組織を意識したもので、これからも必要に応じて柔軟に組織体制の整備・

見直しを行ってまいります。 

さらに、顧客サービスの徹底と顧客満足度の一層の向上を目指して、2006年１月１日付でこれまでのカ

スタマーオペレーション部門を「カスタマーオペレーション部」と新設の「テレセールス推進部」に再編

し、両部の業務を統括する「お客様本部」を新設いたしました。テレセールス推進部では、従来の電話問

い合わせによる加入の受付に加えて、既存顧客を対象とした、アウトバウンドコールによる追加サービス

の獲得を推進してまいります。 

一方、新サービスの開設やトラブルの解決に対応するために各地域に配置している技術サポートセンタ



ーの運営を㈱ジェイコムテクノロジー（当社の100％子会社）へ移管集中し、業務の効率化を推進して

まいります。 

  

以上の成長戦略以外では、MSOとして「規模の経済」をさらに追求いたします。 

現在、ネットワークの監視においては各地域に設けた４カ所の監視センターにて、体系的に常時監視を

行い、デジタルサービスに関してはサービス開始当初から、センター系の設備を設置している全国３カ所

の「ヘッドエンド」で、全サービスエリアに対応できるよう設計しております。新規にグループ化した会

社のサービス加入世帯に対しても、上記の設備及び組織を有効に用いて当社グループのデジタルサービス

を効率的に供給いたします。 

また、「J:COM」ブランドの下での統一的なマーケティングを展開することで、販売費及び一般管理費

を平準化し、併せて効率的な販売促進を実現できると考えております。 

さらに、拡大する顧客基盤を背景に、当社グループはより有利な条件で番組や機器を購入するために、

取引先に対する交渉力を高めていく方針であります。 

  



４ 【事業等のリスク】 

当社が、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等、投資者の判断に影響を及ぼ

す可能性がある事項として、本報告書提出日現在において判断している事項は以下のとおりであります。 

なお、文中における将来に関する事項は、別段の表示のない限り本報告書提出日現在における当社の判

断、目標、一定の前提又は仮定に基づく予測等であり、将来その通りに実現するとの保証はありません。 

  

(1) 競合について 

我が国のケーブルテレビ、高速インターネット接続及び電話サービスの市場は厳しい競合状態にありま

す。近年の一連の規制緩和措置並びに事業者間の戦略的買収、提携及び協力関係の構築によって、既存の

競合他社及び新規参入企業との競争は今後も激化するものと予想されております。競争の激化により、当

社グループの既存顧客の解約が増加したり新規顧客獲得が鈍化したりする可能性があるほか、価格競争の

激化につながる可能性があり、いずれの場合も、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可

能性があります。当社グループと競合する企業が、当社グループに比べ、資本力・技術力・商品力・交渉

力・販売力等の経営資源、顧客基盤、事業経験、知名度等において優れている場合もあり、当社グループ

の競争力が低下する可能性があります。特に競合他社は、当社グループより価格競争力に優る可能性があ

ります。当社グループの強みの一つは、ケーブルテレビ、高速インターネット接続及び電話のバンドル・

サービスを提供していることであります。これに対し、近年、NTTグループ、ソフトバンクグループ、

KDDI㈱及び㈱ケイ・オプティコム等一部の競合他社は、当社グループと同様のバンドル・サービスの提供

を開始いたしました。KDDIグループでは東京電力グループとの提携、ジャパンケーブルネット㈱への出資

等を通じてバンドル・サービス戦略を強化することが予想されます。2001年の電気通信役務利用放送法の

制定(2002年１月施行)により、他社の有する電気通信設備を通じたテレビ放送の提供が自由化され、ブロ

ードバンド業界各社は電気通信設備を利用することで、ブロードバンド・サービスの範囲を映像サービス

に広げることができるようになりました。こうした既存競合他社又は潜在競合他社がDSL、FTTH又はその

他のプラットフォームを通じて質の高いバンドル・サービスを当社グループよりも低価格で提供した場

合、当社グループは、既存顧客又は潜在顧客を失う可能性があります。さらに、当社グループの提供する

バンドル・サービスが他社の同様のサービスとの競争にさらされているだけでなく、バンドル・サービス

を構成する個々のサービスも厳しい競争にさらされております。 

 

○ ケーブルテレビサービス 

 当社グループのケーブルテレビサービスは、衛星放送テレビ放送事業者(㈱スカイパーフェクト・コミ

ュニケーションズ等)及び通信事業者等と競合いたします。これらの競合他社は、当社グループよりも多

数のチャンネルを有することにより、当社グループが現在提供していない、より魅力的なコンテンツを独

占的に提供できる可能性があります。また、競合他社の中には、DSL又はFTTHを通じて映像サービスの提

供を既に開始している企業(NTTグループ、ソフトバンクグループ、KDDI㈱、㈱ケイ・オプティコム、㈱オ

プティキャスト及び㈱有線ブロードネットワークス等)があり、これから開始を予定している企業もあり

ます。当社グループが顧客のアナログサービスからデジタルサービスへの移行を完了できずにアナログ信

号とデジタル信号の両方を送信する場合、アナログ信号の送信に大量のネットワーク帯域を使用せざるを

得ないことから、これら競合他社と比較し、提供できるチャンネルの帯域は限られます。当社グループの

既存顧客又は潜在顧客が、当社グループのチャンネル数や番組の質について競合他社と比べて魅力的では

ないと判断した場合、当社グループは、既存顧客又は潜在顧客を失う可能性があります。 

 

○ 高速インターネット接続サービス  



 当社グループの提供する高速インターネット接続サービスは、DSLやFTTHのような他の技術に基づく

接続事業者手法と競合いたします。DSL・FTTHサービスの利用者数はケーブルテレビ回線を利用したイン

ターネットサービスの利用者数を上回っております。DSL業界は技術革新により、送信速度において商品

の改善をはかっております。また、FTTHサービスは、利便性が改善されつつあり、サービス提供価格も低

下してきております。こうした技術革新及び競合他社による積極的な投資等の結果、DSLやFTTHを通じて

提供されるサービスの質がさらに向上し、より低価格で提供可能となり、又はより広い地域で利用可能と

なった場合、ケーブルテレビ回線によるインターネット接続サービスは、当社グループの既存顧客又は潜

在顧客にとって魅力的でなくなる可能性があります。 

 

○ 電話サービス 

 当社グループの電話サービスは、NTTグループ、KDDI㈱、日本テレコム㈱、その他の通信事業者と従来

から競合しております。通信事業者各社より、NTT固定電話と置き換え可能な各種「直収電話サービス」

(サービス提供者が加入者宅まで回線を引き提供する固定電話サービス)が、NTT固定電話と同等の内容で

提供を開始されております。競争が通話料だけでなく基本料にも及びつつあり、NTTグループのほぼ独占

であった固定電話サービスも競争の激化が予想されております。さらに、IPネットワーク上での音声通信

を実現する技術(VoIP)を活用した電話サービスの普及等を背景に、ソフトバンクグループや㈱ケイ・オプ

ティコム等の通信事業者との競争も急速に激化しております。一方、携帯電話及びＥメール等の利用増加

につれて固定電話サービスの通話量は全般的に減少しております。当社グループにおいてもIP電話サービ

スは開始しているものの、競争がさらに激化した場合は、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を

与える可能性があります。 

   

(2) 市場の成長性について 

ケーブルテレビ及び高速インターネット接続サービスのそれぞれの市場は、ここ数年、急成長してまい

りました。当社グループは、今後も引き続き加入世帯数及び加入世帯当たりRGUの増加を成長戦略として

おります。当社グループとしては、当面、これらの市場の成長は継続すると考えておりますが、様々な要

因によって必ずしも現在の成長率が継続するとは限らず、また全く成長しない可能性もあります。これら

の市場の成長が鈍化したり、又は、その需要が減少した場合等には、当社グループの財政状態及び経営成

績に重大な影響を与える可能性があります。 

  

(3) 今後の事業展開について 

① 顧客獲得戦略について 

当社グループの既存顧客及び潜在顧客のうち重要な部分を集合住宅居住者が占めております。当社

グループは通常、賃貸用集合住宅建物所有者又は区分所有者の代表者(管理組合等)との間でケーブル

接続に関する交渉を行い、当社グループのネットワークとの接続について許可を得た上で、当該集合

住宅内の個々の世帯に直接販売活動を行っております。接続サービス業者間の新築集合住宅への接続

競争が激化している中、当社グループは、新規物件への接続契約を獲得するため所有者又はディベロ

ッパーへのマーケティングに努力を傾注しております。しかしながら、これら新規物件に競合技術

(例えば現在のFTTHや将来的には無線通信システム)が採用され、新築集合住宅への接続契約の獲得が

できない場合、当社グループは当該住宅居住者を顧客にすることができない可能性があります。ま

た、契約先である既存の賃貸用集合住宅建物の所有者との関係の変化等により当社グループは既存顧

客を失う可能性があります。その結果として当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可

能性があります。 



  

② 営業要員の確保について 

当社グループの営業要員は、新規顧客の獲得及び既存顧客へのサービスの維持・拡大にとって必要

不可欠であります。また、当社グループは、これまで、戸別訪問や電話勧誘により新規顧客を獲得

し、また、既存顧客に新たなサービスを販売してまいりました。今後は、戸別訪問を継続しつつ、地

域の電気店との関係を築いていくなど、地域に根差した販売手法に重点を移して、マーケティング活

動を行っていく方針であります。当社グループは、その営業要員の多数をこれまで派遣従業員に頼っ

ていましたが、派遣従業員は一般に退職率が高いという事情があります。こうした事情を背景に当社

グループでは、派遣営業要員から、営業要員の直接雇用への移行を推進しております。しかしなが

ら、営業要員の直接雇用への移行にあたり、営業要員の採用、教育等の対応が効果的に実施できなか

った場合、当社グループは、効率的なマーケティング活動が予定どおりに展開できず、既存顧客又は

潜在顧客を失う可能性があります。その結果、当社グループの事業運営、財政状態及び経営成績に影

響を与える可能性があります。  

  

③ 事業拡大のための企業買収について 

当社グループのこれまでの成長は、既存ケーブルテレビ会社の買収に負うところが大きく、今後も

成長戦略の一つとして、既存の事業エリアを補完し、収益性を強化すると考えられるエリアにおい

て、ケーブルテレビ及びブロードバンド・サービスを提供する会社を選別し、これを買収して運営会

社とすることを継続していく予定であります。かかるケーブルテレビ会社の買収により、当社グルー

プの持つ既存のネットワークや専門知識をより効果的に利用することができるようになります。しか

しながら、以下の要因等により新たなケーブルテレビ会社の取得が制限される場合があります。 

・小規模ケーブルテレビ会社は、歴史的に地元企業、地方自治体、大手商社及びメディア会社といっ

た複数株主により設立されたケースが多く、これらの株主との買収交渉が容易に進まない可能性が

あります。  

・当社グループが金融機関との間で現在締結しているシンジケートローン(複数の金融機関による協

調融資)の契約条件により、新たなケーブルテレビ会社の買収又はケーブルテレビ会社への投資が

制限される可能性があります。  

・当社の議決権の過半数を外国為替及び外国貿易法上の外国投資家が保有しているため、当社がケー

ブルテレビ会社の株式を取得する場合には、同法上の事前届出義務があり、原則として、届出から

株式取得までに30日の期間を経なければなりません。また、政府には、同法に基づいて当該期間の

延長及び株式取得の内容の変更又は中止を命令する権限があります。当社は過去に、これらの命令

を受けたことはありませんが、今後、仮にこれらの命令を受けた場合には、新たなケーブルテレビ

会社の買収又は運営会社若しくは非運営会社の株式の買い増しに悪影響を及ぼす可能性がありま

す。  

  

④ 少数株主の株式買取請求 

当社グループの戦略の一つとして、運営会社の統合を推進し、業務の重複を解消して、効率性を高

めることがあげられます。商法上、運営会社同士の合併や新たに買収した企業との合併に際しては、

この合併に反対する株主は、かかる合併又は統合に異議を述べることができ、合併当事会社に対して

当該株主が保有する株式を公正な価格で買い取るよう請求することができます。当社としては、当該

合併に際し合併当事会社の当社以外の株主がこの権利を行使する可能性を予測することは困難であ

り、また、当該合併当事会社が権利を行使した少数持分の買取に必要な十分な資金を確保できるか否



か、あるいは株式買取価格が、当社の見解に合致したものであるかについて、保証することはでき

ません。こうした権利行使は、当社グループのキャッシュ・フローに悪影響を与えたり、当社グルー

プによる運営会社の統合を遅らせることで、グループとしての業務運営効率化を妨げる可能性があり

ます。 

  

⑤ アナログサービスからデジタルサービスへの移行について 

当社グループは、将来的に顧客がアナログサービスからデジタルサービスへ移行することを想定

し、デジタルサービスを提供するために多額の投資を行ってまいりました。この投資には、

750MHz/770MHz光同軸ハイブリッド(HFC)ケーブルネットワーク、ネットワークの双方向化及びデジタ

ル・ヘッドエンドへの投資並びにデジタル対応型セット・トップ・ボックスの購入が含まれておりま

す。しかしながら、顧客のアナログサービスからデジタルサービスへの移行が想定通りに進まない場

合、当社グループのデジタルサービスにかかる投資コストは十分に回収できない可能性があります。

また、顧客のアナログサービスからデジタルサービスへの移行が遅れた場合、当社グループのネット

ワークは引き続きアナログとデジタルの両サービスの提供を長期間にわたり強いられることになりま

す。その場合、アナログ信号の送信にはデジタル信号と比較して大量のネットワーク帯域が必要とな

るため、当社グループによる新たなサービスの導入や既存のサービスの拡大及びアップグレードの妨

げとなるおそれがあります。さらにその場合、当社グループは、アナログサービスからデジタルサー

ビスへの移行を奨励するために、多額の費用を負担しなければならなくなる可能性があります。 

  

⑥ ネットワークへの追加投資について 

ネットワーク技術及びサービス市場の急速な成長を背景に、当社グループのネットワークについて

も引き続きその性能や信頼性を高めていくことが求められております。しかしながら、急激な技術革

新により、当社グループが提供するサービス内容が陳腐化する可能性があります。また、当社グルー

プのネットワークの将来における改良又は拡張のために必要な十分な資金、機器又は当局の許可等を

取得できない可能性があります。こうした事由はいずれも、当社グループの市場における競争力を低

下させ、事業に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

  

(4) 借入金について 

当社設立以来、当社グループは、ネットワークの拡張及びアップグレード並びにケーブルテレビ会社

の株式取得に関連して多額の負債を負ってまいりました。2005年12月31日現在、当社連結グループの長

期借入金(１年以内返済予定分を含み、キャピタルリース債務を除く)は144,604百万円であり、このう

ち1,250億円は、金融機関からのシンジケートローンであります。このような多額の借入金及び当社グ

ループのシンジケートローンに係る財務制限条項により、当社グループは、以下のような重大な影響を

受ける可能性があります。 

・金利負担を通じて、当社グループは経済動向や景気の影響を一層受けやすくなります。 

・当社グループのキャッシュ・フローの一部分を債務返済に充当しなければならないため、予定する資

本的支出及び運転資金に充当可能なキャッシュ・フローが減少します。 

・機動的な資産の処分や戦略的買収・投資に資金を投下することに一定の困難が伴います。 

・当社グループより有利子負債比率の低い既存競合他社及び潜在競合他社よりも競争力の上で不利な立

場に置かれます。 

  

(5) 大株主について 

① 株主間契約について 



2004年11月26日、Liberty Media International, Inc.（以下、LMI。当社株主である子会社を含む

場合がある)と住友商事の間で、それぞれが保有する当社普通株式に関する出資契約を締結し、2004

年12月28日、LMI及び住友商事は、それぞれ所有する当社株式の全部及び過半をLMIの子会社である

Super Mediaに集約いたしました。それによりSuper Mediaは当社の親会社となりました。LMIと住友

商事が上記出資契約の締結と同日付で締結したSuper Mediaに関する業務運営契約によると、Super 

Mediaは、２名のメンバーで構成される委員会により運営され、両社は、そのメンバーを１名ずつ指

名することとなっております。当社の上場を条件として、LMIが指名したメンバーは、委員会の決定

事項(ただし、当社の上場条件を除く)のうちLMI及び住友商事が合意に達することのできない事項に

関して決定権を有し、この決定権は、Super Mediaの存続期間中、効力を有します。これにより、

2005年２月18日（当社の上場の承認日）に当社はLMIの連結子会社となりました。その後、2005年６

月16日に、LMIがLGIの完全子会社となったため、LGIが当社の親会社となりました。 

 上記運営契約（LMIからLGIに引き継がれております）によるとSuper Mediaの存続期間中、原則と

して、いずれか一方が今後当社株式を取得した場合、Super Mediaに譲渡しなければならず、また相

手方による当社株式の追加取得を許容しなければならないものとされております。住友商事は同運営

契約に基づき、2005年９月26日付けで、直接保有していた残りの当社普通株式の全てを、Super 

Mediaに対して譲渡いたしました。  

  

本報告書提出日現在のSuper Media、LGI及び住友商事の当社に係る出資系統図は以下の通りであり

ます。 

  
 

  

なお、Super Mediaの運営委員会は、当社の株主であるSuper Mediaに対し、LGIが指名する３名及

び住友商事が指名する３名が当社取締役に選任されるよう、Super Mediaの保有する当社株式の議決

権を行使させることとなっております。 Super Mediaは、LGI及び住友商事が延長の合意をしない限

り、当社株式の上場承認日より５年経過日に解散いたします。  

  

② 大株主の権利等について 

上記のとおり、Super Mediaは、本報告書提出日現在、当社株式の62.65％を所有しております。我

が国の商法上、原則として株主総会における株主の議決権の過半数によって取締役の選任等が可能で

あることから、Super Mediaは当社の取締役の選任等に対して実質的な決定権を有しており、また取

締役・監査役の解任、合併、株式交換又は当社の営業の全部若しくは重要部分の譲渡の承認等には原

則として株主総会における株主の議決権の３分の２以上が必要とされていることから、これらの決議

事項に対して実質的な拒否権を有しております。加えて、LGI及び住友商事は現在、当社グループが



提供するサービスと同様の又は関連するサービスに係るいくつかの事業分野で投資を行っており、

今後も投資を続ける可能性があります。こうした株主の権利及び投資活動が、当社グループ及び当社

株主利益の最大化に結びつく施策の実施に際して当社グループの柔軟性を制限する可能性がありま

す。 

  

(6) 株式の希薄化について 

公開市場において大量の当社普通株式が売却された場合、又はその可能性が市場に認識された場合、

当社の株価が下落する可能性があるだけでなく、当社の今後の資本政策の遂行の妨げとなる可能性があ

ります。また、2006年２月28日現在、当社のストックオプション制度に基づき、未行使の新株引受権又

は新株予約権が行使された場合に、普通株式合計175,093株が発行されることになっております。さら

なる新株が発行された場合、又はその可能性が市場に認識された場合、当社株式の株価に悪影響を与え

る可能性があります。  

  

(7) 無契約者によるケーブルテレビサービスの視聴について 

当社グループを含むケーブルテレビ事業者によるケーブルテレビサービスにおいては、放送信号又は

放送波に対し暗号処理による視聴制御を行うことにより、事業者と視聴契約を締結し、ホームターミナ

ル又はセット・トップ・ボックスを貸与された顧客のみが放送を視聴できるようにしております。しか

しながら、近時、視聴制御解除機能を搭載したアナログサービス用ホームターミナル等の機器が、イン

ターネットや一部の電器店等で販売され、無契約者がかかる機器を使用してケーブルテレビ放送を視聴

していることが問題となりつつあります。当社グループを含むケーブルテレビ事業者はこのような視聴

契約を締結しないで行う違法な視聴に関して、具体的な対策を検討実施中でありますが、今後の展開に

よっては、当社グループも多額の費用を負担しなければならなくなる可能性があります。また、現段階

では、かかる違法な視聴による当社グループの被害額は少額にとどまるものと推測されますが、無契約

者による視聴が増加し、これによって有料視聴顧客が減少し、又は有料視聴顧客の増加が困難となった

場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響が生じる可能性があります。  

  

(8) 情報管理について 

当社グループは、顧客から入手した個人情報を維持・管理しております。当社グループでは、定期的

に、管理担当副社長を委員長とする情報セキュリティ委員会を開催し、情報セキュリティの強化施策を

推進し、全システムのセキュリティ・ホール対策を講じております。また、個人情報保護の取り組みと

して、2005年４月施行の個人情報保護法遵守の観点から、ほぼ全てのグループ各社にて財団法人日本情

報処理開発協会(JIPDEC)のプライバシーマーク認定取得を完了しております。また、放送・通信サービ

スの安定した供給を目的とし、障害発生時には迅速に対応できるよう、グループ各社のネットワーク状

況を24時間監視する体制を構築しております。かかる措置にもかかわらず個人情報が漏洩した場合、当

社グループの業績は様々な形で悪影響を受けることになります。すなわち、個人情報の漏洩により顧客

に損害が生じた場合、当社グループは顧客から損害賠償を請求されるおそれがあります。また、個人情

報の漏洩の防止を目的としたセキュリティ・システムの変更(自主的なものか、行政指導その他の政府

による規制に対応したものかを問わない)に関連して、追加的な費用負担が発生する可能性がありま

す。あるいは、当社グループの信用の低下により、既存顧客及び潜在顧客を失う可能性があります。さ

らに、企業イメージ又は信用の低下を防止又は緩和するための広報活動に関連して、追加的な費用負担

が発生する可能性があります。これらの事象が発生した場合には、当社グループの財政状態及び経営成

績に影響を与え、当社の株価に悪影響を与える可能性があります。 

  

(9) 第三者への依存について 



① ケーブルテレビの番組について 

当社グループは、ケーブルテレビの番組を第三者から購入しております。その大部分は、期間を１

年から３年とする個々の番組供給会社との短期放送許諾契約に基づき供給されており、一部を除き独

占的な取り扱いは受けておりません。当社グループに対して番組を提供する企業には、当社グループ

の競合相手となりうる企業グループが含まれております。当社グループの締結する放送許諾契約は通

常短期であるため、顧客に番組を提供し続けるためには、競合他社を含む番組供給会社との良好な関

係を維持しなければなりません。こうした関係が終了するか、若しくは番組供給会社がその番組供給

義務を十分に履行できず、当社グループが別の番組供給会社からも番組を購入できない場合、又は購

入はできたもののその価格が合理的ではない場合、当社グループは、魅力的な番組の供給が困難とな

り、既存顧客及び潜在顧客を失う可能性があり、その結果、当社グループの財政状態及び経営成績に

影響を与える可能性があります。 

  

② ネットワークにかかるインフラについて 

当社グループの事業は、NTTグループ及び地域電力会社が所有する電柱や、道路の地下共同溝等

を、所有者又は道路管理者による承認に基づき継続して使用できることを前提としております。当社

グループのネットワークの一部の運営は、当社グループのヘッドエンド間を接続し、又は当社グルー

プのヘッドエンドの一部と第三者の電気通信設備とを接続している他社(NTTグループ、地域電力会社

及びJDS等)の光ファイバー網を継続的に使用できることを前提としております。運営会社間のネット

ワークを構築するためには、当社グループは、自ら建設する場合を除き、他社(NTTグループ、地域電

力会社及びJDS等)の光ファイバーケーブルのリースを受ける必要があります。当社グループが電柱又

は光ファイバーケーブルの使用に関して第三者との契約を更新できなかったり、電柱等の所有者がそ

の電柱等の使用を維持できなかったり、当社グループがリースを受けている光ファイバー網の提供者

が当該光ファイバーケーブルを良好な状態に維持できなかった場合、当社グループの顧客に対するサ

ービスが中断される可能性があり、代替するネットワークの構築に多額の費用負担が生じ、その結

果、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

③ 外注業者について 

当社グループの既存サービス及び新サービスの提供に必要な機器は少数の機器納入業者から供給を

受けております。例えば、新サービスとして拡大に注力しているデジタルサービスの提供に必要なデ

ジタル対応型セット・トップ・ボックスは現在外部のベンダー３社に開発又は製造を委託しておりま

す。当社グループは、過去に機器納入遅延によるサービス開始の遅延を経験しております。また、他

のサービスにおいても、機器の開発・製造委託先が当社グループの要求する品質・納期等に応えられ

ない場合がありました。当社グループは複数の取引先から供給を受けることを原則としております

が、納入業者が製造を遅延した場合や欠陥機器を製造した場合には、ケーブルテレビサービスの売上

が低下したり、当社グループの信用が損なわれる可能性があります。また、今後もこのような事態が

再び生じることで、機器が不足したり納入業者との関係が悪化した場合等、顧客へのサービス提供に

必要な機器の調達が遅れ、又はそもそも機器の調達ができなくなり、既存サービスの拡張や新サービ

スの展開ができなくなる可能性もあります。 

  

(10) 法的規制について 

① 政府による規制について 

ケーブルテレビ事業者並びにインターネット接続サービス及び電話サービスを提供する電気通信事

業者は、我が国において多くの法的規制を受けており、当社グループの事業は、総務大臣の許可又は



総務大臣への登録若しくは届出の対象となっております。当社グループが適用法令や許可条件に従

わなかった場合、許可や登録が取り消され、事業を停止又は終了しなければならない可能性があり、

これにより当社グループはネットワークを通じて顧客にサービスを提供できなくなることになりま

す。また、将来、新たな許可の取得又は登録若しくは届出が困難となる可能性もあります。2005年12

月31日現在における当社グループの主要な業務に係る許可・登録の取得状況は以下のとおりであり、

いずれも特に有効期間についての定めはありません。また、許可・登録のいずれについても取消事由

に該当する事象は発生していないものと認識しております。 

  

 
(注) 上記許可・登録は主に以下の場合に取り消されうるとされております。 

〈有線テレビジョン放送施設設置許可〉 

  ・不正の手段により許可又は変更の許可を受けたとき 

  ・欠格事由に該当するに至ったとき 

  ・施設の設置期限、変更の許可取得義務、施設維持義務、施設の提供義務、施設の使用基準、業務の届

出、役務の認可取得義務を定めた有線テレビジョン放送法の規定又は許可若しくは認可に付された条件

に違反したとき 

  ・適正を欠く施設の運用に対する改善命令にしたがわないとき 

〈電気通信事業の登録〉 

  ・電気通信事業法又は同法に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると

認められるとき 

    ・不正の手段により登録又は変更登録を受けたとき 

  ・法人又はその役員が電気通信事業法又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処

せられたとき 

  ・電気通信事業法又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を

終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者が役員になったとき 

上記に加え、将来において新たな規制が課せられた場合、サービス提供が阻害され、あるいはこれ

に対応するための営業費用が増加すること等により、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響

を与える可能性があります。 

  

② 法改正等について 

電気通信事業法の改正(2004年４月施行)によって、インターネット接続市場及び電話市場への新規

参入が容易になりました。この改正は、第一種電気通信事業及び第二種電気通信事業の事業区分を廃

止し、第一種電気通信事業の参入許可制を廃止するとともに、料金・契約約款の作成・届出義務を原

則として廃止いたしました。さらに、電気通信役務利用放送法(2002年１月施行)によって、自己の施

設を有しない放送事業者であってもNTTグループその他の電気通信事業者の提供する役務を利用して

放送サービスを提供できるようになりました。こうした改正及び規制や、総務省による解釈と適用の

変更により、新たな競合他社の参入が促進され、当社グループの競争力が悪影響を受ける可能性があ

ります。さらに、今後、有線テレビジョン放送法、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法及び総

務省令等について、当社グループとNTTグループその他の電気通信事業者との現在の関係に影響を与

えたり、当社グループの事業に制限を課すような改正が行われる可能性は否定できません。こうした

改正等により、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を受ける可能性があります。  

  

(11) 天災等のリスクについて 

許可・登録等の名称 内容 許可・登録等の状況

有線テレビジョン放送施設

設置許可(有線テレビジョ

ン放送法第３条)

引込端子数501以上のケーブルテレビ施設を設置する

場合には、総務大臣の許可が必要となる

運営会社19社が許可を受け

ている

電気通信事業の登録 

(電気通信事業法第９条)

電気通信事業を開始するにあたり、大規模な電気通信

回線設備を設置する者についての、総務大臣の登録

運営会社19社が登録を行っ

ている



当社グループのサービスは、火事、地震、洪水、停電、ネットワーク・ソフトウェアの欠陥、不正ア

クセス、コンピュータ・ウイルス、ケーブル切断等により中断する可能性があります。また、当社グル

ープのサービスは、当社グループに対して第三者が提供するネットワーク又は設備の損害その他の途絶

により中断されることもあります。こうしたサービスには、番組配信、インターネット関連サービス及

び電話サービスが含まれます。また、第三者による事故又は行為の結果として、当社グループのサービ

スが中断される可能性があります。当社グループの社屋、ヘッドエンド施設及びケーブルには火災、風

災及び物体の飛来・衝突、破損、汚損等について損害保険をかけておりますが、地震保険には加入して

おりません。また、利益保険に加入していないため、事業が中断した間に生じた逸失利益は回復するこ

とができません。当社グループはネットワーク及びホスティング設備のバックアップ設備を維持する努

力を払っていますが、当社グループ又は当社グループに対するサービス・プロバイダーの技術インフラ

に障害が生じた場合、当社グループの営業活動が中断する可能性があります。これらの結果、当社グル

ープの信用が失墜し、収益が減少するおそれがあります。 

  

(12) 当社連結グループの業績変動について 

当社連結グループの業績は、2003年12月決算期以降、当期純利益が黒字転換しており、フリーキャッ

シュ・フローも収入超過に転じております。しかしながら、当社連結グループの業績は過去に大きく変

動しており、将来も引き続き大幅に変動する可能性があります。業績変動要因として、新規加入率、解

約率及びサービス価格の変更等が挙げられます。同一年度内でも新規加入率は例年第４四半期に高くな

っており、解約率は新学期並びに政府機関及び多くの企業の事業年度が開始する４月にかけて顧客の転

居等が増加するため、それに先立つ解約により例年第１四半期に高くなります。当社連結グループの諸

経費には、固定費又は営業収益に先行して発生する変動費の占める割合が大きいため、収入と費用の会

計上の認識時期の違いが、各四半期の業績に大幅な変動を与える可能性があります。これらの要因によ

る業績の変動は今後も継続し、これに対して適切に対処できなかった場合には、当社連結グループの効

率的な事業運営に影響を与える可能性があります。当社連結グループは、新サービスの導入や既存サー

ビスの拡張による提供サービスの構成の変化によっても、引き続き業績が変動するものと考えていま

す。かかる当社連結グループの業績の変動が、当社の株価に悪影響を与える可能性があります。  



５ 【経営上の重要な契約等】 

  

(1) MSO契約 

  

 
(注) ㈱ジェイコム東京、㈱ジェイコム関西、㈱ジェイコム関東、㈱ジェイコム札幌他15社 

  

当社は運営会社に対しMSO契約に基づき、以下の経営、運営指導サービスを提供しております。 

・ 事業計画と予算作成の支援や指導を含む全ての営業と管理サービス 

・ 番組の選定と調達 

・ 総合研修や支援を含むセールスとマーケティング・プログラム 

・ 一元化した包括的な顧客管理サービス(カスタマーサービス、課金・代金回収システムの構築を

含む) 

・ ネットワークのデザイン・建設・保守の支援などを含む専門技術 

・ ネットワーク機器や建設資材の仕様や調達に対する支援 

・ 標準化された会計・財務システムの整備及び統合運営 

・ 人事・総務に関する体制の整備及び運営管理の支援 

  

さらに、各運営会社の社長を当社から派遣(兼任又は出向)しております。各運営会社の取締役及び上

級職員は原則として毎月、当社の取締役と定例会議を開き、財務、業績、営業及びマーケティングに関

し打合せを行っております。 

  

当社運営会社は「J:COM」ブランドの下でサービスを提供し、上記経営、運営指導サービスの対価と

して、当社に毎月加入世帯数に応じた手数料及び機材調達に関する手数料の支払いを行っております。

  

(2) 番組供給契約 

  

 
(注) ジュピターエンタテイメント㈱、ジュピターゴルフネットワーク㈱他50社 

  

契約の名称 相手先名 契約内容 契約期間

「基本契約書」及び 
「覚書」

運営会社(注)
当社による運営会社に対する
経営・業務協力

相手先毎に異なりますが、通常10年
であり、契約満了の30日前までに見
直しの申し入れがない限り、さらに
１年延長されます。

契約の名称 相手先名 契約内容 契約期間

「有線テレビジョン
放送番組供給契約
書」等

番組供給会社(注) 運営会社に対する番組供給

相手先毎に異なりますが、通常１年
であり、契約満了の３か月以上前に
他の当事者に対する書面による本契
約の変更あるいは解約の通知がない
限り、さらに１年間延長されます。



(3) 相互接続協定 

  

 
(注) 東日本電信電話㈱、西日本電信電話㈱等 

上表のほか、電話サービスを開始した運営会社間でも相互接続協定を締結しております。 

  

６ 【研究開発活動】 

  

該当事項はありません。 

  

契約の名称 相手先名 契約内容 契約期間

「相互接続協定書」
等

電気通信事業者(注)
電気通信事業法に基づく、運
営会社と他の電気通信事業者
との相互接続

相手先毎に異なりますが、通常特に
定めておらず、解除の場合は一定の
期間前までに相手方に書面で通知す
ることとなっております。



７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

以下の、財政状態及び経営成績の分析を利用するに際しては、本報告書中の連結財務諸表及びその注記

をご参照ください。なお、本財政状態及び経営成績の分析に含まれる財務上の数値は、米国において一般

に公正妥当と認められている会計基準に基づく連結ベースのものであります。なお、この財政状態及び経

営成績の分析は、2005年12月31日現在及び2005年度の当社グループの財政状態及び経営成績の分析であり

ます。 

A 概要 

当社は、総加入世帯数ベースで日本有数のケーブルテレビ、高速インターネット接続及び電話サー

ビスのMSOとして、運営会社を通じて2005年12月31日現在で約200万世帯にサービスを提供しておりま

す。当社のサービスは、2005年12月31日現在連結対象運営会社である17社を含む19の運営会社を通じ

て顧客に提供されております。 

また当社は、専用線を通じてインターネット接続サービスと豊富なコンテンツを提供するアットネ

ットホーム㈱を100％子会社として所有しており、また主に運営会社向け回線配置工事の施工を手掛

ける㈱ジェイコムテクノロジーを100％子会社として所有しております。 

上記の他、2005年12月31日現在、当社は経営権に満たない20-50％持分を有するブロードバンド関

連会社も有しております。以下の表は2004、2005年度における当社グループの会社数をまとめたもの

であります。 

  

 
  

歴史的な背景として、我が国におけるケーブルテレビ業界は、サービス提供地域を制限する過去の

法的規制等により、その多くが地元企業、地方自治体、商社、メディア会社等の合弁事業としてスタ

ートしたことから、多数の小規模なケーブルテレビ会社が存在しております。当社連結グループの主

要な事業戦略の一つは、大規模な統括運営会社の持つスケールメリットを享受すべく、ケーブルテレ

ビ会社の株式を取得することにありました。多くの場合、初期には少数持分の取得にとどめ、その後

に段階的に投資額を増加することによって持分割合を拡大し、連結対象運営会社としてまいりまし

た。また、可能な場合には子会社同士を合併することによって、さらなるスケールメリットを達成し

てまいりました。 

  

① 営業収益 

2004年 
12月31日現在

2005年
12月31日現在

連結子会社

運営会社 16 17

その他 ３ ３

連結子会社計 19 20

持分法適用関連会社

運営会社 2 2

その他 4 5

持分法適用会社計 6 7

その他の運営会社 1 0

グループ計 25 27

運営会社計 19 19



ⅰ) 利用料収入 

利用料収入はケーブルテレビ、高速インターネット接続及び電話サービスにおける利用料収入に

より構成されております。アナログ及びデジタルのケーブルテレビサービスに関する利用料収入

は、月々の基本料と、有料チャンネル、PPVやVOD等により構成されております。高速インターネッ

ト接続サービスに関する利用料収入は、月々の基本料とオプションサービス追加料金、加えて子会

社のアットネットホーム㈱によって非連結対象運営会社及び外部の事業者に提供されている高速イ

ンターネット接続サービスの料金からとなっております。電話サービスに関する利用料収入は、

月々の基本料金に加え、顧客の通話料に基づく通話料金、キャッチコール・番号ディスプレイ等の

オプションサービス、当社連結グループの顧客への着信に関して他の通信事業者から受領する接続

料金収入からなっております。複数のサービスに加入している顧客に対しては、個々のサービスに

別々に加入した場合の総額よりも割安なバンドル・サービス料金で提供しております。 

当社連結グループの利用料収入は、提供する各サービスにおける加入世帯数の増加、すなわち新

規顧客数及び解約数に特に影響を受けております。そのため当社連結グループは総加入世帯数及び

加入世帯当たりRGUの増加に注力しております。 

○ケーブルテレビサービス 

当社グループの提供するベーシック・サービスは、類似の映像コンテンツを提供している競合他

社に比しても価格競争力があり、各ジャンルにおいて最も魅力的なプログラムを提供していると考

えております。ケーブルテレビ顧客の獲得ペース及び解約率は、当社グループのサービスが既存及

び潜在顧客にとって、競合他社のサービスに比べ、どれだけ価値を有するかということに影響を受

けております。ここでいう「価値」には、競合他社から受けられる個々のサービスよりも安価に、

ブロードバンドサービスパッケージ価格として提示される料金で、高速インターネット接続や電話

サービスを追加できる能力も含まれていると考えております。 

○高速インターネットサービス 

高速インターネット接続サービスの市場は競争が激しく、ケーブルテレビサービスに比べて価格

志向型の市場となっております。従って、高速インターネット接続サービスの顧客獲得及び解約率

は、競合他社と比較した価格設定に大きく影響を受けております。 

○電話サービス 

高速インターネット接続サービスと同様に、電話サービスも競争が激しく、月額基本料金及び１

分当たり通話料金とともに価格志向型の市場となっております。従って、顧客の獲得及び解約率

は、競合他社に比較した価格設定に大きく影響を受けております。当社連結グループの電話サービ

スの加入世帯数は増加しておりますが、加入世帯あたりの電話利用料収入は減少してきており、当

社連結グループはこれを携帯電話使用の一般的な増加及び他社の提供するIP電話の増加によるもの

と考えております。 

○バンドルサービス 

加入世帯当たりRGUの増加のペースは、複数のプロバイダーから別々にサービスを受ける場合と

の比較において、当社より一括して顧客が複数のサービスを受けることによる価格メリットに大き

く影響を受けております。一旦顧客が当社連結グループのネットワークに接続されれば、新規顧客

を獲得する場合と比べて当社の費用も少なく済むため、結果、より低価格で多くのサービスを提供

することが可能となっております。 

  

ⅱ) その他 

営業収益（その他）は、主に以下の項目からなっております。 



・ 新規顧客回線設置料金 

・ 地上波放送の電波障害を引き起こす建物の所有者から受け取る、ネットワークを構築し運営す

るための報酬 

・ 番組供給会社から受け取る手数料及び報酬 

・ 主に非連結対象運営会社に対する工事関連収入 

・ 主に非連結対象運営会社に対する番組の販売 

・ ケーブルテレビ及び高速インターネット接続サービスに係る広告宣伝収入 

・ 非連結対象運営会社から受け取る経営指導料 

  

営業収益（その他）は、主として加入世帯数の拡大のペースに影響を受けております。さらに、

営業収益（その他）は、非連結対象運営会社からの経営指導料その他の報酬を含むため、非連結対

象運営会社の総加入世帯数及び非連結対象運営会社の連結対象運営会社化によっても影響を受けて

おります。 

  

② 営業費用等 

ⅰ) 番組・その他営業費用 

番組・その他営業費用は当社連結グループのネットワークの運営、メンテナンス及び技術サポー

トに要する費用並びに当社連結グループが顧客に提供するプログラムその他コンテンツを取得する

ための費用からなっております。番組・その他営業費用はまた、他の電話通信事業者との相互接続

に係る料金のそれら通信事業者への支払及び高速インターネット接続サービスに関するアットネッ

トホーム㈱の営業費用を含んでおります。番組・その他営業費用は、主に当社連結グループの各サ

ービスにおける顧客獲得のペース及び電話サービスにおける通話料金の多寡によって影響を受けて

おります。 

  

ⅱ) 販売費及び一般管理費 

販売費及び一般管理費は、主として人件費からなり、営業及びマーケティング人員に係る派遣労

務費等を含んでおります。また、プロモーション費用及び委託料等、新規顧客獲得に要する費用を

含んでおります。 

  

ⅲ) 減価償却費 

減価償却費は、主に当社連結グループのネットワーク設備の減価償却費からなっております。当

社連結グループは、アナログからデジタルへの移行等に伴うネットワークのアップグレードによ

り、将来、資本的支出がその分増加することが見込まれるため、減価償却費は将来的に増加すると

考えております。当社連結グループはまた、さらなるケーブルテレビ会社の買収に伴うネットワー

ク設備の取得や、取得するケーブルテレビ会社におけるネットワークの統合、アップグレード、サ

ービス提供エリア拡大のための資本的支出によっても、ネットワーク設備の減価償却費は将来増加

すると考えております。 

  

ⅳ) 法人税等 

当社連結グループは、各社ごとに我が国の法人税、住民税及び損金算入可能な事業税を課税さ

れ、合計の法定税率は現在、約40％であります。1995年以来、当社連結グループの連結対象会社の

多くは税務申告上損失を計上しております。当社連結グループは100％子会社が少ないため、現在



のところ、グループ全体での連結納税の要件は満たしておりません。その結果、連結対象会社の

繰越欠損金は、損失を計上している連結対象会社の各々の将来の課税所得に対する関係でのみ繰越

控除が可能となっており、その一部が利用できない可能性があります。2001年４月１日以降開始し

た事業年度分以降の欠損金の法人税法における繰越控除期間は最大で５年間から７年間に延長され

ました。当社連結グループはこれまで純損失を計上してきた各社については、繰延税金資産(繰越

欠損金に対して計上されたものを含む)に対して評価性引当金を計上して全額相殺し、一方利益を

計上し税務上の繰越欠損金が解消された各社については、課税所得を計上し始めた年度より繰延税

金資産を認識しております。これに加え、2005年より当社連結グループ会社の中で利益を計上した

会社については、繰延税金資産の実現可能性を検討し、実現可能と判断された額相当の評価性引当

金を取り崩しております。一般に、評価性引当金が減少すると繰延税金資産は増加し、繰延税金費

用は減少いたします。しかし、当社連結グループの繰延税金資産の相当な部分が過去の企業買収に

関連して取得されたものであるため、それらに対して計上されていた評価性引当金を減少させた場

合、あるいは繰越欠損金を使用することによってそれら繰延税金資産を実現させた場合には、その

影響額はまず関連する企業買収に関して計上されていた営業権を減額し、次にその他の無形固定資

産があればこれを減額した後、残存額があれば初めて繰延税金費用を減少させることとなります。

連結納税を行っていない結果、当社連結グループの連結実効税率は、連結対象会社個々の課税所得

及び繰延税金(繰越欠損金に対して計上されたものを含む)の金額に左右され、年度によって異なる

ものとなっております。 

  

③ その他の営業データ 

ⅰ) 加入世帯当たり月次収益 

加入世帯当たり月次収益は、当社連結グループの事業を測る指標の一つであり、営業成果を評価

するために用いられております。加入世帯当たり月次収益は所定の期間の運営会社の収益合計から

新規顧客回線設置料金収入及び電波障害を引き起こす建物の所有者から受け取る報酬を控除し、そ

の期間の加重平均加入世帯数で除して算出されております。 

  

ⅱ) 平均月次解約率 

営業成果を評価するために用いられる指標としては、加入世帯当たり月次収益のほか、当社連結

グループのサービスの解約率があります。当社連結グループの各サービスの平均月次解約率は、当

該期間中の解約数を当該期間中の加重平均加入世帯数及び当該期間の月数で除して求められます。

１か月以上の期間の解約率は、当該期間中の解約率を平均して求めております。各サービスの解約

率には種々の要因が影響しております。例えば、賃貸集合住宅の顧客の解約率は、マンションや戸

建住宅の顧客の解約率を一般的に上回っております。また、３月頃に集中する転勤等の影響によ

り、年度の初めに、解約率が高くなる傾向があります。この他、複数のサービスに加入している世

帯においてはバンドル・サービスによる割引や信頼の高さ等を背景に、解約率は低いものとなって

おります。 



B 経営成績 

① 概要 

当社は2005年２月にLGIの連結子会社となりました。LGIの各子会社間で報告形式を一致させるため

に、当社は「番組・その他営業費用」と「販売費及び一般管理費」に含まれる費用について組替を実

行し、その組替は以下の表中の全ての期間について反映されております。この変更による影響額は、

2004年度において番組・その他営業費用の12,700百万円（営業収益の８％）の増加（販売費及び一般

管理費の同額の減少）となっております。以下の表は、対象年度の連結損益計算書上の各項目の対営

業収益比率、年度間の増減額、並びに連結対象運営会社の追加営業情報等を示したものであります

(連結損益計算書数値については単位：百万円)。 

  

 
  

＊ ：営業収益の１％未満 

(注) １ 増減額は科目毎に比較した金額の百万円未満を四捨五入して表示しているため、明細と合計が一致しない場

合があります。 

  

2004年度 対営業収益
比率

2005年度 対営業収益
比率

増減額 
(注)１

増減率

 
連結損益計算書数値：

営業収益：

 利用料収入 140,826 87％ 163,378 89％ 22,552 16％

 その他 20,520 13％ 19,766 11％ △754 △4％

161,346 100％ 183,144 100％ 21,797 14％

営業費用：

 番組・その他営業費用 △66,570 △41％ △76,133 △42％ △9,564 △14％

 販売費及び一般管理費 △31,527 △20％ △36,988 △20％ △5,460 △17％

 株式報酬費用 △84 * △2,210 △1％ △2,125 *

 減価償却費 △40,573 △25％ △43,338 △24％ △2,765 △7％

△138,754 △86％ △158,669 △87％ △19,914 △14％

営業利益 22,592 14％ 24,475 13％ 1,884 8％

支払利息－純額 △10,101 △6％ △7,703 △4％ 2,398 24％

その他の収益－純額 37 * 322 * 284 *

持分法投資利益 610 * 651 * 42 7％

少数株主損益 △459 * △997 △1％ △538 △117％

税引前当期純利益 12,679 8％ 16,748 9％ 4,069 32％

法人税等 △1,858 △1％ 3,071 2％ 4,930 *

会計原則変更による累積的影響額 - * △486 * △486 *

当期純利益 10,821 7％ 19,333 11％ 8,512 79％



 
  

(注) １ 加入世帯当たり月次収益は、子会社の営業収益合計から、新規顧客の設置料金収入及び電波障害対策として

ビル所有者から支払われる収入を除いた金額を、その期間の加重平均加入世帯数で除すことで計算されてお

ります。 

(注) ２ ホームパス世帯数、加入世帯数及びRGUの増減は、当該数値を比較した値の百未満を四捨五入して表示して

いるため、明細と合計が一致しない場合があります。 

  

② 営業収益 

営業収益は、2004年度の161,346百万円から2005年度の183,144百万円に、21,797百万円(約14％)増

加いたしました。うち当連結会計年度の買収案件からの収益は4,042百万円となっております。 

  

ⅰ) 利用料収入 

利用料収入の合計は、前連結会計年度140,826百万円から22,552百万円増（前年同期比16％増）

の163,378百万円となりました。ケーブルテレビの利用料収入は、前連結会計年度75,867百万円か

ら9,387百万円増（同12％増）の85,254百万円、高速インターネット接続サービスの利用料収入

は、前連結会計年度40,123百万円から7,302百万円増（同18％増）の47,425百万円、電話サービス

の利用料収入は、前連結会計年度24,836百万円から5,863百万円増（同24％増）の30,699百万円と

なりました。これら利用料収入の増加要因としては、加入世帯数が増加したこと（前年同期比、ケ

ーブルテレビ14％増、インターネット22％増、電話25％増）が主な要因となっております。各サー

ビスにおける要因としては、ケーブルテレビの利用料収入では、アナログサービスに比べてより高

額なデジタルサービス加入者の割合が増加したことが大きく寄与し、当連結会計年度末時点での当

社のデジタルサービス加入者は、ケーブルテレビ加入者の37％を占め、前連結会計年度末の16％か

ら大きく増加いたしました。インターネット接続サービスでは、８Mbpsサービスより高額な30Mbps

サービスの加入割合が増加したことが挙げられ、当連結会計年度末時点では30Mbpsサービス提供エ

リアにおける全体の37％を占め、前連結会計年度末の26％から増加しております。電話サービスで

は、加入者数の増加などにより増収となっておりますが、利用者の月次通話料金の減少によって一

部相殺されております。  

  

 
その他営業データ：

2004年 
12月31日現在

2005年
12月31日現在

増減 
(注)２

増減率

(連結対象運営会社合計)

ケーブルテレビホームパス世帯数 6,287,800 7,296,600 1,008,800 16％

高速インターネット接続ホームパス世帯数 6,276,200 7,288,000 1,011,800 16％

電話ホームパス世帯数 5,799,200 6,624,100 824,900 14％

ケーブルテレビ加入世帯数 1,482,600 1,684,900 202,300 14％

高速インターネット接続加入世帯数 708,600 864,200 155,600 22％

電話加入世帯数 726,500 911,300 184,800 25％

RGU合計 2,917,700 3,460,400 542,700 19％

RGU接続獲得数 755,600 806,900 51,400 7％

総加入世帯数 1,744,800 2,002,800 258,000 15％

加入世帯当たりRGU 1.67 1.73 0.06 4％

加入世帯当たり月次収益(円)(注)１ 7,123 7,538 415 6％



ⅱ) その他 

その他は、前連結会計年度20,520百万円から754百万円減（同４％減）の19,766百万円となりま

した。主な減少要因は、新規設置件数が７％増加したものの、マーケティング・キャンペーン等に

より設置料金を値下げしたため設置料金収入が前連結会計年度4,681百万円から1,583百万円減少

（同34％減）し、3,098百万円となったことによっております。一方、宣伝広告収入、番組作成収

入、手数料収入、非連結対象運営会社に対する運営、プログラム、工事関連及びその他のサービス

手数料等の収益は、前連結会計年度15,839百万円から829百万円増（同５％増）の16,668百万円と

なっております。 

  

③ 営業費用 

ⅰ) 番組・その他営業費用 

番組・その他営業費用は、前連結会計年度66,570百万円から9,564百万円増（前年同期比14％

増）の76,133百万円となりました。増加要因のうち1,810百万円は当連結会計年度の買収案件に関

わる番組・その他営業費用であります。その他の増加要因としましては、ケーブルテレビサービス

の利用者数が14％増えたことにより、番組購入費が1,634百万円、通信設備使用料が1,179百万円、

デジタル関連費用が816百万円それぞれ増加した他、ネットワークの拡大及び加入者の増加に伴う

諸費用がそれぞれ増加したことによるものであります。 

  

ⅱ) 販売費及び一般管理費 

販売費及び一般管理費は、前連結会計年度31,527百万円から5,460百万円増（同17％増）の

36,988百万円となりました。増加要因のうち1,357百万円は当連結会計年度の買収案件に関わる販

売費及び一般管理費であります。その他の主な増加要因としては、広告宣伝費、業務委託費用、営

業及びカスタマーサービスの強化を目指した人員増に伴う人件費がそれぞれ増加したことによるも

のであります。これらの費用の増加は当連結会計年度における当社サービス利用者の増加と結びつ

いております。 

  

ⅲ) 株式報酬費用 

株式報酬費用は、前連結会計年度84百万円から2,125百万円増の2,210百万円となりました。当社

グループは、従業員に対する株式報酬制度について、米国会計原則審議会意見書25号「従業員に対

して発行された株式の会計」(以下「APB25号」という）及びFASB解釈指針44号「株式報酬に係る取

引の会計－APB25号の解釈指針」に規定された本源的価値法を採用しております。一方、非従業員

及び非連結会社の従業員に対しては、米国財務会計基準書123号「株式報酬制度の会計」及び発生

問題専門委員会の合意00-12号「持分法適用会社の従業員に付与された株式報酬制度に係る投資会

社の会計」に従い、公正価値法により会計処理しております。 当連結会計年度における株式報酬

費用の増加は、2005年３月の株式公開に伴い、当連結会計年度末現在の当社の株価がストックオプ

ション行使価格を上回っていたことから、当社役員・従業員及び連結子会社従業員のストックオプ

ションのうち、行使可能となっている株式数につき公正価値と行使価格との差額分を費用認識した

ものであります。  

  



ⅳ) 減価償却費 

減価償却費は、前連結会計年度40,573百万円から2,765百万円増（同７％増）の43,338百万円と

なりました。主な増加要因は、新規顧客に対する設置機材及びネットワークの拡張、アップグレー

ドによるものであります。 

  

④ 支払利息－純額 

支払利息－純額 は、前連結会計年度10,101百万円から2,398百万円減（前期比24％減）の7,703百

万円となりました。主な減少要因はキャピタルリースを含む総借入残高が、前連結会計年度末

231,529百万円から46,402百万円減少（同20％減）し、185,127百万円となったことによるものであり

ます。借入金が減少した要因は、2005年3月の株式公開により調達した資金で50,000百万円の返済を

行なったこと等であります。 

  

⑤ その他の収益－純額 

その他の収益－純額 は、前連結会計年度37百万円から284百万円増の322百万円となりました。 

  

⑥ 持分法投資利益 

持分投資利益は前連結会計年度610百万円から42百万円増（同７％増）の651百万円となりました。

主な増加要因は、当連結会計年度の持分法適用対象会社の利益が増加していることであります。 

  

⑦ 少数株主損益 

少数株主損益の控除額は、前連結会計年度459百万円から538百万円増（同117％増）の997百万円と

なりました。 

  

⑧ 法人税等 

法人税等は、前連結会計年度1,858百万円から4,930百万円減少し、3,071百万円の税金費用のマイ

ナスとなりました。減少要因は、計上していた評価性引当金につき、将来の使用可能性が高いと判断

された7,539百万円を取り崩したことによるものであります。 

  

⑨ 会計原則変更による累積的影響額 

当連結会計年度において資産の除却債務に関する会計処理を適用したため、前連結会計年度以前の

累積的影響額486百万円を計上いたしました。 

  

⑩ 当期純利益 

当期純利益は、上述の理由により、前連結会計年度10,821百万円から8,512百万円増（同79％増）

の19,333百万円となりました。 

  

⑪ その他営業データ 

ⅰ) 加入世帯当たり月次収益 

当社連結対象運営会社の総加入世帯数は、2004年12月31日現在では1,744,800世帯でしたが、

2005年12月31日現在では2,002,800世帯に増加いたしました。加入世帯あたりRGUは、2004年12月31

日現在の1.67から2005年12月31日現在の1.73に約４％増加いたしました。この増加及び上述の他の

要因によって、当社連結対象運営会社の加入世帯あたり月次収益は、2004年度の7,123円から2005



年度は7,538円に約６％増加いたしました。 

  

ⅱ) 平均月次解約率 

当社連結対象運営会社のケーブルテレビ、高速インターネット接続及び電話サービスの平均月次

解約率は、2004年度において各々1.3％、1.2％、0.8％であったのに対して、2005年度において

は、各々1.2％、1.3％、0.7％でありました。 



C 流動性及び資本の源泉 

① 流動性 

運転資本、資本的支出、運営会社への投資のための、主たる資本の源泉は、営業活動によるキャ

ッシュ・フローとシンジケートローン枠に基づく借入金であります。以前においては営業活動から

のキャッシュ・フローが現状より著しく少なかったため、当社連結グループは主要株主からの増資

及び借入金に依存しておりました。 

2004年12月、当社は、1,300億円のタームローン枠、200億円のリボルビングローン枠及び250億

円の保証枠契約から構成される総額1,750億円のシンジケートローン枠契約を締結するとともに、

500億円の劣後ローン借入契約を締結いたしました。2004年12月21日、当社は1,300億円のタームロ

ーン枠と500億円の劣後ローン枠を全額利用し、前期の借入枠に係るその時点でのローン残高及び

株主による劣後ローンの全額を返済いたしました。上記のシンジケートローン枠及び保証枠は、当

社が保有する子会社株式を含む全ての資産により担保されておりました。また、これらにかかる借

入金利の利率及び手数料は、従来のシンジケートローン枠契約と比べて低下したものの、リファイ

ナンスにより、約3,400百万円の手数料(劣後ローンにかかる手数料を含む)を負担することになり

ました。さらに、従来のシンジケートローン枠契約に基づく借入金を返済することにより、資産計

上済みの借入関連費用のうち残額約2,829百万円を償却いたしました。 

2005年３月、当社は株式公開を果たし、82,043百万円（純額）を調達いたしました。2005年４月

にはオーバーアロットメントによる売り出しに伴い、8,445百万円（純額）をさらに調達いたしま

した。当社は株式公開により調達した資金により、劣後ローン契約からの500億円の借入金の返済

を行っております。 

2005年12月、2004年のリファイナンス契約更新のために、1,550億円のシンジケートローン枠契

約を取得いたしました。シンジケートローン枠契約はタームローンで上限1,250億円まで、リボル

ビングローンで300億円までの枠となっております。1,550億円のシンジケートローン枠契約は、前

年に締結された1,750億円のシンジケートローン契約が当社及び当社が運営する16社の連結対象運

営会社及び１社の持分法適用関連会社に加えて１社の資本関係のない運営会社が対象であったのに

対し、当社及び当社が運営する連結対象運営会社と１社の持分法適用関連会社が対象となっており

ます。2005年12月21日に当社はタームローンの上限1,250億円の借入を実行し、1,300億円の銀行シ

ンジケートローン枠に基づく借入の返済に充当いたしました。1,550億円のシンジケートローン枠

契約は無担保で、新しいシンジケートローン枠契約に基づいて支払われる金利及び手数料は以前の

ものより低くなっております。それでも773百万円のリファイナンス契約に関連する費用が発生い

たしました。さらに、以前のシンジケートローン枠契約による借入の返済に伴い、当社は資産化し

た費用の未償却分2,469百万円を当期に費用認識いたしました。今回のシンジケートローン枠契約

には特定の財務指標の維持だけでなく、M&Aや資産の廃棄、さらなる借入の制限や禁止といった事

項が含まれております。詳細に関しては、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1)連結財

務諸表 連結財務諸表注記」に含まれる「７ 長期借入金」をご参照下さい。 

当社連結グループは、ケーブルテレビのホームターミナルについては主にキャピタルリースによ

って調達しております。2005年12月31日現在、キャピタルリース契約による債務は約38,523百万円

となっております。さらに当社連結グループは2005年12月31日現在で総額19,383百万円の借入を日

本政策投資銀行から行っており、うち14,735百万円が無利息ローンであり、借入期間の残存年数は

１年から14年となっております。 

当社は2006年中に当社で必要とする資金を調達するのに十分な資金源を有していると考えており

ます。しかしながら、更なる投資機会が生じた場合には、それに費やすためにさらなる資金調達を



行うこともあり得ます。 

  

② キャッシュフロー 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末の

10,420百万円から24,863百万円増加し35,283百万円となりましたが、これは劣後ローンの返済によ

って一部相殺されているものの、株式公開及び一層収益性の高い営業活動の結果として資金が増加

したものであり、これにより、新たな営業及び投資活動が可能になっております。 

○営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動の結果得られた資金は60,763百万円で、前連結会計年度の52,512百万円に比べ8,250百

万円の増加となりました。これは、主にOCF（営業収益より番組・その他営業費用と販売費及び一

般管理費を控除した額)が6,774百万円改善したことによるものであります。 

○投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動の結果使用した資金は57,230百万円で、前連結会計年度の39,882百万円の使用に比べ

17,348百万円の増加となりました。これは、主に新規及び既存子会社の株式取得に要した資金の

11,551百万円の増加及び資本的支出が6,612百万円増加したことによるものであります。 

○財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動の結果得られた資金は21,330百万円で、前連結会計年度においては9,996百万円の資金

使用となっておりました。これは、主に58,888百万円の借入金の返済（純額）及び11,970百万円の

キャピタルリース債務の元本支払いがあったものの、株式公開（ストックオプションの行使を含

む）に伴い91,420百万円の資金（純額）を調達したことによるものであります。  

  

③ 将来の流動性に影響を与える要因 

当社連結グループの将来の運転資本及び流動性の源泉は、以下を含む多くの要因に依存しており

ます。 

・ 当社連結グループの営業利益に左右される営業活動によるキャッシュフロー 

・ 借入コスト及び資金調達能力を左右する当社連結グループの信用力及び格付け 

・ 一般的な金利環境や、営業活動によるキャッシュフローによって負債を軽減し、それに 

よってシンジケートローン枠の下での将来の借入可能金額を増加させる能力 

・ 債券及び株式発行に係る将来の資本市場の状況 

  



④ 契約債務 

当社連結グループの主な契約債務は、長期借入金、キャピタルリース、解約不能なオペレーティ

ングリース、設備購入に関する融資契約その他の購入契約等であります。以下の表は、2005年12月

31日現在の、弁済期が到来する年別の支払義務を示しております(単位：百万円)。 

  

 
(注)１ 少数株主持分を購入する将来の約定債務を示しております。 

(注)２  2005年12月31日現在の契約上の利子率に基づいております。 

  

  

⑤ 偶発債務及びオフバランスシート取引 

当社連結グループは現在のところ、重要な偶発債務を負っておらず、また開示されている取引以

外にオフバランスシート取引を行っておりません。 

  

⑥ 金利 

当社連結グループの主たる市場リスクは金利変動に関連したリスクであります。当社連結グルー

プでは、当該リスクを一部ヘッジするため、金利スワップ契約及び金利キャップ契約を利用してお

ります。従来より、当社連結グループはデリバティブ取引を投機あるいはトレーディング目的に使

用しておりません。 

シンジケートローン枠に基づく借入金の支払利息は市場金利の変動による影響を受けておりま

す。2005年12月31日現在、当社連結グループは、総額1,250億円のシンジケートローン枠に基づく

借入を行っておりますが、このうち、43,798百万円はそれぞれ金利スワップ取引の対象となってお

り、これにより有効に将来の金利上昇リスクをヘッジしております。金利スワップによるヘッジを

考慮に入れた場合、市場金利の平均１％の上昇はこれらのローンの支払利息を年間で約812百万円

増加させる結果となります。この金額は、借入金利については仮定をおいてその影響を考慮してお

りますが、このような状況で起き得る経済活動全体の低下の影響は考慮しておりません。  

  

  

契約債務 合計 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 その後

長期借入金 144,604 11,508 15,540 23,816 23,523 23,376 46,841

短期借入金 2,000 2,000 ― ― ― ― ―

キャピタルリース 38,523 10,552 8,514 6,915 5,725 4,162 2,655

解約不能な 
オペレーティング 
リース

3,676 968 781 597 499 433 398

その他(注)１ 68 68 ― ― ― ― ―

契約支払義務合計 188,871 25,096 24,835 31,328 29,747 27,971 49,894

将来における借入金及び
キャピタルリース債務へ
の利息支払(注)２

6,742 1,902 1,599 1,233 898 593 517



D 重要な会計上の見積り 

米国で一般に公正妥当と認められた会計基準に準拠して財務諸表を作成する場合、貸借対照表の基

準日における資産・負債の金額、偶発債権債務の開示及び会計年度における収益・費用の金額に影響

を与える事項に関し、経営者が見積りや仮定を行う必要があります。特定の会計方針については、見

積日現在において未確定である事象について仮定を置くことが必要となり、それら見積りの変化は毎

期ごとに十分に起こり得るものであることから、重要な会計上の見積りであると考えております。当

社連結グループは、以下の重要な会計方針は、連結財務諸表作成に用いた、当社連結グループの重要

な判断や見積りを反映していると考えております。当社の重要な会計方針の全体の要約については、

「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記」に含まれる「２ 事業

の概要、財務諸表の基礎及び重要な会計方針の要約」をご参照ください。 

  

① 有形固定資産及び営業権の減損の判定 

有形固定資産の帳簿価額には重要性があります。当社連結グループは、有形固定資産について、

事象や環境変化が生じ、帳簿価額が回収できないという兆候を示す場合には、何時でも減損の要否

を判定いたします。定期的な評価の結果、有形固定資産の帳簿価額が有形固定資産の使用及び処分

によって将来生み出されると期待される将来キャッシュ・フロー(割引前かつ金利負担を除く)の合

計を超過する場合には、帳簿価額がその有形固定資産の見積公正価値を超過する部分について、減

損損失を計上いたします。将来キャッシュ・フローの見積りは、本来的に未確定なものであり、最

終的な資産の価値に影響を与える将来及び現在の市況や事象に関する主観的な仮定に依存いたしま

す。 

営業権の帳簿価額にも重要性があります。当社連結グループは、SFAS142号により、毎年、未償

却営業権について減損の判定を行うことが求められており、かかる判定は２つのステップからなり

ます。第１のステップは報告セグメントの分類と個々の報告セグメントの公正価値の算定でありま

す。次に個々の報告セグメントの公正価値を同報告セグメントの帳簿価額と比較いたします。報告

セグメントの帳簿価額がその公正価値を超過する場合は、減損判定の次のステップに進みます。２

つ目のステップとして、報告セグメントの公正価値を未計上の資産を含むそのセグメントの全ての

資産負債に按分することにより、報告セグメントの営業権の想定公正価値を算出し、それと比較す

ることが求められます。このようにして求めた報告セグメントの営業権の想定公正価値がその帳簿

価額を下回る場合、減損損失を計上いたします。当社連結グループは、会社内部における見通しと

の整合性を持つ、合理的かつ適切な仮定に基づく見積りを用いて将来の割引キャッシュ・フローを

作成し、それにより公正価値を算定しております。当社連結グループの仮定にはまた、各種のサー

ビス(ケーブルテレビ、高速インターネット接続及び電話サービス)の市場加入率、営業マージン、

資本的支出といった、その他の要因も含まれております。将来キャッシュ・フローを見積るには、

多くの経営的判断が必要であり、それにはキャッシュ・フローの発生時期と金額及び割引率も含ま

れます。当社連結グループは2004年及び2005年の各連結会計年度において、減損損失を計上してお

りません。上述のように、評価には多く仮定が含まれております。また、当社連結グループの仮定

に基づく将来キャッシュ・フローの見積りは、市場状況分析が変化することによって改訂されるこ

とになりますので、当社連結グループが将来の年度において、重要な減損を認識する必要があると

判断した場合、当社連結グループの財政状態及び経営成績は悪影響を受ける可能性があります。 

  

② 買収会社の資産及び負債の時価 

当社は買収会社又は子会社の少数株主持分の取得価格を時価に応じて資産及び負債にそれぞれ配



分いたします。時価を決定する際には、帳簿価額に影響を及ぼす見積りや想定を要求されており

ます。そのため当社では通常、第三者の専門評価機関に資産及び負債の算定を依頼しております。

取得資産及び負債の評価に使用される見積りは、将来のキャッシュフロー、市場状況、割引率等が

あります。当社では時価の算定に使用されている見積りが合理的と考えておりますが、本質的に不

確実さを伴います。 

  

③ 工事費用及び設置費用の資産化 

SFAS51号、「ケーブルテレビ会社の財務報告」に従い、当社では新しいケーブル放送設備及び伝

送路の工事や設置に伴う費用を資産化しております。資産化する工事費用及び設置費用には、材

料、労務費、その他該当する間接費を含めております。資産化する設置工事は、１）当社グループ

のケーブル会社から顧客への新規接続工事、２）引込線の張替、３）デジタルケーブルテレビ、電

話、高速インターネット接続といった追加サービスのための機器の設置を含んでおります。既に引

込済の顧客への再接続、接続の撤去工事、引込線の修繕や維持管理といった工事は費用としており

ます。工事及び設置活動を内製する場合、その内容及び金額によって資産化する内部費用を判断し

ております。 

  

④ 税金会計 

当連結会計年度に関する税金の支払額及び還付額の見積りとともに、財務諸表上の数値と税法上

の資産・負債及び繰越欠損金の活用によって期待される便益との差異に起因する将来的な税金への

影響を繰延税金資産及び繰延税金負債として見積もる必要がありますが、これはそれらの一時差異

が解消されると見込まれる年度において当社グループが事業を営んでいる地域に適用される実効税

率を使って算出しております。この過程には、当社経営陣によるそれらの項目の最終的な税金への

影響の時期と可能性に関する評価が必要とされております。繰延税金資産純額は、実現の可能性が

低いであろうと見込まれる場合には、評価性引当金によって減額されます。評価性引当金を積み立

てるには、予想される将来的な課税所得と税務計画の機会の可能性を含めて、将来的な事象につい

てその時期を見積もる必要があります。当社グループが事業を営んでいる地域における将来的な税

法の改正、当社グループが十分な課税所得を将来的に創出できない可能性、見込みと実績の差異及

び税務当局から受ける支払税額についての予測不可能な最終判断等の影響により、実際の税金額は

これらの見積りと異なる可能性もあります。これらの要素はいずれも、添付の連結財務諸表に報告

されている当社グループの短期及び長期の繰延税金に重要な影響を持っております。当社グループ

の短期及び長期の繰延税金において将来的に起こりうる事象の影響を評価するには、高度な判断が

必要となっております。追加情報として、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1) 連結財務

諸表 連結財務諸表注記」に含まれる「９ 法人税等」に記載されております。 

  

E 最近の会計基準の公表 

「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記」に含まれる「２

事業の概要、 財務諸表の基礎及び重要な会計方針の要約 (s) 最近の会計基準の公表」をご参照くだ

さい。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当連結会計年度において当社グループが実施した設備投資の総額は54,277百万円であります。 

当連結会計年度の設備投資は、幹線延伸工事、幹線部分の電話サービス対応アップグレード工事、伝送

装置であるヘッドエンド設備、電話事業にかかる交換機及びホストデジタルターミナル(注１)並びに加入

者設備工事を中心に実施いたしました。 

幹線の延伸については、㈱ジェイコム関西の各地域、㈱ジェイコム札幌、㈱ジェイコム関東等の各営業

地域において実施された工事の他、当連結会計年度において新規に取得した連結子会社のサービス対象地

域を含め、約5,500km延伸し、2005年12月末現在の総延長は連結対象運営会社合計で約38,000kmとなりま

した。この結果、当社連結対象運営会社のケーブルテレビサービスのホームパス世帯数は、2005年12月末

現在で7,297千世帯となり、前期末比1,009千世帯の増加となりました。高速インターネット接続サービス

のホームパス世帯数は7,288千世帯(同1,012千世帯増)、同じく電話サービスでは6,624千世帯(同825千世

帯増)となっております。 

また、ヘッドエンド設備に対する投資額は、約2,523百万円となりました。 

加入工事、集合住宅導入工事では、約13,651百万円の投資を実施いたしました。電話サービスにおいて

は、新たに㈱ジェイコム札幌、 調布ケーブルテレビジョン㈱、 ㈱ジェイコム関西南大阪局でサービスを

開始いたしましたが、電話加入者系機器としては、VoIP方式に対応するEMTA(注２)を使用しております。

これら両電話加入者系機器に約3,630百万円、その他電話設備に約1,070百万円を投資いたしました。 

なお、当連結会計年度において重要な設備の除却はありません。 

(注１)電話サービス提供のために局側に設置するネットワーク集線装置 

(注２)Embedded Media Terminal Adaptorケーブルモデム一体型の電話用ターミナルアダプタ 

  



２ 【主要な設備の状況】 

(1) 提出会社 

(2005年12月31日現在) 

 
(注) １ 主な賃借設備及び2005年１月１日から2005年12月31日までの支払賃借料 

本社事務所 支払賃料  349百万円 

ジェイコムメディアセンター 支払賃料 108百万円 

関東カスタマーサービスセンター 支払賃料 88百万円 

２ ジェイコムメディアプラザは当社九州事務所の他、連結子会社である㈱ケーブルビジョン21及び持分法適用

関連会社である福岡ケーブルネットワーク㈱が入居(賃貸)しております。 

３ 表中の帳簿価額につきましては、米国会計基準にて調整された後の数値となっております。 

  

(2) 国内子会社 

(2005年12月31日現在) 

 
  

  

事業所名 
(所在地)

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名)土地 

(面積千㎡)
伝送システム
及び装置

補助設備
及び建物

合計

本社 
(東京都港区)

事務所設備・ 
その他

－
(－)

－ 1,215 1,215 335

ジェイコム 
メディアセンター 
(東京都練馬区)

その他設備
－
(－)

－ 350 350 －

ジェイコム 
メディアプラザ 
(福岡市中央区)

事務所設備
429
(2)

－ 742 1,171 151

関東カスタマーサービ
スセンター 
(さいたま市大宮区)

同上
－
(－)

－ 359 359 455

会社名 
(所在地)

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名)土地

(面積千㎡)
伝送システム
及び装置

補助設備
及び建物

合計

㈱ジェイコム東京 
(東京都練馬区)

ケーブルテレビ 
放送設備等

－
(－)

36,856 700 37,556 491

㈱ジェイコム北九州 
(北九州市八幡東区)

同上
321
(3)

10,436 639 11,396 210

浦和ケーブル・テレビ 
・ネットワーク㈱ 
(さいたま市浦和区)

同上
－
(－)

8,731 123 8,854 136

㈱ジェイコム関西 
(大阪市天王寺区)

同上
100
(1)

55,292 1,671 57,063 861

㈱ジェイコム湘南 
(神奈川県横須賀市)

同上
197
(1)

23,686 834 24,717 262

㈱ケーブルネット 
神戸芦屋 
(神戸市東灘区)

同上
52
(0)

8,536 311 8,899 141

㈱メディアさいたま 
(さいたま市大宮区)

同上
－
(－)

11,864 143 12,007 165

㈱ジェイコム千葉 
(千葉県浦安市)

同上
40
(0)

10,111 454 10,605 149

㈱ジェイコム関東 
(東京都港区)

同上
168
(3)

48,448 1,853 50,469 525

㈱ジェイコム札幌 
(札幌市豊平区)

同上
372
(5)

11,931 637 12,940 246



３ 【設備の新設、除却等の計画】  

(1) 重要な設備の新設等 

(2005年12月31日現在) 

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 主な決済条件は、当月末までに検収されているものを翌月末に支払うこととなっております。 

３ 上記会社は、米国会計基準上の当社の連結子会社であります。 

  

(2) 重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 

  

会社名 所在地 設備の内容

投資予定額
(百万円) 資金

調達 
方法

着手年月
完了予定
年月

総額
既計
上額 
(注)２

㈱小田急情報サービス 東京都渋谷区
ネットワー
ク新規建設
及びアップ
グレード工
事（幹線設
備）

11,246 －

借入
及び 
増資 
資金 
等

2006年 
１月

2006年
12月

㈱ケーブルテレビ神戸 神戸市長田区

㈱ジェイコム北九州 北九州市八幡東区

㈱ジェイコム関東 東京都港区

他13社

㈱ジェイコム関西 大阪市天王寺区

加入工事 13,304 －

借入
及び 
増資 
資金 
等

2006年 
１月

2006年
12月

㈱ジェイコム関東 東京都港区

㈱ジェイコム東京 東京都練馬区

㈱ジェイコム湘南 神奈川県横須賀市

他13社

㈱ジェイコム東京 東京都練馬区

集合住宅導
入工事

4,334 －

借入
及び 
増資 
資金 
等

2006年 
１月

2006年
12月

㈱小田急情報サービス 東京都渋谷区

㈱ジェイコム関西 大阪市天王寺区

㈱ジェイコム関東 東京都港区

他13社

㈱ジェイコム関西 大阪市天王寺区

ボイスポー
ト・EMTA
（電話加入
者系機器）

4,409 －

借入
及び 
増資 
資金 
等

2006年 
１月

2006年
12月

㈱ジェイコム関東 東京都港区

㈱ジェイコム湘南 神奈川県横須賀市

㈱ジェイコム東京 東京都練馬区

他12社

㈱小田急情報サービス 東京都渋谷区

ヘッドエン
ド設備（セ
ンター設
備）

5,284 －

借入
及び 
増資 
資金 
等

2006年 
１月

2006年
12月

㈱ジェイコム東京 東京都練馬区

㈱ジェイコム関西 大阪市天王寺区

㈱ケーブルテレビ神戸 神戸市長田区

他13社

㈱ジェイコム東京 東京都練馬区

電話設備
（電力設備
を除く）

4,080 －

借入
及び 
増資 
資金 
等

2006年 
１月

2006年
12月

㈱ジェイコム関東 東京都港区

㈱ジェイコム湘南 神奈川県横須賀市

㈱小田急情報サービス 東京都渋谷区

他11社



第４ 【提出会社の状況】  

１ 【株式等の状況】  

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

(2005年12月31日現在) 

 
  

② 【発行済株式】  

  

 
(注) 1  提出日現在の発行数には、2006年３月１日から提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は

含まれておりません。 

  

種類 会社が発行する株式の総数(株)

普通株式 15,000,000

優先株式 5,000,000

計 20,000,000

種類
事業年度末現在 
（2005年12月31日）

提出日現在
（2006年３月28日現在）

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 6,363,840.74 6,365,471.74 ジャスダック証券取引所
権利内容に何ら限定のない
当社における標準的な株式

計 6,363,840.74 6,365,471.74 ― ―



(2) 【新株予約権等の状況】 

① 新株予約権 

2004年７月９日開催の臨時株主総会決議によるもの 

  

 
(注) １ 株主総会において新株予約権の付与決議がなされたもののうち、実際に当社と被付与者との間で付与契約が

締結され、かつ当該付与契約上、取得者が権利を喪失していない新株予約権の数及び新株予約権の目的とな

る株式の数を記載しております。 

２ 新株予約権発行後に当社が株式の分割若しくは併合を行う場合、又はその他の事由により調整の必要が生じ

た場合には、新株予約権の目的となる株式の数及び権利行使価額は調整され、それに伴い価格は変動しま

す。 

  

※新株予約権行使の条件 

１ 割当対象者は、当社株券が店頭登録有価証券として日本証券業協会に登録され、またはいずれかの証券取引

所に上場された場合（以下、「新規株式公開」という）に限り、新株予約権を行使することができます。 

２ 新株予約権は、下記６の場合を除き、割当対象者に限り行使することができます。 

３ 割当対象者(但し、新株予約権の割当に際して取締役会が定める割当対象者名簿(以下、単に「割当対象者名

簿」という)に「非管理職」として記載されている割当対象者を除く)は、2005年９月12日以降、新株予約権

の行使が可能となるものとし、以下の区分に従って、割当を受けた新株予約権の一部又は全部を行使するこ

とができます。なお、以下の計算の結果、行使可能な新株予約権のうち１個に満たない端数がある場合に

は、１個に切り上げた数とします。 

(ア) 2005年９月12日から2006年９月11日までは、割当を受けた新株予約権の個数の４分の１について、行

使することができます。 

(イ) 2006年９月12日から2007年９月11日までは、割当を受けた新株予約権の個数の４分の２について、行

使することができます。 

(ウ) 2007年９月12日から2008年９月11日までは、割当を受けた新株予約権の個数の４分の３について、行

使することができます。 

(エ) 2008年９月12日から2012年８月23日までは、割当を受けた新株予約権の個数のすべてについて、行使

することができます。 

４ 割当対象者名簿に「非管理職」として記載されている割当対象者については、2006年９月12日以降、新株予

約権の行使が可能となるものとし、同日以降、2012年８月23日まで、割当を受けた新株予約権の一部又は全

部を行使することができます。 

５ 新株予約権発行後に割当対象者が当社又は当社のグループ事業会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪

失した場合及び当社の大株主の構成に重大な変更が生じた場合には、上記３及び４の定めにかかわらず、下

記８記載の「新株予約権割当契約」の定めるところにより、新株予約権の行使につき別に取り扱うことがで

きるものとします。 

６ 新株予約権発行後、新株予約権を喪失することなく割当対象者が死亡した場合には、その相続人による新株

予約権の行使を認めますが、行使可能な新株予約権の個数、行使可能な期間その他の新株予約権の行使の条

件については、下記８記載の「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとします。 

区分
最近事業年度末現在
(2005年12月31日)

提出日の前月末現在 
(2006年２月28日)

新株予約権の数(個)(注)１ 3,788 3,721

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)１,２
22,728
(新株予約権１個当たりの目
的となる株式の数 ６株)

22,326
(新株予約権１個当たりの目
的となる株式の数 ６株)

新株予約権の行使時の払込金額(注)２
新株予約権１個につき
480,000円

同左

新株予約権の行使期間
自 2004年９月12日
至 2012年８月23日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(注)２

発行価格 80,000円
資本組入額 40,000円

同左

新株予約権の行使の条件 ※ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡には取締役会の承認を要
する。

同左



７ 新株予約権発行後、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、又は株式交換若しくは株式移転を

行う場合、その他調整の必要が生じた場合は、合理的な範囲で、但し割当対象者に追加の実質的な経済的利

益を与えることなく、新株予約権の目的となる株式数、権利行使価額、権利行使期間その他について必要と

認める調整を行い、権利行使を制限し、又は未行使の新株予約権を失効させることができるものとします。

８ 上記の他、割当対象者が当社又は当社のグループ事業会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場

合の行使可能な新株予約権の個数、行使可能な期間等、新株予約権の喪失事由その他の新株予約権の行使の

条件及び細目については、2004年６月24日及び同年７月９日開催の当社取締役会決議並びに同年７月９日開

催の当社株主総会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるとこ

ろによるものとします。 

９ 上記の定めにかかわらずアットネットホーム㈱の取締役、監査役及び従業員である割当対象者に対し、新株

予約権の行使に関し別途個別に定める期間は以下となっております。 

   Ａ 割当対象者名簿に「非管理職」として記載されている割当対象者 

     2004年９月12日以降、新株予約権の行使が可能になるものとし、同日以降、2012年８月23日まで、割

当を受けた新株予約権の一部又は全部を行使することができます。 

   Ｂ 割当対象者名簿に「管理職」として記載されている割当対象者 

    ａ 2002年９月12日以前に、アットネットホーム㈱に入社した者 

      2004年９月12日から2012年８月23日までは、割当を受けた新株予約権の個数のすべてについて、行

使することができます。 

    ｂ 2002年９月13日以降、2003年９月12日以前に、アットネットホーム㈱に入社した者 

     (ア) 2004年９月12日から2005年９月11日までは、割当を受けた新株予約権の個数の４分の３につい

て、行使することができます。 

     (イ) 2005年９月12日から2012年８月23日までは、割当を受けた新株予約権の個数のすべてについ

て、行使することができます。 

    ｃ 2003年９月13日以後に、アットネットホーム㈱に入社した者 

     (ア) 2004年９月12日から2005年９月11日までは、割当を受けた新株予約権の個数の４分の２につい

て、行使することができます。 

     (イ) 2005年９月12日から2006年９月11日までは、割当を受けた新株予約権の個数の４分の３につい

て、行使することができます。 

     (ウ) 2006年９月12日から2012年８月23日までは、割当を受けた新株予約権の個数のすべてについ

て、行使することができます。 

  

  

2003年10月３日開催の臨時株主総会決議によるもの  

  

 
(注) １ 株主総会において新株予約権の付与決議がなされたもののうち、実際に当社と被付与者との間で付与契約が

締結され、かつ当該付与契約上、取得者が権利を喪失していない新株予約権の数及び新株予約権の目的とな

る株式の数を記載しております。 

２ 新株予約権発行後に当社が株式の分割若しくは併合を行う場合、又はその他の事由により調整の必要が生じ

た場合には、新株予約権の目的となる株式の数及び権利行使価額は調整され、それに伴い価格は変動しま

す。 

区分
最近事業年度末現在
(2005年12月31日)

提出日の前月末現在 
(2006年２月28日)

新株予約権の数(個)(注)１ 6,209 6,176

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)１,２
37,254
(新株予約権１個当たりの目
的となる株式の数 ６株)

37,056
(新株予約権１個当たりの目
的となる株式の数 ６株)

新株予約権の行使時の払込金額(注)２
新株予約権１個につき
480,000円

同左

新株予約権の行使期間
自 2003年12月12日
至 2012年８月23日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(注)２

発行価格  80,000円
資本組入額 40,000円

同左

新株予約権の行使の条件 ※ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡には取締役会の承認を要
する。

同左



※新株予約権行使の条件 

１ 割当対象者は、新規株式公開の場合に限り、新株予約権を行使することができます。 

２ 新株予約権は、下記６の場合を除き、割当対象者に限り行使することができます。 

３ 割当対象者(但し、新株予約権の割当に際して取締役会が定める割当対象者名簿(以下単に「割当対象者名

簿」という)に「非管理職」として記載されている割当対象者を除く)は、2004年９月12日以降、新株予約権

の行使が可能となるものとし、以下の区分に従って、割当を受けた新株予約権の一部又は全部を行使するこ

とができます。なお、以下の計算の結果、行使可能な新株予約権のうち１個に満たない端数がある場合に

は、１個に切り上げた数とします。 

(ア) 2004年９月12日から2005年９月11日までは、割当を受けた新株予約権の個数の４分の１について、行

使することができます。 

(イ) 2005年９月12日から2006年９月11日までは、割当を受けた新株予約権の個数の４分の２について、行

使することができます。 

(ウ) 2006年９月12日から2007年９月11日までは、割当を受けた新株予約権の個数の４分の３について、行

使することができます。 

(エ) 2007年９月12日から2012年８月23日までは、割当を受けた新株予約権の個数のすべてについて、行使

することができます。 

４ 割当対象者名簿に「非管理職」として記載されている割当対象者については、2005年９月12日以降、新株予

約権の行使が可能となるものとし、同日以降、2012年８月23日まで、割当を受けた新株予約権の一部又は全

部を行使することができます。 

５ 新株予約権発行後に割当対象者が当社又は当社のグループ事業会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪

失した場合及び当社の大株主の構成に重大な変更が生じた場合には、上記３及び４の定めにかかわらず、下

記８記載の「新株予約権割当契約」に定めるところにより、新株予約権の行使につき別に取り扱うことがで

きるものとします。 

６ 新株予約権発行後、新株予約権を喪失することなく割当対象者が死亡した場合には、その相続人による新株

予約権の行使を認めますが、行使可能な新株予約権の個数、行使可能な期間その他の新株予約権の行使の条

件については、下記８記載の「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとします。 

７ 新株予約権発行後、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、又は株式交換若しくは株式移転を

行う場合、その他調整の必要が生じた場合は、合理的な範囲で、但し割当対象者に追加の実質的な経済的利

益を与えることなく、新株予約権の目的となる株式数、権利行使価額、権利行使期間その他について必要と

認める調整を行い、権利行使を制限し、又は未行使の新株予約権を失効させることができるものとします。

８ 上記の他、割当対象者が当社又は当社のグループ事業会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場

合の行使可能な新株予約権の個数、行使可能な期間等、新株予約権の喪失事由その他の新株予約権の行使の

条件及び細目については、2003年９月18日開催の当社取締役会決議及び2003年10月３日開催の当社臨時株主

総会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるもの

とします。 

  

  

2002年７月８日開催の臨時株主総会決議によるもの  

  

 
(注) １ 株主総会において新株予約権の付与決議がなされたもののうち、実際に当社と被付与者との間で付与契約が

締結され、かつ当該付与契約上、取得者が権利を喪失していない新株予約権の数及び新株予約権の目的とな

る株式の数を記載しております。 

２ 新株予約権発行後に当社が株式の分割若しくは併合を行う場合、又はその他の事由により調整の必要が生じ

区分
最近事業年度末現在
(2005年12月31日)

提出日の前月末現在 
(2006年２月28日)

新株予約権の数(個)(注)１ 4,391 4,381

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)１,２
26,346
(新株予約権１個当たりの目
的となる株式の数 ６株)

26,286
(新株予約権１個当たりの目
的となる株式の数 ６株)

新株予約権の行使時の払込金額(注)２
新株予約権１個につき
480,000円

同左

新株予約権の行使期間
自 2002年９月12日
至 2012年８月23日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(注)２

発行価格  80,000円
資本組入額 40,000円

同左

新株予約権の行使の条件 ※ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡には取締役会の承認を要
する。

同左



た場合には、新株予約権の目的となる株式の数及び権利行使価額は調整され、それに伴い価格は変動します。 

  

※新株予約権行使の条件 

１ 割当対象者は、新規株式公開の場合に限り、新株予約権を行使することができます。 

２ 新株予約権は、下記６の場合を除き、割当対象者に限り行使することができます。 

３ 割当対象者(但し、新株予約権の割当に際して取締役会が定める割当対象者名簿(以下単に「割当対象者名

簿」という)に「非管理職」として記載されている割当対象者を除く)は、2003年９月12日以降、新株予約権

の行使が可能となるものとし、以下の区分に従って、割当を受けた新株予約権の一部又は全部を行使するこ

とができます。なお、以下の計算の結果、行使可能な新株予約権のうち１個に満たない端数がある場合に

は、１個に切り上げた数とします。 

(ア) 2003年９月12日から2004年９月11日までは、割当を受けた新株予約権の個数の４分の１について、行

使することができます。 

(イ) 2004年９月12日から2005年９月11日までは、割当を受けた新株予約権の個数の４分の２について、行

使することができます。 

(ウ) 2005年９月12日から2006年９月11日までは、割当を受けた新株予約権の個数の４分の３について、行

使することができます。 

(エ) 2006年９月12日から2012年８月23日までは、割当を受けた新株予約権の個数のすべてについて、行使

することができます。 

４ 割当対象者名簿に「非管理職」として記載されている割当対象者については、2004年９月12日以降、新株予

約権の行使が可能となるものとし、同日以降、2012年８月23日まで、割当を受けた新株予約権の一部又は全

部を行使することができます。 

５ 新株予約権発行後に割当対象者が当社又は当社のグループ事業会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪

失した場合及び当社の大株主の構成に重大な変更が生じた場合には、上記３及び４の定めにかかわらず、下

記８記載の「新株予約権割当契約」に定めるところにより、新株予約権の行使につき別に取り扱うことがで

きるものとします。 

６ 新株予約権発行後、新株予約権を喪失することなく割当対象者が死亡した場合には、その相続人による新株

予約権の行使を認めますが、行使可能な新株予約権の個数、行使可能な期間その他の新株予約権の行使の条

件については、下記８記載の「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとします。 

７ 新株予約権発行後、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、又は株式交換若しくは株式移転を

行う場合、その他調整の必要が生じた場合は、合理的な範囲で、但し割当対象者に追加の実質的な経済的利

益を与えることなく、新株予約権の目的となる株式数、権利行使価額、権利行使期間その他について必要と

認める調整を行い、権利行使を制限し、又は未行使の新株予約権を失効させることができるものとします。

８ 上記の他、割当対象者が当社又は当社のグループ事業会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場

合の行使可能な新株予約権の個数、行使可能な期間等、新株予約権の喪失事由その他の新株予約権の行使の

条件及び細目については、2002年６月18日開催の当社取締役会決議及び2002年７月８日開催の当社臨時株主

総会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるもの

とします。 

  



② 商法等の一部を改正する法律(2001年法律第128号)による改正前の商法(以下「旧商法」という)第

280条ノ19の規定に基づくストックオプションの内容等は次のとおりであります。 

  

2001年５月１日開催の臨時株主総会の特別決議によるもの 

  

 
(注) １ 株主総会において新株引受権の付与決議がなされたもののうち、実際に当社と被付与者との間で付与契約が

締結され、かつ当該付与契約上、取得者が権利を喪失していない新株引受権の目的となる株式の数を記載し

ております。 

２ 新株引受権発行後に当社が株式の分割若しくは併合を行う場合、又はその他の事由により調整の必要が生じ

た場合には、新株引受権の目的となる株式の数及び権利行使価額は調整され、それに伴い価格は変動しま

す。 

  

※新株引受権行使の条件 

１ 被付与者は、新規株式公開の場合に限り、新株引受権を行使することができます。 

２ 新株引受権の譲渡、質入れ及び一切の処分は認めないものとします。 

３ 被付与者(但し、非管理職を除く)は、2001年９月12日以降、新株引受権の行使が可能となるものとし、以下

の区分に従って、付与された新株引受権の一部又は全部を行使することができます。なお、以下の計算の結

果、行使可能な株式数が１株に満たない端数がある場合には、１株に切り上げた数とします。 

(ア) 2001年９月12日から2002年９月11日までは、付与株式数の４分の１について、行使することができま

す。 

(イ) 2002年９月12日から2003年９月11日までは、付与株式数の４分の２について、行使することができま

す。 

(ウ) 2003年９月12日から2004年９月11日までは、付与株式数の４分の３について、行使することができま

す。 

(エ) 2004年９月12日から2010年８月23日までは、付与株式数のすべてについて、行使することができま

す。 

４ 被付与者のうち非管理職については、2002年９月12日以降、新株引受権の行使が可能となるものとし、同日

以降、2010年８月23日まで、付与された新株引受権の一部又は全部を行使することができます。 

５ 上記３及び４の定めにかかわらず、被付与者のうち、新株引受権付与時点において、当社又は当社のグルー

プ事業会社の役員若しくは従業員の地位を退任若しくは退職している認定支援者で当社が特に指定した者に

ついては、会社の新規株式公開の日又は2001年９月12日のいずれか後に到来する日から２年間に限り、付与

された新株引受権の全部又は一部を行使することができます。 

６ 新株引受権付与後、被付与者が、当社又は当社のグループ事業会社の役員若しくは従業員の地位を喪失した

場合及び当社の大株主の構成に重大な変更が生じた場合には上記３及び４の定めに拘らず、下記８記載の

「新株引受権付与契約」に定めるところにより、新株引受権の行使につき別に取り扱うことができるものと

します。 

７ 新株引受権付与後、新株引受権を喪失することなく被付与者が死亡した場合には、その相続人による新株予

約権の行使を認めますが、権利行使可能な株式数、権利行使可能な期間その他の権利行使の条件について

は、下記８記載の「新株引受権付与契約」に定めるところによるものとします。 

８ 上記の他、被付与者が当社又は当社のグループ事業会社の役員又は従業員の地位を喪失した場合の権利行使

可能な株式数及び権利行使可能な期間等、新株引受権の喪失事由その他の新株引受権の行使の条件及び細目

については、2001年４月27日開催の取締役会決議及び2001年５月１日開催の当社臨時株主総会決議に基づ

き、当社と当社取締役、従業員又は認定支援者との間で締結する「新株引受権付与契約」に定めるところに

よります。 

９ 新株引受権付与後、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、又は株式交換若しくは株式移転を

区分
最近事業年度末現在
(2005年12月31日)

提出日の前月末現在 
(2006年２月28日)

新株引受権の数 ― ―

新株引受権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株引受権の目的となる株式の数(株)(注)１,２ 89,088 87,337

新株引受権の行使時の払込金額(注)２ 80,000円 同左

新株引受権の行使期間
自 2001年９月12日
至 2010年８月23日

同左

新株引受権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(注)２

発行価格  80,000円
資本組入額 40,000円

同左

新株引受権の行使の条件 ※ 同左

新株引受権の譲渡に関する事項 譲渡することはできない。 同左



行う場合、その他調整の必要が生じた場合は、合理的な範囲で、但し被付与者に追加の実質的な経済的利益を与

えることなく、新株引受権の付与株式数、発行価額、行使期間その他について必要と認める調整を行い、ま

た権利行使を制限し、未行使の新株引受権を失効させることができるものとします。 

  

2000年８月23日開催の臨時株主総会の特別決議によるもの 

  

 
(注) １ 株主総会において新株引受権の付与決議がなされたもののうち、実際に当社と被付与者との間で付与契約が

締結され、かつ当該付与契約上、取得者が権利を喪失していない新株引受権の目的となる株式の数を記載し

ております。 

２ 2000年８月23日開催の臨時株主総会の特別決議は、2000年９月19日の臨時株主総会の特別決議により、一部

変更されております。 

  

※新株引受権行使の条件 

１ 被付与者は、新規株式公開の場合に限り、新株引受権を行使することができます。 

２ 新株引受権の譲渡、質入れ及び一切の処分は認めないものとします。 

３ 被付与者(但し、非管理職を除く)は、2001年９月12日以降、新株引受権の行使が可能となるものとし、以下

の区分に従って、付与された新株引受権の一部又は全部を行使することができます。なお、以下の計算の結

果、行使可能な株式数が１株に満たない端数がある場合には、１株に切り上げた数とします。 

(ア) 2001年９月12日から2002年９月11日までは、付与株式数の４分の１について、行使することができま

す。 

(イ) 2002年９月12日から2003年９月11日までは、付与株式数の４分の２について、行使することができま

す。 

(ウ) 2003年９月12日から2004年９月11日までは、付与株式数の４分の３について、行使することができま

す。 

(エ) 2004年９月12日から2010年８月23日までは、付与株式数のすべてについて、行使することができる。

４ 被付与者のうち非管理職については、2002年９月12日以降、新株引受権の行使が可能となるものとし、同日

以降、2010年８月23日まで、付与された新株引受権の一部又は全部を行使することができます。 

５ 新株引受権付与後、被付与者が、当社又は当社のグループ事業会社の役員若しくは従業員の地位を喪失した

場合及び当社の大株主の構成に重大な変更が生じた場合には上記３及び４の定めに拘らず、下記７記載の

「新株引受権付与契約」に定めるところにより、新株引受権の行使につき別に取り扱うことができるものと

します。 

６ 新株引受権付与後、新株引受権を喪失することなく被付与者が死亡した場合には、その相続人による新株引

受権の行使を認めますが、権利行使可能な株式数、権利行使可能な期間その他の権利行使の条件について

は、下記７記載の「新株引受権付与契約」に定めるところによるものとします。 

７ 上記の他、被付与者が当社又は当社のグループ事業会社の役員若しくは従業員の地位を喪失した場合の権利

行使可能な株式数及び権利行使可能な期間等、新株引受権の喪失事由その他の新株引受権の行使の条件及び

細目については、2000年８月23日開催の当社臨時株主総会決議及び同日開催の当社取締役会決議に基づき、

当社と当社取締役、従業員又は認定支援者との間で締結する「新株引受権付与契約」に定めるところにより

ます。 

８ 新株引受権付与後、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、又は株式交換若しくは株式移転を

行う場合、その他調整の必要が生じた場合は、合理的な範囲で、但し被付与者に追加の実質的な経済的利益

を与えることなく、新株引受権の付与株式数、発行価額、行使期間その他について必要と認める調整を行

区分
最近事業年度末現在
(2005年12月31日)

提出日の前月末現在 
(2006年２月28日)

新株引受権の数 ― ―

新株引受権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株引受権の目的となる株式の数(株)(注)１ 2,088 2,088

新株引受権の行使時の払込金額 92,000円 同左

新株引受権の行使期間
自 2000年９月11日
至 2010年８月23日

同左

新株引受権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  92,000円
資本組入額 46,000円

同左

新株引受権の行使の条件 ※ 同左

新株引受権の譲渡に関する事項 譲渡することはできない。 同左



い、また権利行使を制限し、未行使の新株引受権を失効させることができるものとします。 

  



(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
  

 

年月日
発行済株式
総数増減数 
(株)

発行済株式 
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 
(百万円)

2003年５月16日(注)１ 750,250 4,684,535.74 16,130 63,133 16,130 17,768

2004年８月６日(注)２ 461,539 5,146,074.74 15,000 78,133 15,000 32,768

2005年３月22日(注)３ 1,091,500 6,237,574.74 32,472 110,605 50,482 83,250

2005年４月20日(注)４ 114,608 ― 3,410 ― 5,301 ―

2005年３月23日～ 
2005年12月31日  
       (注)５

11,658 6,363,840.74 466 114,481 466 89,017

(注)１ 有償第三者割当(現物出資) 発行価格 43,000円

資本組入額 21,500円

(注)２ 有償第三者割当 発行価格 65,000円

資本組入額 32,500円

(注)３ 上場に伴う公募増資及び海外募集 発行価格 80,000円

発行価額 59,500円

引受価額 76,000円

資本組入額 29,750円

(注)４ グリーンシューオプション行使による増加 発行価格 76,000円

発行価額 59,500円

資本組入額 29,750円

(注)５ ストックオプション行使による増加 発行価格 80,000円

資本組入額 40,000円

  ６ 2006年１月１日から2006年２月28日までの間にストックオプション(新株予約権

及び新株引受権）の行使により、発行済み株式総数1,631株、資本金65百万円及

び資本準備金65百万円が増加しております。

 



(4) 【所有者別状況】 

(2005年12月31日現在) 

 
（注）１ 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式40株を含めております。 

  ２ 自己株式0.68株は「端株の状況」に含めて記載しております。 

区分

株式の状況

端株の
状況 
(株)

政府及び 
地方公共 
団体

金融機関 証券会社
その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数 
(人)

― 36 14 182 141 9 19,064 19,446 ―

所有株式数 
(株)

― 193,433 7,342 162,602 5,893,353 60 107,050 6,363,840 0.74

所有株式数 
の割合(％)

― 3.0 0.1 2.6 92.6 0.0 1.7 100.0 ―



(5) 【大株主の状況】 

(2005年12月31日現在) 

 
(注)１ 2006年３月２日付で、スミショウ/エルエムアイ・スーパー・メディア・エルエルシー（LMI/Sumisho Super 

Media, LLC）から、商号を「住商/エルジーアイ・スーパー・メディア・エルエルシー（LGI/Sumisho Super 

Media, LLC）」へ変更する旨の大量保有報告書が関東財務局に提出されております。 

２ 日本マスタートラスト信託銀行株式会社が所有する株式は、すべて信託業務にかかる株式であります。 

３ 2005年10月14日付で、アーチザン・パートナーズ・リミテッド・パートナーシップ（Artisan Partners 

Limited Partnership）から、323,316株（当期末議決権比率5.08％）を所有している旨の大量保有報告書が関

東財務局に提出されておりますが、当社として当期末現在の実質所有株式数の確認ができませんので、上記

「大株主の状況」では考慮しておりません。 

４ 前事業年度末現在では主要株主であった住友商事株式会社は、当事業年度末では主要株主ではなくなっており

ます。 

５ 前事業年度末現在では主要株主であったマイクロソフト ホールディングス ファイブ、インクは、当事業年

度末では主要株主ではなくなっております。 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(株)

発行済株式総数に
対する所有 

株式数の割合(％)

スミショウ／エルエムアイ スーパーメ
ディア・エルエルシー（注）１

12300 Liberty Boulevard, Englewood, 
CO 80112 U.S.A. 3,987,238.00 62.65

ステート ストリート バンク アンド ト
ラスト カンパニー(常任代理人 株
式会社みずほコーポレート銀行 兜
町証券決済業務室)

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 
02101 U.S.A(東京都中央区日本橋兜町
6番7号) 364,731.00 5.73

ステート ストリート バンク アンド ト
ラスト カンパニー 505025
(常任代理人 株式会社みずほコーポ
レート銀行 兜町証券決済業務室)

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 
02101 U.S.A 
(東京都中央区日本橋兜町6番7号) 204,718.00 3.22

ゴールドマン・サックス・インターナショ
ナル（常任代理人 ゴールドマン・サッ
クス証券会社東京支店）

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB, U.K.
(東京都港区六本木6丁目10番1号六本
木ヒルズ森タワー)

187,062.00 2.94

ドイチェ バンク アーゲー ロンドン
ピービー ファーム アカウント 614（常
任代理人 ドイツ証券株式会社）

WINCHESTER HOUSE 1 GREAT WINCHESTER 
STREET LONDON EC2N 2DB, U.K. 
（東京都千代田区永田町2丁目11番1号
山王パークタワー）

121,957.00 1.92

インベスターズ バンク（常任代理人
スタンダードチャータード銀行）

200 CLARENDON STREET P.O. BOX 9130 
BOSTON, MA 02117-9130 
（東京都千代田区永田町2-11-1山王パ
ークタワー21階）

112,584.00 1.77

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託
口）（注）２

東京都港区浜松町2丁目11-3
96,981.00 1.52

マイクロソフト ホールディングス ファイ
ブ、インク(常任代理人 平野 高志)

6800 Sierra Parkway,Reno,NV,USA
(東京都渋谷区代々木2丁目2-1 マイ
クロソフト株式会社)

92,652.06 1.46

松下電器産業㈱ 大阪府門真市大字門真1006 78,694.00 1.24

三井物産㈱ 東京都千代田区大手町1-2-1 78,694.00 1.24

計 ― 5,325,311.06 83.69



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

(2005年12月31日現在) 

 
(注）１ 「完全議決権株式（その他）」の欄には証券保管振替機構名義の株式が40株含まれております。  

２ 「議決権の数」の欄には、証券保管振替機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数40個が含まれており 

ます。  

  

② 【自己株式等】 

(2005年12月31日現在) 

 
  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 
(注）１・２

普通株式
6,363,840.00 6,363,840

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準的な株式

端株 
普通株式

0.74
― 同上

発行済株式総数 6,363,840.74 ― ―

総株主の議決権 ― 6,363,840 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 
(株)

所有株式数
の合計 
(株)

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

㈱ジュピターテレコム
東京都港区芝大門一丁目
１番30号

― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―



(7) 【ストックオプション制度の内容】 

① 2006年３月28日開催の株主総会決議によるもの 

2006年３月28日開催の当社株主総会決議に基づき、当社の取締役（専ら当社の業務執行に従事して

いる者に限る）、監査役（非常勤を除く）及び業務執行上で中枢的な役割を担う重要な役職者であっ

て取締役会で特に指定する者に対し、株式報酬型ストックオプションとして、新株予約権を割り当て

る制度を制定いたしました。 

  

 

（注）１ 新株予約権１個当たりの目的たる株式の数（以下、「付与株式数」という。）は、１株とする。 

ただし、新株予約権を発行する日（以下、「発行日」という。）以降、当社が当社普通株式の分割又は併

合を行う場合には、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。また、この調

整は当該時点で行使される新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整により１株未満の端

数が生じた場合は、これを切り捨てる。調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率ま

た、当社が他社と新設合併若しくは吸収合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若

しくは吸収分割を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生

じたときは、合併又は会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとす

る。 

２ ① 新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び業務執行上で中枢的な役割を担う重要な役職の地位を、 

  解任等の事由以外で喪失した場合、新株予約権の行使可能期間を超えない範囲で、当該喪失日の翌日 

  （以下、「権利行使開始日」という。）から２年間に限り新株予約権を行使することができる。  

② 新株予約権者は、上記①にかかわらず、以下のア）イ）に定める事由が生じた場合には、それぞれに

定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 

ア）2024年３月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、2024年４月 

  １日より新株予約権を行使できるものとする。 

イ）当社が消滅会社となる合併で存続会社となる会社が本新株予約権に係る義務を承継する旨の定め 

  のない合併契約書の議案、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転で完全親会社となる会 

  社が本新株予約権に係る義務を承継する旨の定めのない議案につき当社株主総会で承認された場 

  合には、当該承認日の翌日から15日間行使できるものとする。  

③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

決議年月日 2006年３月28日株主総会決議

付与対象者の区分 当社取締役、監査役、当社従業員

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数
500個を上限とする。なお、（注）１により付与株式数（以下に定義す
る。）が調整される場合には、当該調整後の付与株式数に発行する新株
予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。 

新株予約権の行使時の払込金額
各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の
行使により発行又は移転する株式１株当たりの払込金額を１円とし、こ
れに付与株式数を乗じた金額とする。

新株予約権の行使期間
2006年４月１日から2026年３月31日までの期間内で当社取締役会におい
て決定する。

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。



② 2004年７月９日開催の臨時株主総会決議によるもの 

2004年６月24日及び同年７月９日開催の当社取締役会決議並びに2004年７月９日開催の当社臨時株

主総会の特別決議に基づく当社ストックオプション制度に従って、当社が当社の取締役及び従業員、

当社の子会社、関連会社及び経営を支援している会社の取締役、監査役及び従業員に対して新株予約

権を割り当てました。 

  

 
  

③ 2003年10月３日開催の臨時株主総会決議によるもの 

2003年９月18日開催の当社取締役会決議及び2003年10月３日開催の当社臨時株主総会の特別決議に

基づく当社ストックオプション制度に従って、当社が当社の取締役、監査役及び従業員並びに当社の

子会社及び関連会社の取締役、監査役及び従業員に対して新株予約権を割り当てました。 

  

 
  

決議年月日 2004年７月９日臨時株主総会決議

付与対象者の区分及び人数
当社取締役２名、当社従業員248名、当社の子会社、関連会社及び経営
を支援している会社の取締役、監査役及び従業員305名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

決議年月日 2003年10月３日臨時株主総会決議

付与対象者の区分及び人数
当社取締役５名、当社監査役１名、当社従業員465名、当社の子会社及
び関連会社の取締役、監査役及び従業員134名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上



④ 2002年７月８日開催の臨時株主総会決議によるもの 

2002年６月18日開催の当社取締役会決議及び2002年７月８日開催の当社臨時株主総会の特別決議に

基づく当社ストックオプション制度に従って、当社が当社の取締役、監査役及び従業員並びに当社の

子会社及び関連会社の取締役、監査役及び従業員に対して新株予約権を割り当てました。 

  

 
  

⑤ 2001年５月１日開催の臨時株主総会決議によるもの 

2001年４月27日開催の当社取締役会決議及び2001年５月１日開催の当社臨時株主総会の特別決議に

基づき、当社は旧商法第280条ノ19及び新事業創出促進法の規定により新株引受権を付与いたしまし

た。 

  

 
  

決議年月日 2002年７月８日臨時株主総会決議

付与対象者の区分及び人数
当社取締役１名、当社監査役２名、当社従業員499名、当社の子会社及
び関連会社の取締役、監査役及び従業員246名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

決議年月日 2001年５月１日臨時株主総会決議

付与対象者の区分及び人数

2001年５月１日開催の当社臨時株主総会の特別決議に基づく新株引受権
にかかる権利付与日において当社に在任又は在職する当社の取締役12
名、従業員461名、及び新事業創出促進法第11条ノ５第２項に定める当
社認定支援者1,397名。但し、付与対象者のうち、2000年８月23日開催
の当社臨時株主総会の特別決議に基づき商法第280条ノ19及び新事業創
出促進法第11条ノ５第２項に定める新株引受権を付与された者について
は、当社の求めに従って、所定の期間内に当該新株引受権全てにつき放
棄を行ったことを条件とします。

新株引受権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株引受権の行使時の払込金額 同上

新株引受権の行使期間 同上

新株引受権の行使の条件 同上

新株引受権の譲渡に関する事項 同上



⑥ 2000年８月23日開催の臨時株主総会決議によるもの 

2000年８月23日開催の当社臨時株主総会の特別決議及び同日開催の当社取締役会決議並びに2000年

９月19日開催の当社臨時株主総会の特別決議及び同日開催の当社取締役会決議に基づき、当社は旧商

法第280条ノ19及び新事業創出促進法の規定により新株引受権を付与いたしました。 

  

 
  

２ 【自己株式の取得等の状況】 

(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

該当事項はありません。 

  

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状

況】 

① 【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

該当事項はありません。 

  

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

該当事項はありません。 

  

決議年月日 2000年８月23日臨時株主総会決議

付与対象者の区分及び人数

2000年８月23日開催の当社臨時株主総会終結時に在任又は在籍する当社
の取締役７名、従業員378名、2000年９月１日付けで新たに当社の取締
役として就任した者６名及び同日付で新たに当社の従業員として入社し
た者６名並びに新事業創出促進法第11条の５第２項に定める当社認定支
援者1,505名

新株引受権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株引受権の行使時の払込金額 同上

新株引受権の行使期間 同上

新株引受権の行使の条件 同上

新株引受権の譲渡に関する事項 同上



３【配当政策】 

当社は、株主に対する利益還元は経営の重要課題であるとの認識のもと、将来の成長・企業価値向上に

向けた事業展開が可能となる財務体質の維持・強化を図りつつ、長期的な視点から適切な利益還元策を検

討してまいります。 

  

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

 
(注) 株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

当社株式は、2005年３月23日にジャスダック証券取引所に上場されております。それ以前については、該当事

項はありません。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

  

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期

決算年月 2001年12月 2002年12月 2003年12月 2004年12月 2005年12月

最高(円) ─ ─ ─ ─ 106,000

最低(円) ─ ─ ─ ─ 79,100

月別 2005年７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 98,600 102,000 101,000 106,000 99,700 99,600

最低(円) 88,100 89,800 91,000 93,000 91,600 91,200



５ 【役員の状況】 

  

 
  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有する当社
株式数(株）

取締役社長

代表取締役
最高経営責任者 森 泉 知 行 1948年１月３日生

1970年４月 住友商事㈱入社

114

1993年１月 米国住友商事会社 SCOA投資事業部

1995年１月 米国住友商事会社 Phoenixcor Inc.

会長

1996年10月 ジュピター・ショップチャンネル㈱

代表取締役

2000年２月 ㈱ジュピター・プログラミング 

代表取締役

ジュピターサテライト放送㈱ 

代表取締役

2000年４月 住友商事㈱理事

2003年１月 当社社長付

2003年３月 当社代表取締役 

社長就任(現在)

取締役副社長

代表取締役
最高執行責任者

グレゴリー・ 
アームストロング

1946年９月27日生

1971年１月 Viacom Cablevision of SF入社

―

1994年８月 Tele-Communications 

International,Inc. 

Senior Vice President of Cable  

Operations

1998年１月 Liberty Media International,  

Inc.Managing Director, Latin  

America

2000年９月 On Command Corporation 

Executive Vice President and  

Chief Operating Officer

2002年１月 当社代表取締役 

副社長就任(現在)

取締役副社長 福 田 峰 夫 1951年11月4日生

1975年4月 ㈱日本リクルートセンター入社

―

1991年6月 同社 取締役

1999年6月 同社 常務取締役

2001年6月 ㈱角川書店 常務取締役

2002年6月 同社 代表取締役社長

2003年4月 ㈱角川ホールディングス 

専務取締役(現在）

2006年3月 当社取締役副社長就任(現在）

常務取締役 最高財務責任者 春 山 昭 彦 1955年９月12日生

1979年４月 伊藤忠商事㈱入社

24

1990年７月 ㈱日本長期信用銀行入行

1999年４月 ㈱NTTドコモ入社

2001年２月 ㈱キャスティ入社

2002年１月 同社代表取締役社長

2003年11月 当社チーフフィナンシャル 

オフィサー

2004年３月 当社常務取締役就任(現在)

取締役
マーケティング 

担当

マイケル・ 

ロジャー
1957年５月17日生

1981年１月 United Cable Television入社

―

1995年３月 Tele-Communications  

International, Inc.入社

1998年７月 AT&T Broadband入社 VP,  

Marketing Contorol Division

2000年７月 Liberty Media International,  

Inc.入社

当社デジタルプロジェクト担当部長

2004年９月 当社取締役就任(現在)



 
  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有する当社
株式数(株） 

取締役

技術本部長 
兼 

情報システム 
本部長

山 口 舜 三 1946年９月４日生

1970年４月 住友商事㈱入社

48

1994年６月 同社メディア事業本部ケーブルテレ

ビ事業部長付

1997年11月 当社技術部長

1998年４月 当社ネットワーク技術部長

2000年12月 当社技術統轄部長

2004年10月 当社取締役就任(現在)

2006年１月 当社技術本部長兼情報システム本部

長(現在)

取締役 商品戦略本部長 加 藤   徹 1964年２月12日生

1988年４月 住友商事㈱入社

48

1995年４月 同社映像メディア事業部事業企画チ

ーム長

1997年３月 ㈱ジュピター・プログラミング経営

企画室長

2000年４月 ソフトバンク・ブロードメディア㈱

執行役員経営企画本部長

2003年９月 当社事業開発部長

2004年４月 当社事業開発統轄部長兼事業開発部

長

2005年３月 当社取締役就任(現在)

2005年11月 当社商品戦略統轄部長兼商品企画開

発部長

2006年１月 当社商品戦略本部長(現在)

取締役 吉 井 伸 吾 1947年８月23日生

1971年４月 住友商事㈱入社

―

1995年８月 同社名古屋支社機電部長

2000年４月 同社理事 メディア事業本部副本部

長 情報産業業務部長兼 

情報通信第一事業部長

2002年４月 同社理事 メディア事業本部長

2003年３月 当社取締役就任(現在)

2003年４月 住友商事㈱執行役員 メディア事業

本部長 ケーブルテレビ事業部長

2003年10月 同社執行役員 メディア事業本部長

2005年４月 同社 常務執行役員・情報産業事業

部門長

2005年６月 同社代表取締役 常務執行役員・情

報産業事業部門長(現在)

取締役 森 元 晴 一 1957年１月４日生

1981年４月 住友商事㈱入社

―

1998年10月 同社メディア事業本部情報通信第一

事業部長付 住商テレメイト㈱

2001年４月 同社ネットワーク事業本部ネットワ

ークシステム部長付 エスシー・コ

ムテクス㈱

2003年４月 同社メディア事業本部ケーブルテレ

ビ事業部次長

2003年10月 同社メディア事業本部ケーブルテレ

ビ事業部長(現在)

2005年３月 当社取締役就任(現在)

取締役 御子神 大介 1959年7月7日生

1983年４月 住友商事㈱入社

―

1999年４月 同社 エレクトロニクス本部情報電

子部長付

2001年４月 エスシー・コムテクス㈱取締役通信

システム事業部長

2004年４月 住商エレクトロニクス㈱ネットワー

クマネージメント事業部長

2005年８月 住商情報システム㈱SSEカンパニー

ネットワークマネジメント事業部長

2005年11月 住友商事㈱メディア事業本部ケーブ

ルテレビ事業部次長

2006年３月 当社取締役就任(現在)



役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有する当社
株式数(株)

取締役
ミランダ・ 
カーチス

1955年11月26日生

1992年５月 Tele-Communications  

International, Inc.入社

―

1995年１月 当社取締役就任(現在)

1996年９月 Tele-Communications 

International,  Inc.  Executive 

Vice President

1999年２月 Liberty Media International,  

Inc. President

2004年６月 同社 Senior Vice President and  

President Asia Region

2005年６月 Liberty Global, Inc. 

President, Liberty Global Japan

(現在)

取締役
グラハム・ 
ホリス

1952年１月９日生

1994年７月 Tele-Communications  

International, Inc.入社

―

1995年５月 同社  Executive  Vice  President 

and Chief Financial Officer

1998年３月 当社監査役

2000年９月 当社取締役就任(現在)

2004年６月 Liberty Media International,  

Inc. Senior Vice President and  

Treasurer

2005年６月 Liberty Global, Inc. 

Executive  Vice  President  and 

Chief Operating Officer, Liberty 

Global Japan(現在)

取締役 西 村 泰 重 1935年10月25日生

1959年４月 住友商事㈱入社

―

1995年１月 当社代表取締役社長

1998年３月 当社顧問

1998年11月 Liberty Media Corporaiton. 

在日顧問

2000年９月 当社取締役就任(現在)

2004年２月 ㈱メディアッティ・コミュニケーシ

ョンズ代表取締役(現在)

2004年６月 Liberty Media International,  

Inc.在日顧問

2005年６月 Liberty Global, Inc. 

Executive Advisor, Japan, 

Liberty Global Japan(現在)



  

 
(注)１ 吉井 伸吾氏、森元 晴一氏、御子神 大介氏、ミランダ・カーチス氏、グラハム・ホリス氏は、商法第188

条第２項第７号ノ２に定める社外取締役であります。 

２ 監査役 林 正俊氏、マイケル・エリクソン氏は「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18

条第１項に定める社外監査役であります。 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有する当社 

株式数(株)

常勤 

監査役
青 木 二 仁 1947年３月13日生

1970年５月 住友商事㈱入社

―

1998年12月 同社ケーブルテレビ事業部長

1999年３月 当社取締役

1999年４月 住友商事㈱ケーブルテレビ・衛星事

業部長

2001年４月 同社理事 メディア事業本部副本部

長 ケーブルテレビ・衛星事業部長

2002年４月 同社理事 情報産業事業部門長付

2005年３月 当社監査役就任(現在)

監査役 林   正 俊 1956年１月20日生

1978年４月 住友商事㈱入社

―

1996年７月 同社メディア事業本部長付

2000年５月 同社情報産業業務部長付

2001年４月 同社情報産業総括部長付

2002年４月 同社メディア事業本部映像メディア

事業部長

2003年３月 同社情報産業総括部長

当社監査役就任(現在)

2005年４月 住友商事㈱理事 情報産業総括部長

(現在)

監査役
ジョン・ 

サンドバル
1969年９月27日生

1992年９月 KPMG LLP入所

―

1997年６月 同所Senior Manager

2001年１月 Liberty Media International,  

Inc.入社 

当社財務会計部長

2004年７月 Liberty Media International,  

Inc. Vice President

2004年９月 当社監査役就任(現在)

2005年６月 Liberty Global, Inc. 

Vice President, Finance, Liberty 

Global Japan(現在)

監査役
マイケル・ 

エリクソン
1966年４月９日生

1988年９月 KPMG LLP入所

―

1995年９月 CareerTrack,Inc.Director of 

Accounting and Finance

1996年９月 Liberty Media International, 

Inc. Director of Finance

1997年12月 同社Vice President and 

Controller 

2001年４月 Liberty Media Corporation Vice 

President,Investor Relations

2005年８月 Liberty Global, Inc. Senior Vice 

President 

Operations and Development 

Liberty Global Japan(現在）

2006年３月 当社監査役就任(現在)

計 234株



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1)コーポレートガバナンスに対する基本的な考え方 

 当社は、経営の効率性の向上と健全性の維持及びこれらを達成するための経営の透明性の確保がコー

ポレートガバナンスの基本であると考えております。そして当社に最も相応しい経営体制の構築を目指

し、「株主、顧客、従業員、社会に対する中長期的な企業価値の最大化」を図るべく、コーポレートガ

バナンスを強化しております。 

(2)コーポレートガバナンスに関する施策の実施状況 

(取締役・監査役制度を軸とした経営の意思決定と監督機能) 

①取締役会の状況 

 取締役会は社外取締役５名を含む取締役13名（本報告書提出日現在）で構成され、会社の経営方針、

経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定、並びに当社

及び子会社の業務執行の監督を行っております。また、取締役の任期を就任後１年としており、事業環

境の変化に迅速に対応できる経営体制を図っております。 

②監査体制の状況 

 監査役会は、社外監査役２名を含む４名（本報告書提出日現在）で構成され、１名が常勤でありま

す。各監査役は、監査役会が作成した監査計画にしたがって、業務活動の全般にわたり、方針、計画、

手続の妥当性や業務実施の有効性、法令等の遵守状況等につき、取締役会その他重要な会議への出席、

重要な書類の閲覧、子会社の調査等を通じた監査を行い、これらを監査役会に報告しております。さら

に、会計監査人から随時監査に関する報告及び説明を受け、かつ計算書類及び付属明細書についても検

討を加えております。 

③その他 

 当社及び連結子会社並びに運営会社である持分法適用関連会社２社（以上を当「第４ 提出会社の状

況 ６ コーポレート・ガバナンスの状況」では「グループ各社」とする）の業績管理を含む経営上の

重要事項につき討議し、臨時取締役会開催の進言を含め、社長以下、取締役の業務の適切な遂行への助

言を行うことを目的に、常勤取締役と本部長をメンバーとした経営会議を設置し、迅速かつ適切な意思

決定に資する体制となっております。 

  

(内部管理体制の整備・運用状況) 

①内部監査の組織・体制 

 内部監査組織としては、社長直属の検査部を設置し、グループ各社の内部監査に当たっております。

検査部では約10名の陣容にて、監査計画に基づき全ての社内組織及びグループ各社の監査を少なくとも

２年に１回実施しております。また監査の結果について、社長に監査報告書を提出するとともに、被監

査部門における監査指摘事項の改善状況を原則として３ヶ月ごとにトレースしております。 

 検査部と監査役は独立した関係にありますが、監査の結果については監査役監査に資するよう常勤監

査役に報告する等、緊密な連絡を図っております。 



②インターナルコントロール委員会     

 当社は米国ナスダック市場の上場会社であるLGIの連結子会社として、2006年度より米国企業改革法

（サーベンス・オックスレー法）の対応を求められることとなったため、2005年５月に管理担当副社長

を委員長とするインターナルコントロール委員会と委員会の下で具体的な企画・実行を担うインターナ

ルコントロールプロジェクト室を設置し、サーベンス・オックスレー法対応を中心とした内部統制体制

強化・推進の取り組みを行っております。 

③コンプライアンス体制の整備 

 当社では、全社的なコンプライアンス体制の強化・推進を目的に、管理本部長を委員長とするコンプ

ライアンス委員会を設置しております。2005年８月には、コンプライアンス・マニュアルを全面改訂

し、グループ各社の正社員及び契約社員に配布し、管理職研修等の際にコンプライアンス研修を行って

おります。 

 また、コンプライアンスの観点から問題が生じた場合で、何らかの事情で通常での職制ラインでの処

理・報告が困難であるときに備えて、問題に気づいた者が直接コンプライアンス委員会あるいは外部の

弁護士に情報連絡できる制度である「スピークアップ制度」を2005年５月からグループ各社で順次導入

しております。 

④情報管理及びリスク管理体制の整備 

 当社では、定期的に、管理担当副社長を委員長とする情報セキュリティ委員会を開催し、情報セキュ

リティの強化施策を推進し、全システムのセキュリティ・ホール対策を講じております。また、個人情

報保護の取り組みとしては、2005年４月施行の個人情報保護法遵守の観点から、ほぼ全てのグループ各

社にて財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)のプライバシーマーク認定取得を完了しております。リ

スク管理体制としては、放送・通信サービスの安定した供給を目的とし、障害発生時には迅速に対応で

きるよう、グループ各社のネットワーク状況を24時間監視する体制を構築しております。 

(3)役員報酬の内容 

 2005年度に支払った役員報酬は、取締役のうち８名に対し、413百万円(全ての社外取締役を含む残り

の取締役に対する支払いはない)、監査役２名に対し22百万円の総額435百万円(全ての社外監査役を含

む残りの監査役に対する支払いはない)であります。 

(4)社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係 

当社の社外取締役のうち１名はその他の関係会社の代表取締役であります。関係会社との取引につい

ては、「第５ 経理の状況 連結財務諸表注記 ６ 関係会社取引」をご参照ください。その他の社外

取締役及び社外監査役と当社の間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありませ

ん。 

(5)監査報酬の内容 

 2005年度における当社の会計監査人であるあずさ監査法人に対する報酬は次のとおりであります。 

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬  114百万円 

上記以外の報酬                      56百万円 

 なお、当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、河合利治と岩出博男であり、あずさ監査法人に

所属しております。当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士２名、会計士補５名、その他５名

であります。 

  



第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(１) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省

令第28号。以下「連結財務諸表規則」という)第87条の規定により、米国において一般に公正妥当と

認められている会計基準による用語、様式及び作成方法に基づいて作成しております。本報告書の連

結財務諸表等の金額の表示は、百万円未満を四捨五入して記載しております。 

  

(２) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59

号。以下「財務諸表等規則」という)に基づいて作成しております。 

  

(３) 当社の連結財務諸表及び財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、従来、千円単位で記載

しておりましたが、当連結会計年度及び当事業年度より百万円単位で記載することに変更いたしまし

た。 

なお、比較を容易にするために、前連結会計年度及び前事業年度についても百万円単位で組み替え

表示しております。 

  

  

２ 監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度(2004年１月１日から2004年12

月31日まで)及び当連結会計年度(2005年１月１日から2005年12月31日まで)の連結財務諸表ならびに前事

業年度(2004年１月１日から2004年12月31日まで)及び当事業年度(2005年１月１日から2005年12月31日ま

で)の財務諸表について、あずさ監査法人により監査を受けております。 

  

  



１【連結財務諸表等】 

 (1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  

 
  

前連結会計年度
(2004年12月31日)

当連結会計年度 
(2005年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

流動資産：

 現金及び現金同等物 10,420 35,283

 売掛金 9,069 10,754

 貸倒引当金 △246 △285

 関係会社への貸付金 ※６ 4,030 ―

 前払費用及びその他の流動資産 ※９ 4,099 13,454

   流動資産合計 27,372 6.2 59,206 11.5

投資：

 関連会社への投資 ※４,６ 3,773 5,155

 その他有価証券－取得原価 2,902 2,890

   投資合計 6,675 1.5 8,045 1.6

有形固定資産－取得原価： ※６,８

 土地 1,796 1,796

 伝送システム及び設備 344,208 395,738

 補助設備及び建物 15,964 28,246

361,968 425,780

 控除：減価償却累計額 △108,614 △144,080

   有形固定資産合計 253,354 57.7 281,700 54.5

その他資産：

 営業権－純額 ※３,５ 140,659 150,030

 その他 ※５,９ 11,231 17,476

   その他資産合計 151,890 34.6 167,506 32.4

   資産合計 439,291 100.0 516,457 100.0



 
添付の連結財務諸表注記は上記の連結財務諸表の不可分の一部であります。 

  

前連結会計年度
(2004年12月31日)

当連結会計年度 
(2005年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

流動負債：

 短期借入金 250 2,000

 長期借入金－1年以内返済予定分 ※７,13 5,386 11,508

 キャピタルリース債務－1年以内支払予定分：
※６,
８,13

  関係会社債務 8,237 9,253

  その他 1,292 1,299

 買掛金 17,164 19,855

 未払費用及びその他負債 8,744 10,236

   流動負債合計 41,073 9.3 54,151 10.5

長期借入金 ※７,13

 －1年以内返済予定分控除後： 194,088 133,096

キャピタルリース債務 
  －1年以内支払予定分控除後：

※６,
８,13

 関係会社債務 19,715 25,292

 その他 2,561 2,679

繰延収益 39,111 44,346

退職給付引当金 ※10 2,719 94

連結子会社優先償還株式 ※11 500 500

その他負債 180 1,564

   負債合計 299,947 68.3 261,722 50.7

少数株主持分 974 0.2 3,290 0.6

契約及び偶発債務 ※15

資本： ※12

 資本金－無額面普通株式 78,133 17.8 114,481 22.2

   (授権株式数) (15,000,000) (15,000,000)

   (発行済株式数) (5,146,074.74) (6,363,840.74)

資本剰余金 137,931 31.4 195,219 37.8

利益剰余金 △77,686 △17.7 △58,353 △11.3

その他包括利益(損失)累計額 △8 △0.0 98 0.0

自己株式 ― △0 △0.0

   資本合計 138,370 31.5 251,445 48.7

   負債、少数株主持分及び資本合計 439,291 100.0 516,457 100.0



② 【連結損益計算書】 

 
添付の連結財務諸表注記は上記の連結財務諸表の不可分の一部であります。 

前連結会計年度
(自 2004年１月１日
至 2004年12月31日)

当連結会計年度
(自 2005年１月１日
至 2005年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

営業収益： ※６

 利用料収入 140,826 163,378

 その他 20,520 19,766

161,346 100.0 183,144 100.0

営業費用：

 番組・その他営業費用 ※６ △66,570 △76,133

 販売費及び一般管理費 ※６ △31,527 △36,988

 株式報酬費用 ※２、12 △84 △2,210

 減価償却費 △40,573 △43,338

△138,754 △86.0 △158,669 △86.6

  営業利益 22,592 14.0 24,475 13.4

その他の収益(費用)：

 支払利息－純額：

  関係会社に対するもの ※６ △4,055 △988

  その他 △6,046 △6,715

 その他の収益－純額 37 322

  税金等控除前利益 12,528 7.8 17,094 9.3

持分法投資利益(株式報酬費用2004年度９百
万円、2005年度６百万円を含む)

※12 610 651

少数株主損益 △459 △997

  税引前当期純利益 12,679 7.9 16,748 9.1

法人税等 ※９ △1,858 3,071

  会計原則変更による累積的影響前利益 10,821 6.7 19,819 10.8

会計原則変更による累積的影響額 ※２ － △486

  当期純利益 10,821 6.7 19,333 10.6

１株当たり会計原則変更による累積的影響
前利益

2,221.47円 3,258.96円

希薄化後１株当たり会計原則変更による累
積的影響前利益

2,221.47円 3,248.57円

１株当たり会計原則変更による累積的影響
額

－ △80.02円

希薄化後１株当たり会計原則変更による累
積的影響額

－ △79.76円

１株当たり当期純利益 2,221.47円 3,178.95円

希薄化後１株当たり当期純利益 2,221.47円 3,168.81円

加重平均発行済み普通株式数

  －基本的 4,871,169株 6,081,511株

  －希薄化後 4,871,169株 6,100,971株



③ 【連結資本勘定計算書】 
  

 
  

 
添付の連結財務諸表注記は上記の連結財務諸表の不可分の一部であります。 

  

前連結会計年度
(自 2004年１月１日
至 2004年12月31日)

当連結会計年度
(自 2005年１月１日
至 2005年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 資本金

 1 期首残高 63,133 78,133

 2 株式公開による新株発行 
   (１株59,500円、1,206,108株)

― 35,882

 3 新株予約権の行使による普通株式の発行 
     (１株80,000円、11,658株）

― 466

 4 普通株式の発行 
     （１株65,000円、461,539株）

15,000 ―

 5 期末残高 78,133 114,481

Ⅱ 資本剰余金

 1 期首残高 122,837 137,931

 2 株式公開による新株発行 
      (１株59,500円、1,206,108株)

― 54,606

 3 新株予約権の行使による普通株式発行 
      (１株80,000円、11,658株)

― 466

 4 株式報酬費用  ※２,12 94 2,216

 5 普通株式の発行 
     （１株65,000円、461,539株）

15,000 ―

 6 期末残高 137,931 195,219

Ⅲ 利益剰余金

 1 期首残高 △88,507 △77,686

 2 当期純利益 10,821 19,333

 3 期末残高 △77,686 △58,353

Ⅳ その他包括利益(損失)累計額

 1 期首残高 △695 △8

 2 その他包括利益： 
   キャッシュ・フローヘッジ未実現利益

※13 687 106

 3 期末残高 △8 98

Ⅴ 自己株式

 1 期首残高 ― ―

 2 期中増減額 ― △０

 3 期末残高 ― △０

   資本合計 138,370 251,445

  包括損益

 1 当期純利益 10,821 19,333

 2 その他包括利益 687 106

 3 当期包括利益 11,508 19,439



④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

 
添付の連結財務諸表注記は上記の連結財務諸表の不可分の一部であります。 

  

前連結会計年度
(自 2004年１月１日
至 2004年12月31日)

当連結会計年度
(自 2005年１月１日
至 2005年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 1 当期純利益 10,821 19,333

 2 当期純利益を営業活動による現金の増加(純額）に
   調整するための修正

    減価償却費 40,573 43,338

    持分法投資利益 △610 △651

    少数株主損益 458 997

    株式報酬費用 84 2,210

    繰延税額 46 △5,257

    会計原則変更による累積的影響額 ― 486

    資産・負債の増減(企業結合を除く)：

     売掛金の増加（△） △431 △974

     前払費用の増加（△）又は減少 5 △1,499

     その他資産の減少 2,444 2,810

     買掛金の増加又は減少(△) △1,185 4,955

     未払費用及びその他負債の増加又は減少(△) 40 △335

     退職給付引当金の増加又は減少（△） 648 △2,676

     繰延収益の減少（△） △381 △1,974

計 52,512 60,763

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 1 資本的支出 △31,793 △38,405

 2 新規子会社の取得―取得した現金との純額 ※14 △443 △12,049

 3 関連会社に対する出資及び貸付の増加(△）又は減少 △360 140

 4 拘束性預金の減少 1,773 ―

 5 関係会社への貸付金の増加 △4,030 ―

 6 子会社株式追加取得による支出 ※３ △4,960 △4,905

 7 その他投資活動 △69 △2,011

計 △39,882 △57,230

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 1 株式の発行による収入 30,000 91,420

 2 短期借入金の増加 250 1,750

 3 長期借入金の増加 ※７ 185,302 126,904

 4 長期借入金の元本支払 ※７ △210,098 △187,542

 5 キャピタルリース債務の元本支払 ※８ △11,887 △11,970

 6 その他財務活動 △3,563 768

計 △9,996 21,330

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減―純額 2,634 24,863

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 7,786 10,420

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 10,420 35,283



連結財務諸表注記 

  

１ 会計処理の原則及び手続き並びに連結財務諸表の表示方法 

この連結財務諸表は、米国における会計処理の原則及び手続き並びに用語、様式及び作成方法(会計調

査公報、会計原則審議会(Financial Accounting Standards Board、以下「FASB」)意見書及び財務会計基

準書(Statement of Financial Accounting Standards、以下「SFAS」)等)及び会計慣行に従っておりま

す。 

当社は、1934年米国証券取引所法施行規則12g3-2(b)に基づく申請を米国証券取引委員会に対して行っ

ており、毎期継続して、米国会計基準に準拠した連結財務諸表及びその他の開示書類を米国証券取引委員

会に提出することとしております。 

当社が採用する会計処理の原則及び手続き並びに連結財務諸表の表示方法のうち、我が国における会計

処理の原則及び手続き並びに表示方法と異なるもので、主要なものは以下のとおりであります。 

(１) リース 

リース取引に関して、SFAS13号「リースの会計処理」に準拠した会計処理を行っております。 

(２) 長期性資産(減損) 

長期性資産については、SFAS144号「長期性資産の減損または処分の会計処理」に基づき、帳簿価額

の一部が回収不能と判断される事象が生じたり、状況が変化して回収不能となった場合には、減損の有

無を検討しております。 

(３) 企業結合 

SFAS142号「暖簾及びその他の無形資産」に基づき、営業権及び耐用年数が確定できない無形固定資

産は償却をせず、年一回及び減損の可能性を示す事象が発生した時点で減損の判定を行っております。

(４) 退職給付債務 

未払退職費用及び年金費用についてはSFAS87号「年金に関する事業主の会計」に基づき、保険数理計

算に基づく未払退職費用及び年金費用を計上しております。 

(５)ストックオプション 

従業員に対する株式報酬制度について、APB25号「従業員に対して発行された株式の会計」に規定さ

れた本源的価値法を採用しております。また、非従業員及び非連結会社の従業員に対する株式報酬制度

については、SFAS123号「株式報酬制度の会計」に従い、公正価値法により会計処理しております。 

  



２ 事業の概要、財務諸表の基礎及び重要な会計方針の要約 

事業及び組織体制 

株式会社ジュピターテレコム及び子会社は、日本全国にケーブル情報通信システムを保有及び運営

し、ケーブルテレビサービス、電話サービス、高速インターネット接続サービス(総合的ブロードバン

ドサービス)を提供しております。日本における情報通信産業は総務省により高度に規制を受けており

ます。一般的に、総務省より許可された当社の子会社のケーブル情報通信システム事業の権利は、当該

地域において独占的なものではありません。 

 2004年８月、当社は当社の株主であるLMI、住友商事及びMicrosoftに対し、それぞれ14,065百万円

（216,382株）、9,913百万円（152,505株）、6,022百万円（92,652株）の第三者割当増資を実施いたし

ました。発行された株式の価格は取引日の公正価額となっております。その結果、各社持分はそれぞれ

45.45％、32.03％及び19.46％に増加いたしました。増資による資金はLMI、住友商事及びMicrosoftか

らの同額の劣後融資の返済に充当されました。 

また同年12月28日に、LMIは他の子会社を通じて所有していた当社株式の全てである45.45％を、住友

商事はその所有する当社株式のうち19.78％を、Super  Media（出資比率、LMI69.7％、住友商事

30.3％）に移動させました。その結果、Super Mediaは当社の65.23％を保有する株主となり、一方、住

友商事の直接出資比率は12.25％に低下いたしました。LMIと住友商事の間の契約では、住友商事は当社

株式の上場後６ヵ月以内にその残りの当社株式もSuper Mediaに移動させることとなっておりました。 

2005年２月18日、当社が株式公開を発表したことをうけ、LMIが当社の親会社であるSuper Mediaの

100％議決権を取得する旨、LMI、住友商事間の協定で締結したため、当社はLMIの連結子会社となりま

した。同年６月16日にLiberty Global Inc.（以下LGI）がLMIを子会社化し、米国NASDAQ証券市場に株

式を上場いたしました。その結果、LGIは当社の親会社となりました。なお以下の記載中のLGIは前身の

LMIを指す場合もございます。同年９月26日、住友商事は同社が保有する残りの当社株式を、当社が株

式公開したことによりSuper Mediaに移動させました。 

2005年３月23日、当社は株式公開により82,043百万円(純額)を調達いたしました。さらに2005年４月

20日にはオーバーアロットメントによる売り出しに伴い、8,445百万円(純額)を調達いたしました。当

社は３月に調達した資金により、500億円のシンジケートローンによる借入金の返済を行っておりま

す。 

当社は以前からその流動性確保のために、大株主からの融資を受けておりましたが、2004年12月、新

しいシンジケートローン枠契約を締結し、株主からの融資を全て返済いたしました。2004年及び2005年

のリファイナンスの詳細については、注記７をご参照下さい。 

  

  

財務諸表の作成基準 

当社は日本の会計基準に準拠して会計記帳を行っております。添付連結財務諸表は米国において一般

に認められている会計基準(米国会計基準)に準拠して作成し、又そのために必要な修正を行っておりま

す。主な修正は連結の範囲、企業結合会計、税効果会計、営業権及び無形資産に係る会計、リース会

計、株式報酬制度に係る会計、資産除却債務に係る会計、金融派生商品に係る会計、特定の収益の認識

基準、退職給付、減価償却及び償却、特定の費用の未払計上等となっております。 

  



重要な会計方針の概要 

(a) 連結の方針 

添付連結財務諸表は、当社及び主として運営会社からなる過半数所有の全ての子会社を含んでお

ります。全ての重要な連結会社間取引残高及び取引高は連結上相殺消去しております。債務超過に

ある連結子会社については、当社は持分比率にかかわらず当該子会社の累積損失の全額を計上して

おります。 

  

(b) 現金及び現金同等物 

現金及び現金同等物には、満期３か月以内の流動性の高い債券を含んでおります。 

  

(c) 貸倒引当金 

貸倒引当金の算定は過去の貸倒実績に基づいており、さらに個別の回収不能見積額を含めて計上

しております。 

  

(d) 投資 

その議決権の20％から50％を所有しており、かつ経営及び財務方針に関して重要な影響力を行使

しうる関連会社への投資については、持分法を適用しております。持分法においては、当初取得原

価で計上された投資持分について、当該関連会社の損益のうち当社持分相当分を認識するために修

正を行います。これらの関連会社から生じた全ての重要な内部利益については相殺消去しておりま

す。 

その他有価証券取得原価は、持分が20％未満であり、また当社が経営及び財務方針に対して重要

な影響力を有していない会社の市場性の無い株式を表しております。 

関係会社株式及び市場性の無い株式について、一時的でない価値の下落に対して減損の要否の評

価を行っております。評価を行うにあたっては、当社は利用可能な様々な情報を用いております

が、それにはキャッシュ・フロー見積、外部者による評価、業界標準、また該当ある場合には株価

分析も含まれます。価値の下落が一時的でないと判断された場合には損失として当期損益に計上

し、当該投資の新たな取得原価を決定いたします。 

  

(e) 有形固定資産 

有形固定資産は工事資材を含め取得原価で計上しますが、当該取得原価にはケーブルテレビの放

送局及び伝送システムの工事に係る全ての直接費と特定の間接費及び新規加入者の設備コストを含

んでおります。減価償却については、伝送システム及び設備については10年から15年、建物につい

ては15年から40年、補助設備については５年から15年の見積経済耐用年数に亘って定額法で計算し

ております。キャピタルリースで取得した設備については、最低リース料の現在価値で計上してお

ります。キャピタルリースにて取得した設備は、リース契約期間又は資産の見積経済耐用年数のい

ずれか短い方の期間により、２年から21年に亘って定額法で償却しております。 

補助設備には、社内利用のためのソフトウェア開発費を資産計上したものを含んでおりますが、

この開発費には外部からの資材、サービス及び従業員のソフトウェアプロジェクトに費消した人件

費も含んでおります。これらの費用は当該資産が実質的に使用可能になった時点から５年を超えな

い期間に亘って償却しております。プロジェクト発足前に発生したコストは、メンテナンス費、研

修費と同様に発生した期に費用計上しております。 

通常の修理費については発生時に費用処理しております。大規模な取替ないし改良については資



産計上しております。有形固定資産が廃棄ないし除却した場合は、取得原価と減価償却累計額を

消去し、差異は減価償却費として処理しております。廃棄ないし除却による減価償却費増加額は

2004年、2005年度において、各々2,559百万円、546百万円でありました。 

  

(f) 営業権 

営業権は、運営会社等の買収額とその持分純資産の公正価値との差額であります。当社は営業権

の２段階の減損テストを少なくとも年一回、減損の兆候が窺える場合にはそれ以上の頻度で、実施

しております。第一段階では、減損テストの報告単位を特定し、報告単位ごとの公正価値を測定し

ております。次に報告単位の公正価値と各報告単位に配賦された営業権を含めた帳簿価額を比較い

たします。報告単位の帳簿価額が公正価値を上回っていた場合、第二段階が実施され、ここでは営

業権の公正価値とその帳簿価額を比較いたします。営業権の公正価額が帳簿価額を下回った場合に

は、減損損失を認識いたします。当社は、毎期10月１日を減損テスト日としております。当社は報

告単位を報告可能セグメントと同一に特定しております。2004年、2005年度において、当社は営業

権の減損による損失は計上しておりません。 

  

(g) 長期性資産 

営業権を除く長期性資産については、資産の帳簿価額が回収不能となるような事象や環境変化の

兆候が生じた場合には何時でも減損の要否を検討いたします。保有かつ使用される資産の回収可能

性は、帳簿価額とその資産から生み出される将来キャッシュフロー(割引前かつ金利負担除く)との

比較によって判断いたします。資産の減損が必要と考えられる場合には、減損すべき金額は資産の

帳簿価額が資産の見積公正価値を超過する部分となります。除却される資産については、帳簿価額

と売却価値(売却コストを控除後)のうちいずれか低い方により計上しております。 

2005年３月にFASBはFASB解釈指針47号「条件付資産除却債務の会計―SFAS143号の解釈指針」(以

下「FIN47号」)を公表いたしました。FIN47号ではSFAS143に規定している「条件付資産除却債務」

とは、資産除却活動を実行する法的債務に対するものであり、資産除却債務の時期や方法が企業の

管理下にあるとは限らない将来の事象を条件付ということになるとしております。言い換えれば、

精算の時期や方法が不確かであっても、資産除却活動自体は条件付ではないということになりま

す。したがって、負債の現在価値を合理的に見積もれる場合には、条件付資産除却債務の公正価値

で負債を認識しなければなりません。当社においては条件付法的債務を賃借建物等に対する原状回

復義務及びケーブル設備等を除却する際の産廃費用と定めました。当社は2005年度においてFIN47

を採用し、損益計算書において会計原則変更による累積影響額、486百万円、貸借対照表において

その他負債、1,422百万円を認識しております。 

  

(h) その他の資産 

その他の資産の中には繰延資金調達費用も含まれております。これは主として弁護士費用や銀行

のシンジケートローン枠手数料等、交渉やシンジケートローン枠確保のための費用(注記７参照)で

あります。これらのコストは当該シンジケートローン枠の期間に亘って利息法を用いて償却され、

支払利息に計上しております。 

  

(i) デリバティブ商品 

為替リスクと金利リスクへのエクスポージャーを管理するためにデリバティブを用いておりま

す。当社は円貨以外の通貨による約定支払に係る短期(通常は１年以内)の為替レート変動エクスポ

ージャーを減少させるために為替予約を締結することがあります。また、固定金利負債と変動金利



負債の望ましい全体的比率を達成するための金利コスト管理のために、金利スワップ及び金利キ

ャップ契約等の金利リスク管理用のデリバティブを使用しております。方針として、当社はトレー

ディング目的又は投機目的のデリバティブ取引は行いません。 

デリバティブ取引について、SFAS133号「デリバティブ商品とヘッジ活動の会計」及びSFAS138号

「特定のデリバティブ商品と特定のヘッジ活動の会計―SFAS133号の修正」に準拠して会計処理し

ております。修正SFAS133号では、全てのデリバティブ商品を貸借対照表上、資産ないし負債に公

正価値で計上することを求めております。公正価値ヘッジとして指定され有効に機能しているデリ

バティブ商品については、デリバティブ商品の公正価値変動とリスクヘッジされたヘッジ対象の公

正価値変動を、当期損益に計上しております。キャッシュフローヘッジとして指定されたデリバテ

ィブ商品は、ヘッジが有効に機能している部分については、ヘッジ対象を損益計上する年度と同じ

年度に損益計上するまでは、その他の包括利益に計上しております。ヘッジ非有効部分については

毎期の損益に計上しております。ヘッジ指定されていないデリバティブ商品の公正価値の変動は、

毎期の損益に計上しております。 

当社はヘッジ手段とヘッジ対象の関係、リスクマネジメントの目的及びヘッジ取引の戦略を正式

に文書化しております。この文書化のプロセスには、公正価値ヘッジあるいはキャッシュフローヘ

ッジとして指定された全てのデリバティブ取引を、特定の資産及び負債、確定契約あるいは予定取

引に紐つけることも含まれております。当社は、以下のような場合にはヘッジ会計の適用を中止い

たします。①デリバティブがヘッジ対象の公正価値あるいはキャッシュフローの変動を相殺するこ

との有効性を満たさなくなった、②デリバティブが満期になった、売却、終了もしくは行使済の状

態になった、③ヘッジの対象の予定取引が発生しないと判断された、④ヘッジの対象となった確定

契約が確定契約としての要件を満たさない、⑤ヘッジ手段としてのデリバティブのヘッジ指定がも

はや適切でないと経営陣が判断している、これらのような有効性の判定は、３か月ごとに行われて

おります。 
  

当社は商業銀行との間で、米国ドル建ての設備購入やその他の約定に係る為替リスクエクスポー

ジャーのヘッジのために数件の為替予約契約を締結しておりました。2004年、2005年12月31日現

在、そのような為替予約残高は、想定元本合計で各々5,658百万円、1,033百万円でありました。こ

れらは2006年５月に期日を迎えることになります。これらの為替予約はSFAS133号の規定するヘッ

ジ有効性の要件を満たさないためヘッジ指定されておりません。しかしながら、経営陣としてはこ

れらの為替予約は米国ドル建ての約定に強く関連したものであり、為替リスクを管理するためのも

のであると考えております。ヘッジ指定されていない為替予約は毎期時価評価しております。添付

連結損益計算書上、ヘッジ指定されていない為替予約についての損失は、ネット金額でその他の収

益－純額に計上されており、2004年、2005年度において、各々72百万円、１百万円となっておりま

す。 

当社はシンジケートローン枠供与契約(注記７参照)の規定に従って変動金利負債を管理するた

め、数件の金利スワップ契約を締結しております。これらの金利交換契約は満期が2009年６月30日

及び2009年12月31日の借入金43,798百万円に対する変動金利をTIBORに効果的に固定するものであ

ります。これらの金利交換契約は負債に係る変動金利支払を有効に固定金利支払に転換することが

期待されるので、キャッシュフローヘッジ手段とみなされます。これらのキャッシュフローヘッジ

として指定された金利デリバティブの公正価値変動はその他の包括利益に計上されております。そ

の後、その他の包括利益は、当該変動金利負債の金利が損益に計上される年度と同じ年度に、支払

利息の調整として損益に計上されます。金利交換契約の相手方はシンジケートローン枠供与契約に

参加している銀行であり、従って金利交換に係る債務不履行が発生するとは考えておりません。 



  

(j) 退職金制度 

非積立型の非拠出型確定給付退職金制度を有しており、SFAS87号「事業主の年金会計」に従って

会計処理しております。2005年９月30日、当社はほぼすべての非拠出型確定給付退職金を清算し、

確定拠出年金制度へと移行いたしました。詳細に関しては注記10をご参照下さい。 

  

(k) 法人税等 

法人税等について資産負債法に従って会計処理しております。財務諸表上の資産・負債とそれら

に対応する税務上の金額との一時差異による将来の税金に関する影響に関して、一時差異が解消さ

れる予定の期に適用される実効税率を用い、資産負債法に基づき繰延税金を計上しております。税

率の変更による繰延税金資産及び負債への影響は当該変更が行われた期の損益に計上しておりま

す。 

  

(l) ケーブルテレビシステムのコスト、費用及び収益 

ケーブルテレビシステムの工事と運営に係るコスト、費用及び収益について、SFAS51号「ケーブ

ルテレビ会社の財務報告」に従って会計処理しております。現在では、SFAS51号の規定する本格稼

動前期間にある重要な運営会社はありません。当社の連結財務諸表上のその他営業費用には、その

他の項目と併せ、ケーブルテレビネットワークに関連する、ケーブルサービス関連費用、請求費

用、技術及び保守人件費、設備費用を含んでおります。 

  

(m) 収益認識 

ケーブルテレビ、高速インターネット接続、電話サービス、プログラム収入について、これらの

サービスが加入者に提供された期に収益計上しております。その他の収益についてはサービスが提

供された期、事由が発生した期、又は製品が納入された期に認識しております。加入者の新規設置

料は当該サービスが提供された期に直接販売コストの範囲内で計上しております。それ以外の部分

は繰り延べ、加入者がケーブルテレビ接続を持続すると見積もられる平均期間に亘って認識いたし

ます。過去より、新規設置料は直接販売コストよりも金額が小さく、従ってこのような収益は設置

が完了した期に認識しております。 

当社及び子会社は受信障害地域を対象とした再送信サービスを、人工的障害物によるテレビ電波

の受信障害に悩むケーブルテレビ契約を締結していない視聴者に提供しております。影響を受ける

視聴者にコスト負担をしてもらうことなくこのようなサービスを提供するために、電波障害を生む

障害物を建設した当事者とケーブル設備の工事及び保守に関する契約を結んでおります。これらの

契約の下では、工事費と保守費用について当初に一括して合計額を受領しております。これらの契

約による収益は繰延べ、定額法により通常20年間の契約期間に亘って収益認識しております。この

ような収益は添付連結損益計算書上、営業収益―その他に計上しております。 

上記の連結損益計算書上の、営業収益―その他に計上している関連会社への工事関係の収益及び

番組販売収益に関しては、注記６の記載をご参照ください。 

  

(n) 宣伝広告費 

宣伝広告費は発生した期に損益に計上いたします。2004年、2005年度において宣伝広告費は各々

2,915百万円、3,008百万円でありました。これは上記の連結損益計算書上、販売費及び一般管理費

に計上しております。 

  



(o) 株式報酬制度 

従業員に対する株式報酬制度について、APB25号及びFASB解釈指針44号「株式報酬に係る取引の

会計－APB25号の解釈指針」（以下「FIN44号」)に規定された本源的価値法を採用しております。

このような報酬費用は、付与日現在の株式の公正価値が行使価格を超過する場合に限り、当該権利

の付与日に測定いたします。当社は非従業員及び非連結会社の従業員に対する株式報酬制度につい

ては、SFAS123号「株式報酬制度の会計」及び発生問題専門委員会の合意00-12号「持分法適用会社

の従業員に付与された株式報酬制度に係る投資会社の会計」(以下「EITF00-12号」という）に従

い、公正価値法により会計処理しております。SFAS123号によれば、株式報酬の公正価値はブラッ

クショールズ・オプション・プライシング・モデルを用いて算出し、通常は権利確定日である約定

期日に達するまでは毎期末その見直しを実施いたします。毎期付与される予約権及び株式購入権の

公正価値は次の前提条件を用いて、ブラックショールズ・オプション・プライシング・モデルを用

いて算定しております。即ち、配当は無し、ボラティリティは40％、リスクフリーレートは

1.5％、想定期間は５年間としております。管理職に対する株式報酬制度の費用は、FASB解釈指針

28号「株式値上がりに関する権利及びその他の変動株式オプションまたは報酬制度の会計」に従っ

て、個々にその権利確定期間に亘って加速償却しております。それ以外の報酬費用は、一般に権利

確定期間に亘って償却しております。報酬費用は、添付連結損益計算書上、当社の従業員及び非従

業員に対するものは営業費用に計上し、関連会社の従業員に対するものは持分法投資利益(損失)に

計上しております。 

SFAS123号は、要件を満たす場合にはAPB25号を継続的に適用し、従業員株式オプションについて

SFAS123号が規定する公正価値法を適用したと仮定した場合の見積り額を開示することを認めてお

ります。当社は従業員株式オプション制度についてAPB25号を継続的に適用し、SFAS123号が規定す

る公正価値の見積り開示を行うことを選択しております。 

以下の表は、2004年、2005年度において、仮に当社がSFAS123号に規定する公正価値を採用した

と仮定した場合の純利益と基本的及び希薄化後１株当たり純利益への影響を示したものでありま

す。(単位：百万円) 

 
  

(p) １株当たり損益 

１株当たり損益(以下EPS)はSFAS128号「１株当たり利益」に準拠して開示しております。

SFAS128号では、基本的EPSは潜在的な普通株式による希薄化を除外し、純利益(損失)を当期の加重

平均発行済み普通株式数で除して算定いたします。希薄化後EPSは潜在的な希薄化について、株式

の発行を伴う有価証券その他の契約が実行されるか、あるいは普通株式に転換された場合の影響を

2004年 2005年

当期純利益 ……………………………………………………… 10,821 19,333

 加算：報告純利益に含まれた株式報酬費用 ……………… ― 2,210

 減算：全ての報酬に係る公正価値に基づいて
    算定された株式報酬費用(税効果後) ………………

△607 △4,001

見積純利益 ……………………………………………………… 10,214 17,542

基本的及び希薄化１株当たり情報(単位：円)：

 報告済み１株当たり純利益 …………………………………… 2,221 3,179

 見積１株当たり純利益 ………………………………………… 2,097 2,883

 報告済み希薄化後１株当たり純利益 ………………………… 2,221 3,169

 希薄化後見積１株当たり純利益 ……………………………… 2,097 2,874



反映したものであります。基本的及び希薄化後EPSは2004年度において同一でありますが、それ

はストックオプションによる潜在的普通株式が希薄化の影響を持たない状況にあるためでありま

す。 

以下の表は、2004年、2005年度における、基本的及び希薄化後１株当たり情報を示したものであ

ります。(単位：百万円) 

 
  

  

(q) セグメント 

SFAS131号「企業のセグメント及び関連情報の開示」に従い、事業セグメントの情報を開示して

おります。SFAS131号は事業セグメントについて、事業上の最高意思決定者が資源を個々のセグメ

ントにどのように配分するかといった意思決定や当該セグメントの業績を分析する際に、定期的な

評価を行う個別財務情報が入手可能である企業の構成単位であると規定しております。 

当社は、傘下の個々の連結子会社及び持分法適用対象関連会社が独立した法人であり、異なる地

理的範囲に対してサービスしていることから、それらが事業セグメントであり、またSFAS131号の

パラグラフ17に従い事業セグメントの集計に係る要件を評価し、それらを満たしていると考えてお

ります。それゆえ、当社全体としてブロードバンドサービスという一つの報告セグメントであると

判断しております。 

  

(r) 見積の活用 

米国において一般に認められた会計基準に準拠した連結財務諸表を作成するために、連結財務諸

表基準日における資産・負債の計上や、偶発資産・負債の開示、あるいは会計期間中の収益・費用

について、多くの見積りや仮定を行っております。重要な判断や仮定の中には、デリバティブ取

引、減価償却費及び償却費、有形固定資産及び営業権の減損、資産除却債務、法人税、その他偶発

債務が含まれております。実際の金額はそれらの見積りから乖離する可能性があります。 

  

(s) 最近の会計基準の公表 

2004年12月にFASBはSFAS第123号「株式に基づく報酬の会計処理」を改訂いたしました(以下改訂

後のSFAS第123号を「SFAS123号改」という)。SFAS123号改はAPB25号及びその関連適用指針を継承

するものであります。SFAS123号改は主に従業員のサービスに対し株式に基づく報酬を与える場合

2004年 2005年

会計原則変更による累積的影響前利益……………………… 10,821 19,819

会計原則変更による累積的影響額…………………………… ― △486

当期純利益……………………………………………………… 10,821 19,333

加重平均発行済み普通株式

基本的…………………………………………………………… 4,871,169 6,081,511

希薄化効果の影響……………………………………………… ― 19,460

希薄化後………………………………………………………… 4,871,169 6,100,971

１株当たり当期純利益(円）

基本的…………………………………………………………… 2,221 3,179

希薄化後………………………………………………………… 2,221 3,169



の会計処理を定めております。SFAS123号改は、従業員の報酬のコストを(限定的な例外規定はあ

りますが)オプションの付与日における公正価値で測定することを求めております。当該コストは

従業員が報酬の引き換えにサービスを提供することとなる期間に亘り認識いたします。この基準書

は2005年６月15日以降開始される６か月間或いは年度の財務諸表から適用されます。当社は

SFAS123号改の適用に際し、修正将来法を採用することにいたしました。 

2005年６月にはFASBはSFAS第154号「会計方針の変更と修正について」を発行いたしました。こ

の基準書は、FASB意見書第20号「会計方針の変更について」(以下「APB20号」)及びSFAS３号「期

中の会計方針の変更について」を改訂したものであります。SFAS154号は、自主的及び強制的な会

計方針の変更全てについて適用されております。SFAS154号では非現実的な場合を除いて、自主的

な会計方針の変更は過去の財務諸表の遡及的な修正を求めております。一方APB20号は多くの自主

的な会計方針の変更については、当該年度に新会計方針を適用した場合の累積の損益影響額を認識

するように求めております。SFAS154号は、2005年12月15日以降に始まる会計年度より適用されま

す。SFAS154号は、既に公表されている会計基準の適用に関する移行期間については、変更を求め

ておりません。SFAS154号の適用により、当社連結財務諸表に即座に与える影響は今のところござ

いません。 

  

(t)組替表示 

当期において、当社の親会社であるLGIの連結会社間における統一性を確保するため、「番組・

その他営業費用」と「販売費及び一般管理費」間において、費用項目の組替えを行いました。当該

組替えは、過去の財務諸表についても行われ、前期において12,700百万円(営業収益比7.9％）を

「販売費及び一般管理費」から「番組・その他営業費用」に組替えいたしました。組替えられた主

な費用は、顧客への請求活動に関する費用及びカスタマーセンターに関連する費用であります。 

  

３ 買収 

当社は、各々異なる持分比率によるケーブルテレビ会社の買収を行っております。これら全ての買収に

ついてパーチェス法を採用しており、従って被買収会社の各資産・負債の見積公正価値に基づいて取得価

額の配分を行っております。これらの会社の資産・負債・経営成績は各々の取得日より添付連結財務諸表

に含まれております。 

2004年３月、泉大津ケーブルテレビ㈱の株式を既存株主より取得いたしました。買収総額は160百万

円、当社持分は66.7％となりました。同社の業績は同年４月１日より当社に連結されております。その後

同年８月、当社は他の株主とともに同社を当社の子会社であるジェイコム関西㈱(当社持分84.2％）に吸

収合併させ、その結果、当社はジェイコム関西㈱の持分の84.0％を保有することとなりました。 

2004年７月、ケーブルテレビ会社向けシステム設計施工コンサルティング会社である㈱ケーブルシステ

ム(現㈱ジェイコムテクノロジー）の持分の100％を買収総額577百万円で購入いたしました。同社の業績

は同年８月１日から当社に連結されております。 

2005年２月、調布ケーブルテレビジョン㈱の株式の92.1％を買収総額4,420百万円で、取得いたしまし

た。調布ケーブルテレビジョン㈱の業績は同年３月１日より当社に連結されており、時価評価された資

産・負債と購入金額の差額の3,427百万円を営業権として認識いたしました。 

2005年９月、㈱小田急情報サービスの全株式を小田急電鉄㈱より取得いたしました。買収総額は92億

円、また同社のキャピタルリース債務を含む借入金、5,480百万円を引き受けました。なお引受債務のう

ち、3,490百万円に関しては即座に返済しております。同社の業績は同年10月１日より当社に連結されて

おり、時価評価された資産・負債と購入金額の差額の6,862百万円を営業権として認識いたしました。 



2005年９月、連結子会社である㈱メディアさいたまの株式の32.1％(19,187株)を少数株主より追加取得

いたしました。この結果、当社持分は91.1％となりました。購入金額は1,919百万円、時価評価された資

産・負債と購入金額の差額の695百万円を営業権として認識いたしました。 

2005年９月及び12月、連結子会社である浦和ケーブル・テレビ・ネットワーク㈱の株式の30.4％(9,725

株)を少数株主より追加取得いたしました。この結果、当社持分は80.5％となりました。購入金額は1,953

百万円、時価評価された資産・負債と購入金額の差額の884百万円を営業権として認識いたしました。 

2005年11月、持分法適用関連会社であった㈱ケーブルテレビ神戸の株式(25,000株)を第三者割当増資に

より取得しました。出資総額は20億円、時価評価された資産・負債と購入金額の差額の815百万円を営業

権として認識いたしました。この結果、当社持分は20.4％から51.0％となり、㈱ケーブルテレビ神戸の業

績は同年11月１日より当社に連結されております。その後同年12月、同社の株式14.1％(9,161株）を追加

取得いたしました。その結果、当社持分は65.1％となりました。購入金額は1,254百万円、時価評価され

た資産・負債と購入金額の差額の792百万円を営業権として追加認識いたしました。 

  

当社は2004年、2005年において、上記以外にも一部の子会社の株式を少数株主より取得しております。

2004年、2005年において、仮に上記の買収が期首に行われていたとしましても、営業収益、純利益及び

一株当たり純利益に重要な影響はございません。 

2004年、2005年に行われた上記の企業結合の購入価額は、時価に基づいて以下の表のように配分されて

おります。(単位：百万円) 

  

 
  

４ 関連会社への投資 

当社の関連会社は主にブロードバンドサービス事業を日本で行っております。2005年12月31日現在、㈱

ケーブルネット下関に50.0％、福岡ケーブルネットワーク㈱に45.0％、ジュピターVOD㈱に50.0％、関西

マルチメディアサービス㈱に25.8％、グリーンシティケーブルテレビ㈱に20.0％、日本デジタル配信㈱に

21.3％及び㈱角川ジェイコムメディアに50.0％出資しております。 

2004年、2005年12月31日現在において、これらの関連会社投資の帳簿価額の中には、当該関連会社の純

資産を当社の保有する株式投資取得原価が超過した部分である未償却連結調整勘定を各々、761百万円、

679百万円を含んでおります。これらの関連会社との取引による内部利益は持分法会計に従い、相殺消去

しております。 

2004年、2005年12月31日現在の関連会社投資の帳簿価額には、各々1,945百万円、1,805百万円の当社か

らの短期貸付金が含まれており、利率は2004年、2005年12月31日現在で各々2.48％、2.25％でありまし

た。 

当社の非連結関連会社の2004年及び2005年度の合算財務情報は以下のとおりであります。(単位：百万

円) 

  

2004年 2005年

現金、債権及びその他の資産 …………………………… 2,073 9,878

有形固定資産 ……………………………………………… 792 21,155

営業権 ……………………………………………………… 4,228 13,732

負債及びキャピタルリース債務 ………………………… － △16,085

その他の債務 ……………………………………………… △1,395 △7,843

5,698 20,837

合算財務状況： 2004年 2005年



 
  

 
  

有形固定資産―純額 ……………………………………… 29,578 22,183

その他資産―純額 ………………………………………… 7,546 10,205

資産合計 ………………………………………………… 37,124 32,388

借入金 ……………………………………………………… 15,578 12,253

その他負債 ………………………………………………… 17,224 12,332

資本 ………………………………………………………… 4,322 7,803

負債及び資本合計 ……………………………………… 37,124 32,388

合算経営成績： 2004年 2005年

収益 ………………………………………………………… 21,784 26,807

販売費及び一般管理費 …………………………………… △15,080 △20,007

減価償却費及び償却費 …………………………………… △4,165 △4,314

営業利益 ………………………………………………… 2,539 2,486

支払利息―純額 …………………………………………… △427 △353

その他費用―純額 ………………………………………… △428 △262

当期純利益 ……………………………………………… 1,684 1,871



５ 営業権及びその他の資産 

2004年、2005年度の営業権純額の帳簿価額の変動は以下のとおりであります。(単位：百万円) 

  

 
  

2004年、2005年12月31日現在の営業権を除くその他資産の内訳は以下の通りであります。 

(単位：百万円) 

  

 
  

その他の資産には、カスタマーリレーションシップ(子会社取得時に当該子会社の既存顧客から将来的

にもたらされる経済価値を評価した無形固定資産）を含んでおります。カスタマーリレーションシップは

解約率に基づき既存の顧客数の将来の減少を見積り、その見積もり顧客数を基に将来的にもたらされる経

済価値を算出し、既存顧客の予想契約期間(10年を上限）に亘り定額法により償却いたします。当社は定

期的にその価値を評価し、予想残存期間に調整を加えるべき事象があるかを判断しております。2005年12

月31日現在、当社のカスタマーリレーションシップの残高は以下のとおりであります。(単位：百万円) 

 
  

現在のカスタマーリレーションシップ残高に基づいて見積もった、今後５年間及びそれ以降における無

形固定資産の償却費は以下のようになります。 

2004年 2005年

営業権―期首残高 …………………………………………… 139,854 140,659

営業権―期中取得高 ………………………………………… 4,228 13,732

買収会社の営業権と相殺される税効果の
当初認識額(注記９参照) ……………………………………

△3,423 △4,361

営業権―期末残高 …………………………………………… 140,659 150,030

2004年 2005年

保証金その他預け金 ………………………………………… 4,314 4,409

カスタマーリレーションシップ(純額）…………………… － 6,393

繰延資金調達コスト ………………………………………… 3,540 767

長期貸付金―純額 …………………………………………… 271 －

繰延税金資産 ………………………………………………… 1,308 3,515

その他 ………………………………………………………… 1,798 2,392

その他資産合計 …………………………………………… 11,231 17,476

2005年

カスタマーリレーションシップ………………………… 6,692

償却累計額 ………………………………………………… △299

期末純額 …………………………………………………… 6,393

2006 ……………………………………………………… 696

2007 ……………………………………………………… 696

2008 ……………………………………………………… 696

2009 ……………………………………………………… 696

2010 ……………………………………………………… 696

それ以降………………………………………………… 2,913

合計……………………………………………………… 6,393



６ 関係会社取引 

当社はケーブルシステムの材料や資材を第三者から購入し、子会社や関連会社に転売しております。関

連会社へ販売した収益は2004年、2005年度において各々2,385百万円、1,308百万円となっており、連結損

益計算書の営業収益－その他に含んでおります。 

当社は番組を一括購入し、子会社や関連会社に提供しております。関連会社へ番組を提供したことによ

る収益は2004年、2005年度において各々1,380百万円、1,249百万円となっており、連結損益計算書の営業

収益－その他に含んでおります。 

当社は2005年下半期よりLGIの関連会社に番組及びケーブルテレビに関連するサービスの提供を開始い

たしました。当該サービスによる収益は2005年において317百万円となっており、連結損益計算書の営業

収益―その他に含んでおります。 

当社は経営管理サービスを子会社や関連会社に提供しております。関連会社へ当該サービスを提供した

収益は2004年、2005年度において各々522百万円、545百万円となっており、連結損益計算書の営業収益－

その他に含んでおります。 

当社は2002年７月より、LGI、住友商事及びMicrosoftが併せて92％を保有する調布ケーブルテレビジョ

ン㈱に対してMSO契約に基づく運営サービスの提供を行っておりました。2005年２月に、調布ケーブルテ

レビジョン㈱が当社の連結子会社になるまでの当該サービスにおける収益は2004年、2005年度で各々87百

万円、17百万円であり、連結損益計算書の営業収益－その他に含んでおります。また当社は調布ケーブル

テレビジョンに対し、2004年12月31日現在、40億３千万円の短期貸付金を有しており、その利率は2.48％

でありました。 

当社は特定のケーブルテレビの番組を、LGI及び住友商事の共同出資の関連会社である㈱ジュピター・

プログラミング(以下「JPC」という)から購入しております。その購入高はJPCの関係会社からの購入も含

め、2004年、2005年度において各々3,915百万円、4,686百万円であり、これは連結損益計算書の番組・そ

の他営業費用に含まれております。さらに当社は、JPCの子会社であるジュピターショップチャンネル㈱

が提供するショップチャンネルの配信収入を、当社グループの営業エリアにおけるショップチャンネルの

売上高に一定の比率を乗じた金額と加入者当たりの固定金額を定めて計算した金額とのいずれか高い方で

受け取っております。これらの収益は2004年、2005年度において各々1,064百万円、1,145百万円であり、

連結損益計算書の営業収益－その他に含んでおります。 

当社は関連会社の株式を、2004年、2005年度において、それぞれ5,092百万円、940百万円で住友商事か

ら購入いたしました。また2005年度にLGI及びマイクロソフトからもそれぞれ972百万円、2,508百万円の

株式を購入しております。 

エイジェイシーシー㈱(以下「AJCC」という)は住友商事の子会社であり、その主な事業はホームターミ

ナルと関連商品をケーブルテレビ会社に販売することであります。住友商事の関連会社又は子会社である

住商リース㈱と住商オートリース㈱は、当社に各種事務機器と車両運搬具を提供しております。当社及び

子会社は主にキャピタルリースによってこれらの会社から商品を購入しており、2004年、2005年度におい

て各々12,621百万円、15,850百万円となっております。 

当社は関連会社である関西マルチメディアサービス㈱に毎月手数料を支払っておりますが、これは関西

マルチメディアサービス㈱が提供するインターネットサービスに関連して当社が顧客から回収した利用料

収入に対して、合意された一定の比率を乗じて算出しております。またこれらの合意に基づく関西マルチ

メディアサービス㈱に対する支払については、2004年、2005年度において各々3,380百万円、3,235百万円

であり、連結損益計算書の番組・その他営業費用に含んでおります。当社はISP事業を営む子会社、アッ

トネットホーム㈱を通じて、毎月の収入を非連結関連会社より受け取っております。これらの収益は2004

年、2005年度において各々1,243百万円、1,160百万円であり、連結損益計算書の営業収益―利用料収入に



含んでおります。 

当社は経営管理サービスに関する契約を住友商事及びLGIとの間で締結しており、その契約に基づき、

住友商事及びLGIから役員と管理職レベルの者が当社に出向しております。その役務に対して当社は役務

提供料として彼らの人件費を基に費用負担しております。住友商事に支払った役務提供料は2004年、2005

年度において各々784百万円、895百万円、LGIに支払った役務提供料は2004年、2005年度において各々665

百万円、261百万円でありました。これらの役務提供料は連結損益計算書の販売費及び一般管理費に含ん

でおります。 

2003年12月31日現在において、当社の株主である住友商事、LGI、Microsoftは当社に対して劣後ローン

を実施しており、各々52,895百万円、52,895百万円、43,950百万円となっておりましたが、2004年12月に

当該株主融資に関連するリファイナンスを行い、全額を返済しております(注記７参照)。 

当社は住友商事、LGI及びMicrosoftから債務保証を受けていたことに対して、保証料を支払っておりま

した。保証料は2004年度において、住友商事に41百万円、LGIに41百万円、Microsoftに16百万円、2005年

度においては、住友商事に１百万円、LGIに１百万円でありました。これらの保証料は連結損益計算書の

支払利息―純額のうち関係会社に対するものに含んでおります。なお2005年12月のリファイナンスに伴

い、関係会社の日本政策投資銀行からの借入金は当社によって保証されることとなりました(注記７参

照)。 

  

７ 長期借入金  

2004年、2005年度における長期借入金の概要は以下のとおりとなっております。(単位：百万円) 

  

 
  

2004年リファイナンス 

2004年12月15日、当社はタームローン1,300億円まで、リボルビングローン200億円まで、借入保証で

250億円までの合計1,750億円の銀行シンジケートローン枠を取得いたしました(以下「シンジケートロー

ン枠契約」という)。同時に、当社は500億円の劣後ローン借入契約も締結いたしました(以下「メザニン

ローン契約」という)。2004年12月21日、当社は1,300億円のタームローンと500億円の劣後ローンによる

借入を実行いたしました。当該資金は、前年の1,400億円の銀行シンジケートローン枠に基づく借入と住

友商事、LGI及びMicrosoftからの劣後融資の返済に充当いたしました。 

金利はシンジケートローン枠契約の定めにより日本円TIBORにマージンを加えたものとなっておりまし

た。当該マージンは逓減型となっており、優先債務総額のEBITDA(定義は当該契約に定められている)に対

するレバレッジ割合で決定されておりました。また250億円の債務保証料は契約上で定められたレバレッ

ジ割合に基づいておりました。2004年12月31日現在、タームローンの利率は約1.6％から約1.9％、借入保

2004年 2005年

シンジケートローン枠による借入金 
 満期 2005-2011年…………………………………………

130,000 －

シンジケートローン枠による借入金 
 満期 2006-2012年…………………………………………

－ 125,000

シンジケートローン枠による借入金（メザニンローン）
 満期 2012年 ………………………………………………

50,000 －

０％ 日本政策投資銀行からの有担保借入金
 満期 2006-2019年  ………………………………………

15,810 14,735

日本政策投資銀行からの有担保借入金 
 満期 2006-2019年、利率0.95-6.8％……………………

3,614 4,648

その他無担保借入金  
  満期 2006-2012年、利率0.00－3.14％…………………

50 221

合計 …………………………………………………………… 199,474 144,604

控除：１年以内返済予定分 ………………………………… △5,386 △11,508

１年以内返済予定分控除後長期借入金 …………………… 194,088 133,096



証の料率は1.0％となっておりました。 
  
メザニンローン契約は、最終期限である2012年６月30日の一括返済となっておりましたが、当社が株式

公開を実施した場合には、その調達資金の全てをメザニンローンの強制的期限前返済に充当することが定

められていたため、2005年３月の株式公開に伴い当社は500億円全額を返済しております。 

  

2005年リファイナンス 

2005年12月15日、当社は前年のリファイナンス契約を解約し、新たに1,550億円のシンジケートローン

枠を取得いたしまいた。このシンジケートローン枠契約はタームローンで上限1,250億円まで、リボルビ

ングローンで300億円までの枠となっております。 

シンジケートローン枠契約は、前年の1,750億円のシンジケートローン枠契約が当社及び当社が運営す

る16社の連結子会社と１社の持分法適用関連会社に加えて１社の運営会社(持分なし）が対象であったの

に対し、当社及び当社が運営する連結子会社と１社の持分法適用関連会社(以下「ジュピター合算グルー

プ」)を対象に締結されました。2005年12月21日、当社は1,250億円のタームローンによる借入を実行いた

しました。当該資金は、前年の1,300億円の銀行シンジケートローン枠に基づく借入の返済に充当いたし

ました。 

当該契約におけるタームローン全体のうち、850億円については期限５年のトランチAタームローンにて

提供され、400億円については期限７年のトランチBタームローンにて提供されるものとなっております。

契約の最終返済期限はトランチAローンが2010年12月31日、トランチBローンが2012年12月31日となってお

り、返済はそれぞれ2006年３月31日及び2011年３月31日から開始し、契約に定められた一定の比率に基づ

く３ヶ月毎の返済となっております。 

300億円のリボルビングローン契約は、一般運転資金と将来の買収に使用され、契約の最終期限である

2010年12月31日の１か月前まで借入が可能となっております。コミットメントフィーは、未使用枠に対し

年率0.2％が借入可能期間にわたり賦課されることとなります。 

金利はシンジケートローン枠契約の定めにより日本円TIBORにマージンを加えたものとなっておりま

す。当初６ヵ月におけるそれぞれのローン契約における金利は、トランチAローンとリボルビングローン

では0.45％（日本政策投資銀行参加分、0.41％）、トランチBローンでは0.50％（同、0.45％）となって

おります。７ヵ月目以降のトランチBローンのマージンは、その時点までにトランチBローンを全額リファ

イナンスしていない場合、年間0.15％（同、0.14％）上昇いたします。７ヶ月目以降の当該マージンは逓

減型となっており、優先債務総額のEBITDAに対するレバレッジ割合で決定され、以下の表のようになって

おります。 

 
2005年12月31日現在、トランチAローンの利率は0.53％から0.49％、トランチBローンは0.58％から

0.53％となっております。 

シンジケートローン枠契約では、ジュピター合算グループに対して、例えば優先債務・EBITDA比率など

の様々な財務条項を遵守することが求められております。さらにシンジケートローン枠契約には、ジュピ

ター合算グループに対する買収、追加融資、追加借入等の制限あるいは禁止条項が含まれております。 

2005年12月31日現在、シンジケートローン枠契約のうちリボルビングローン枠の300億円が未使用とな

っております。 

EBITDAに対する 
優先債務総額

リボルビングローン 
及びトランチAローン 
におけるマージン

トランチBローンにお
けるマージン

日本政策投資銀行が参
加するトランチAロー
ンにおけるマージン

日本政策投資銀行が参
加するトランチBロー
ンにおけるマージン

3.5：１以上 0.55% 0.75% 0.50% 0.68%

3.0：１以上3.5：１未満 0.50% 0.70% 0.45% 0.63%

2.0：１以上3.0：１未満 0.45% 0.65% 0.41% 0.59%

1.5：１以上2.0：１未満 0.40% 0.60% 0.36% 0.54%

1.5：１未満 0.35% 0.55% 0.32% 0.50%



  

日本政策投資銀行からの借入金 

この借入金は日本政策投資銀行からの制度ローンであり、その大半は総務省の指定した「テレトピア」

という特定の地域において事業を営む情報通信会社に対して当該地域の情報通信ネットワーク開発を促進

するために利用可能となっているローンであります。この資金調達を利用する要件には、光ファイバーケ

ーブルの使用、地方自治体の資本参加、第三者による保証等が含まれております。これらのローンは当社

の子会社によって利用されておりますが、主に直接又は間接に住友商事、LGI、Microsoftの保証を得てお

りました。2005年のリファイナンス契約に伴い、日本政策投資銀行からの借入金は、当社が保証すること

となっております。 

  

長期借入金に対する資産担保 

2005年12月31日現在、銀行シンジケート団以外からの日本政策投資銀行からの借入金に対しては、当社

子会社が保有するおおむね全ての器具備品が担保に設定されております。 

2005年12月31日現在の長期借入金の各期における弁済金額合計は以下の通りであります。(単位：百万

円) 

  

 
  

2006年 ………………………………………………………… 11,508

2007年 ………………………………………………………… 15,540

2008年 ………………………………………………………… 23,816

2009年 ………………………………………………………… 23,523

2010年 ………………………………………………………… 23,376

それ以降 ……………………………………………………… 46,841

144,604



次へ 

８ リース契約 

当社は、今後20年以内に満期の到来する様々なキャピタルリース契約(主にホームターミナル)及び解約

不能なオペレーティングリース契約を締結しております。住友商事の関係会社からのキャピタルリースに

関する詳細は注記６をご参照ください。 

2004年、2005年12月31日現在、キャピタルリースに係る設備の金額及び減価償却累計額は以下のとおり

であります。(単位：百万円) 

  

 
  

キャピタルリースの下での資産の減価償却費は連結損益計算書の減価償却費に含まれております。 

2005年12月31日現在における、キャピタルリース及び解約不能なオペレーティングリースの下での将来

の最低リース料は以下のとおりであります。(単位：百万円) 

  

 
  

当社は、事務所を解約可能な賃貸借契約で賃借しております。それらの賃料は2004年、2005年度におい

て各々3,970百万円、2,946百万円であり、連結損益計算書の番組・その他営業費用と販売費及び一般管理

費に含んでおります。また当社は特定の電送設備及び電柱等の設備を解約可能なリース契約で賃借してお

ります。これらのリース料は2004年、2005年度において各々8,944百万円、10,925百万円であり、連結損

益計算書の番組・その他営業費用に含んでおります。 

2004年 2005年

伝送システム及び設備 ……………………………………… 48,061 54,688

補助設備及び建物 …………………………………………… 6,594 5,762

控除：減価償却累計額 ……………………………………… △24,129 △23,967

その他資産―取得原価(減価償却控除後) ………………… 210 290

30,736 36,773

キャピタル
リース

オペレーティング
リース

2006年 ……………………………………………………… 11,664 968

2007年 ……………………………………………………… 9,395 781

2008年 ……………………………………………………… 7,524 597

2009年 ……………………………………………………… 6,122 499

2010年 ……………………………………………………… 4,375 433

５年超 ……………………………………………………… 2,859 398

最低リース料総額 …………………………………………… 41,939 3,676

控除：金利相当額(1.10％から8.09％) …………………… △3,416

最低リース料の現在価値 …………………………………… 38,523

控除：１年以内支払予定分 ………………………………… △10,552

長期債務金額 ………………………………………………… 27,971



９ 法人税等 

当社は、法人所得税30％、住民税約６％、損金算入可能な事業税約10％、合計で約42％の税率となる税

金を課せられておりました。2003年３月24日、我が国の国会は地方税法の改正を決議し事業税を10.08％

から7.2％に引き下げました。この税率の改正は、2004年４月１日以降開始した事業年度から適用されて

おります。従って、2005年１月１日以降実現ないし決済される繰延税金資産負債については、適用される

法定税率は約40％となります。 

全ての税引前利益又は損失に対応する法人税等の額は、日本国内の事業活動から発生しております。 

2004年、2005年度の法人税等の内訳は以下のとおりであります。(単位：百万円) 

 
  

2004年、2005年度の税引前利益に対する法人税等の割合(実効税率)と通常の法定税率についての調整は

以下のとおりであります。 

 
  

2004年、2005年12月31日現在における繰延税金資産及び負債を発生させる一時差異と繰越欠損金の影響

は以下のとおりであります。(単位：百万円) 

 
  

2004年 2005年

当期分 ………………………………………………………… 1,813 2,185

繰延分 ………………………………………………………… 45 △5,256

合計 …………………………………………………………… 1,858 △3,071

2004年 2005年

通常の法定税率 ……………………………………………… 42.0％ 40.0％

繰延税金資産・負債の税法・税率変更の影響の調整 …… 0.1 ―

評価性引当金の増加 ……………………………………… △27.4 △73.4

損金不算入費用及びその他 ……………………………… 0.0 14.5

実効税率 ……………………………………………………… 14.7％ △18.9％

2004年 2005年

繰延税金資産：

 繰越欠損金 ………………………………………………… 21,650 15,350

 繰延収益 …………………………………………………… 14,455 14,612

 リース債務 ………………………………………………… 12,722 15,409

 退職給付引当金等 ………………………………………… 1,459 422

 関連会社投資 ……………………………………………… 568 325

 未払費用等 ………………………………………………… 3,978 3,192

 繰延税金資産－総額 ……………………………………… 54,832 49,310

 控除：評価性引当金 ……………………………………… △35,241 △14,868

 繰延税金資産 ……………………………………………… 19,591 34,442

繰延税金負債：

 有形固定資産 ……………………………………………… 13,797 17,014

 その他 ……………………………………………………… 2,417 3,628

繰延税金負債－総額 ………………………………………… 16,214 20,642

繰延税金資産－純額 ………………………………………… 3,377 13,800



評価性引当金の純変動額は2004年、2005年度において各々10,605百万円、20,373百万円となりました。

2005年における評価性引当金の減少は、主に繰延税金資産の実現可能性が認められて取り崩した結果によ

るものです。 

2004年、2005年12月31日現在の短期の繰延税金資産は貸借対照表の流動資産のうち前払い費用及びその

他の流動資産に各々2,069百万円、10,285百万円、長期の繰延税金資産は貸借対照表のその他資産のうち

その他に各々1,309百万円、3,515百万円、計上しております。 

繰延税金資産の実現可能性の評価について、当社は繰延税金資産の一部又は全部が実現しない可能性よ

りも実現する可能性が高いか否かを検討しております。最終的な繰延税金資産の実現可能性は一時差異項

目が減算可能になる期において将来的に課税所得が計上できるか否かに依存しております。当社は繰延税

金負債の取崩の予定、将来の課税所得の見通し、本分析を行う上での税務戦略について検討を行っており

ます。過去の課税所得の水準、繰延税金資産が減算可能となる各期における将来の見積課税所得の水準を

基に、2005年12月31日現在、当社は損金算入営業権を８百万円計上しております。 

企業結合の過程で計上された2004年、2005年12月31日現在の評価性引当金の残高は各々7,267百万円、

1,346百万円でした。今後これを取り崩すか、あるいは繰延税金資産が実現する場合には、まずは企業結

合に伴う営業権へ充当し、次に企業結合に伴う他の無形資産に充当し、最後に法人税等を減額いたします

（注記５参照）。 

  

2005年12月31日現在、当社及び子会社は税務上の繰越欠損金を38,374百万円有しており、これを将来の

課税所得との相殺に利用することができます。繰越欠損金は利用されない場合、次期以降、以下のように

消滅いたします。(単位：百万円) 

  

 
  

  

10 退職給付制度 

当社は2005年10月１日、確定拠出年金制度を採用いたしました。確定拠出年金制度は、2005年９月30日

で終了した非積立型退職金制度に代わり、役員及び一部の子会社を除いた全ての正社員に対して採用さ

れ、当社は同制度に対し2005年度に61百万円拠出いたしました。 

確定拠出年金制度に加入していない役員及び一部の子会社の正社員は、非積立型退職金制度に加入して

おります。正社員については、非積立型退職金制度の下では、勤続３年という権利付与期間を超えてから

退職する場合に退職一時金を受け取る権利が与えられますが、その金額は退職時の給与水準、勤続年数等

によって決定されます。債務測定の基準日は2005年12月31日であります。 

2006年……………………………………………………………………… 17,536

2007年……………………………………………………………………… 56

2008年……………………………………………………………………… 10,429

2009年……………………………………………………………………… 5,444

2010年……………………………………………………………………… 1,050

2011年及び2012年………………………………………………………… 3,859

38,374



SFAS87号の下での、当社及び子会社の退職給付制度における、2004年度、2005年度の退職給付費用には

以下の項目を含んでおります。(単位：百万円) 

 
  

当社及び子会社の退職給付制度の、SFAS87号の下での退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表は以

下のとおりであります。(単位：百万円) 

 
  

当社及び子会社の退職給付制度の退職給付費用及び退職給付債務を算定するために用いられた加重平均

割引率は2004年、2005年度において、以下のとおりであります。 

 
  

さらに、当社及び一部の子会社の従業員は複数雇用者確定給付制度に加入しております。当社の同制度

への拠出金は2004年、2005年度において各々293百万円、178百万円であります。 

  

11 優先償還株式 

2003年12月29日、当社の連結子会社は、第三者への債務と交換に総額500百万円の優先株式を発行いた

しました。優先株式の全部又は一部は2010年以降、前営業年度の税引後当期利益の半分の額を限度として

保有者の求めに応じて償還することができます。優先株式の保有者は優先的に配当を受ける権利を有しま

すが、その配当金額は当該子会社の取締役会で決定され、またその配当は優先株式１株につき1,000円を

超えることはできず、累積することは認められておりません。 

  

2004年 2005年

勤務費用―期中獲得給付 …………………………………… 266 241

予測給付債務の利息費用 …………………………………… 40 37

数理計算上の損失 …………………………………………… 463 37

清算による利益 ……………………………………………… ― △656

当期費用 ……………………………………………………… 769 △341

2004年 2005年

給付債務の変動：

給付債務―期首残高 ………………………………………… 2,006 2,682

勤務費用 ……………………………………………………… 266 241

利息費用 ……………………………………………………… 40 37

買収(注記３) ………………………………………………… 31 47

数理計算上の損失又は利益（△)…………………………… 432 △10

清算による利益……………………………………………… ― △656

給付額 ………………………………………………………… △93 △2,306

給付債務―期末残高 ………………………………………… 2,682 35

2004年 2005年

退職給付債務割引率 ………………………………………… 2.0％ 2.0％

退職給付費用割引率 ………………………………………… 2.0％ 2.0％



12 資本 

配当 

商法の規定により、配当可能金額は当社が日本の会計基準に準拠して作成した帳簿上の利益剰余金を基

礎として決定されます。当社の帳簿には記帳されていない一定の修正が上記の連結財務諸表において、注

記２に示された理由により反映されております。2005年12月31日現在、当社の帳簿上の累積損失は18,166

百万円でありました。従って、当社は現在のところ配当はできません。 

商法では、配当及び現金流出を伴う利益処分金額の少なくとも10％に相当する金額について、資本準備

金と合わせてその資本金の25％に達するまでは利益準備金として計上しなければならないとされておりま

す。また資本準備金及び利益準備金について、配当に充てることはできませんが、商法はその使途とし

て、(１)株主総会の決議に基づき資本の欠損の填補に充てる場合、(２)取締役会の決議により資本金に組

み入れる場合、(３)上記(１)及び(２)以外の目的、例えば株主への資本の払戻しを認めております。但

し、この場合は資本準備金と利益準備金の合計から資本金の25％を控除した金額を限度としており、株主

総会の決議を必要としております。商法はまた、少なくとも新株発行に際し、発行価額の２分の１以上を

資本金に組み入れることを求めております。 

  

株式報酬制度 

当社は新株予約権及び新株引受権を、当社及び連結子会社の特定の取締役、監査役、従業員、また当社

の持分法適用運営会社の特定の取締役、監査役、従業員及び非従業員に対して付与しております(総称し

て「ジュピターオプションプラン」という)。当社の取締役会及び株主総会は当社の普通株式を１株当た

り92,000円にて購入できる権利を付与することを承認しております。この行使価格は株式公開の際に

92,000円と公開価格とのいずれか低い方に修正されることと定められていため、2005年第一四半期の株式

公開に伴い、80,000円に修正されました。 

ジュピターオプションプランにおいては、発行可能普通株式数は株式分割、株式併合、あるいは一定の

資本再構成の際に修正されます。また新株予約権は当社の普通株式が日本証券業協会の店頭登録株式にな

るか、あるいは証券取引所に上場するまでは行使することができないことになっておりました。管理職で

ない従業員の場合は別途付与契約で定めない限り付与日から２年間で権利が確定いたします。管理職につ

いては、別途付与契約で定めない限り付与日の１年後から４回に分割して権利が確定いたします。これら

のオプションは付与日から10年間で行使期間が満了いたします。現在、これは2010年８月23日から2012年

８月23日の間であります。 

当社は、当社及び連結子会社の取締役、監査役、従業員に付与された報酬制度をAPB25号及びFIN44号に

準拠して会計処理しております。株式公開前であった2004年度においては、当社の１株当たり見積公正価

値に基づけば、ジュピターオプションプランにおいては付与日には本源的価値はないことになります。付

与日においては行使価格が未定であるため、ジュピターオプションプランは変動報酬制度であるといえま

す。APB25号及びFIN44号によれば、変動報酬制度は市場価格が付与価格を超える部分について毎期株式報

酬を認識することになります。当社は変動報酬制度について、全てのオプションが行使されるか、喪失さ

れるか、あるいは満了するまでの間、変動会計処理を行う必要があります。2004年度において、当社の普

通株式の市場価格が行使価格を上回ることはなく、報酬費用をそれらオプションについて計上することは

ありませんでした。株式を公開し、市場価格が行使価格を上回った2005年度において、当社は2,210百万

円の株式報酬費用を認識いたしました。 

当社は持分法適用運営会社の取締役、監査役、従業員及びその他の非従業員に対する株式報酬について

は、SFAS123号及びEITF00―12号に準拠した会計処理を行っております。解約の結果として、当社の非連

結対象運営会社の取締役、監査役、従業員及びその他の非従業員に付与されたオプションの株式数は2004



年、2005年12月31日において各々11,476株、6,314株でありました。当社は、当社の非連結対象運営会

社の取締役、監査役、従業員及びその他の非従業員に対する株式報酬費用を、2004年、2005年度において

各々93百万円、６百万円計上いたしましたが、これは連結損益計算書上、当社の非従業員に対するものに

ついては販売費及び一般管理費に含められ、持分法適用会社の従業員に対するものについては持分法投資

利益に計上されております。 

  

以下はジュピターオプションプランの推移を要約したものであります。 

  

 
  

13 金融商品の時価 

長期借入金、リース債務、金利スワップ以外の金融商品の時価は、それらの期間が短いため概ね帳簿価

額と等しくなります。類似する条件及び借入期間に対応する当社の現行の銀行借入金利を元に計算された

長期借入金、キャピタルリース債務の2004年、2005年12月31日現在の公正価値は以下のとおりでありま

す。(単位：百万円) 

  

 

2004年
株式数

加重平均行使
価格(円)

2005年
株式数

加重平均行使
価格(円)

期首現在未行使残高 …………………… 191,764 92,000 213,076 92,000

付与 ……………………………………… 29,730 92,000 ― ―

行使 …………………………………… ― ― △11,658 80,000

解約 ……………………………………… △8,418 92,000 △23,914 82,034

期末現在未行使残高…………………… 213,076 92,000 177,504 80,141

加重平均契約残存期間 ………………… 6.6年 5.9年

行使可能オプション期末残高 ………… ― ― 142,701 80,176

加重平均オプション公正価値 ………… 24,545 39,910

2004年 2005年

帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値

長期借入金 ………………… 199,474 199,127 144,604 144,285

リース債務 ………………… 31,805 30,126 38,523 37,228

金利スワップ契約 ………… 8 8 △98 △98

 



14 連結キャッシュ・フロー計算書の補足的情報 

連結キャッシュ・フロー計算書の補足的情報は以下のとおりであります。(単位：百万円) 

  

 
  

15 契約義務 

当社は持分法適用関連会社及び非運営会社であるベイコミュニケーションズ㈱の銀行借入について債務

保証を行っております。当該債務保証の一部については、株主間の持分割合にて銀行借入を負担するとい

う約定に基づき、債務保証を行っております。債務保証の期間は12年間を限度としており、2004年、2005

年12月31日現在、保証額は各々179百万円、11,074百万円となっております。経営陣は当社が保証の実行

を求められるか、あるいは当該保証に関連して重要な損失が発生する可能性は低いと考えております。 

  

2004年 2005年

当期現金支出額：

利息支払額………………………………………………… 8,588 4,305

法人税等支払額…………………………………………… 323 2,252

新規子会社取得のための支出:

取得資産の公正価値……………………………………… 1,688 35,435

負債………………………………………………………… △1,245 △23,386

現金支出額―取得現金控除後…………………………… 443 12,049

キャピタルリースによる期中資産取得金額……………… 12,561 15,872



16 重要な後発事象 

関西マルチメディアサービス㈱の株式の取得 

2006年１月、関西マルチメディアサービス㈱(以下KMS)の株式を関西電力グループ及び住友商事他の同

社株主から取得いたしました。これにより当社の株式保有比率は25.75％から64.00％に増加し、同社は当

社の連結子会社となりました。同社の取得価格は2,275百万円となっております。 

(１)株式取得の目的 

 KMSは、関西地区において当社グループの運営会社と協力し高速インターネット接続サービスを提供し

ているケーブルISP会社であります。同社を連結子会社とすることで、関西地区以外におけるケーブルISP

会社である当社連結子会社アットネットホーム㈱とともに、コンテンツ開発、バックボーン調達及び新規

事業への取り組み等についての協力体制を強化してシナジー効果を追求し、よりよいサービスを提供して

いく計画であります。  

(２)KMSの会社概要、事業内容等 

 
  

  

新株予約権発行の決議 

当社は2006年３月28日開催の定時株主総会において、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づ

き、当社の取締役、監査役及び業務執行上で中枢的な役割を担う重要な役職者であって取締役会で特に指

定する者に対し、株式報酬型ストックオプションとして、新株予約権を発行することを決議いたしまし

た。なお、詳細につきましては、「第４提出会社の状況 １株式等の状況 (７）ストックオプション制

度の内容」に記載しております。 

  

  

  

  

    

     

  

  

  

  

設立 1998年４月23日

代表者 代表取締役社長 今川 哲夫

本店所在地 大阪市北区

資本金 2,000百万円

事業内容 電気通信事業法に定める電気通信事業、電気通信設備の開発、製造、販
売、保守及び賃貸 等

取得金額 2,275百万円

取得の時期 2006年１月６日



⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

該当事項はありません。 

  

【借入金等明細表】 

「連結財務諸表注記 ７ 長期借入金」をご参照ください。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

 
  

前事業年度
(2004年12月31日)

当事業年度 
(2005年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 1,504 22,268

 ２ 売掛金 ※１ 9,647 11,081

 ３ 商品 183 957

 ４ 前払費用 72 162

 ５ 前渡金 35 32

 ６ 預け金 ※１ 2,000 ―

 ７ その他 135 450

   流動資産合計 13,576 8.7 34,950 10.9

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 1,192 1,229

    減価償却累計額 204 988 258 971

  (2) 構築物 49 51

    減価償却累計額 12 37 15 36

  (3) 工具・器具及び備品 648 1,150

    減価償却累計額 163 485 240 910

  (4) 土地 429 429

   有形固定資産合計 1,939 1.2 2,346 0.7

 ２ 無形固定資産

  (1) 商標権 2 0

  (2) ソフトウェア 1,325 2,399

  (3) 電話加入権 9 9

   無形固定資産合計 1,336 0.9 2,408 0.8

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 2,867 2,867

  (2) 関係会社株式 ※２ 68,708 155,205

  (3) 関係会社出資金 ※２ 3 3

  (4) 長期貸付金 302 286

  (5) 関係会社長期貸付金 ※２ 63,000 120,000

  (6) 長期前払費用 3,458 803

  (7) 差入保証金 594 726

  (8) その他投資 18 149

   投資その他の資産合計 138,950 89.1 280,039 87.5

   固定資産合計 142,225 91.2 284,793 89.0

Ⅲ 繰延資産

 １ 新株発行費 113 465

   繰延資産合計 113 0.1 465 0.1

   資産合計 155,914 100.0 320,208 100.0



 
  

前事業年度
(2004年12月31日)

当事業年度 
(2005年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 7,700 8,235

 ２ 未払金 154 730

 ３ 未払費用 420 280

 ４ 未払法人税等 13 156

 ５ 預り金 449 278

 ６ その他 73 11

   流動負債合計 8,809 5.6 9,690 3.0

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 50,000 125,000

 ２ 退職給付引当金 2,163 ―

 ３ 役員退職慰労引当金 26 45

 ４ 長期未払保証料 5 8

 ５ 預り保証金 35 35

 ６ その他 ― 98

   固定負債合計 52,229 33.5 125,186 39.1

   負債合計 61,038 39.1 134,876 42.1

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※３ 78,133 50.1 114,481 35.8

Ⅱ 新株式申込証拠金 ※５ ― ０

Ⅲ 資本剰余金

   資本準備金 32,768 89,017

      資本剰余金合計 32,768 21.0 89,017 27.8

Ⅳ 利益剰余金

  当期未処理損失 16,025 18,166

   利益剰余金合計 △16,025 △10.2 △18,166 △5.7

Ⅴ 自己株式 ※４ ― △０ △0.0

   資本合計 ※７ 94,876 60.9 185,332 57.9

   負債及び資本合計 155,914 100.0 320,208 100.0



② 【損益計算書】 

  

 
  

前事業年度
(自 2004年１月１日
至 2004年12月31日)

当事業年度
(自 2005年１月１日
至 2005年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 ※１ 64,060 100.0 75,002 100.0

Ⅱ 売上原価

 １ 商品期首たな卸高 8 183

 ２ 当期商品仕入高 50,078 57,101

    合計 50,086 57,284

 ３ 商品期末たな卸高 183 49,903 77.9 957 56,327 75.1

   売上総利益 14,157 22.1 18,675 24.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 俸給諸給与 3,994 5,696

 ２ 退職給付費用 569 308

 ３ 福利厚生費 1,934 2,670

 ４ 地代家賃 644 887

 ５ 業務委託費 3,209 5,040

 ６ 減価償却費 513 618

 ７ 雑費 1,701 12,564 19.6 2,192 17,411 23.2

   営業利益 1,593 2.5 1,264 1.7

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 ※１ 3,823 1,564

  ２ 受取配当金 ※１ ― 669

 ３ 受取保証料 ※１ 172 100

 ４ 為替差益 1 13

 ５ その他 22 4,018 6.2 240 2,586 3.4

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 ※１ 3,006 642

 ２ 支払保証料 ※１ 105 221

 ３ 長期前払費用償却 673 543

 ４ 新株発行費償却 76 289

 ５ その他 266 4,126 6.4 46 1,741 2.3

   経常利益 1,485 2.3 2,109 2.8

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入益 2 2 0.0 ― ―

Ⅶ 特別損失

 １ ローン費用一括償却に伴 
   う損失

3,044 2,845

 ２ 投資有価証券売却損 ― 3,044 4.7 1,383 4,228 5.6

   税引前当期純損失 1,557 2.4 2,119 2.8

   法人税、住民税 
   及び事業税

※２ 13 0.1 22 0.1

   当期純損失 1,570 2.5 2,141 2.9

   前期繰越損失 14,455 16,025

   当期未処理損失 16,025 18,166



③ 【損失処理計算書】 

  

 
(注) 日付は株主総会承認年月日であります。 

  

前事業年度
(2005年３月30日)

当事業年度 
(2006年３月28日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 当期未処理損失 16,025 18,166

Ⅱ 損失処理額 ― ―

Ⅲ 次期繰越損失 16,025 18,166



重要な会計方針 

  

 
  

前事業年度
(自 2004年１月１日
至 2004年12月31日)

当事業年度
(自 2005年１月１日
至 2005年12月31日)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法に基づく原価法

１ 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券
時価のないもの…移動平均法に基づく原価法

その他有価証券
同左

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法
移動平均法に基づく低価法によっております。

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法
同左

３ 固定資産の減価償却の方法
イ 有形固定資産：定額法によっております。

３ 固定資産の減価償却の方法
イ 有形固定資産：同左

ロ 無形固定資産：
定額法によっております。ただし、ソフトウ
ェアのうち自社利用分については、社内にお
ける利用可能期間(５年)に基づく定額法によ
っております。

ロ 無形固定資産：
ソフトウェア

 同左

ハ 長期前払費用：定額法によっております。 ハ 長期前払費用： 同左

４ 繰延資産の処理方法
新株発行費：商法施行規則に基づく期間均等償却を

行っております。

４ 繰延資産の処理方法
新株発行費：同左

５ 引当金の計上基準
イ 貸倒引当金：債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率
により、貸倒懸念債権等特定の債権
については財務内容評価法により計
上しております。

５ 引当金の計上基準
イ 貸倒引当金：同左

ロ 退職給付引当金：従業員の退職給付に備えるた
め、当会計年度末における退職
給付債務の見込額に基づき当会
計年度末において発生している
と認められる額を計上しており
ます。 
また、数理計算上の差異は当期
に一括費用処理しております。

ロ

 
 

―――――――――― 
 
 

 

ハ 役員退職慰労引当金：役員の退職慰労金の支給に
備えるため、当社内規に基
づく期末要支給見積額を引
当計上しております。

ハ 役員退職慰労引当金：同左

６ 重要なヘッジ会計の方法
イ ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為
替予約について振当処理の要件を満たしている場
合は振当処理を採用しております。

６ 重要なヘッジ会計の方法
イ ヘッジ会計の方法：同左

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段：為替予約
ヘッジ対象：外貨建金銭債権債務

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段：為替予約、金利スワップ
ヘッジ対象：外貨建金銭債権債務、変動金利借
入金利息      

ハ ヘッジ方針
内規に基づき、外貨建金銭債権債務の為替変動
リスクを回避する目的で行っております。

ハ ヘッジ方針
内規に基づき、外貨建金銭債権債務の為替変動
リスク及び変動金利借入金利率変動リスクを回
避する目的で行っております。

ニ ヘッジ有効性評価の方法
有効性の評価については、決算日及び決済日に
予約レートと同日の直物相場によるレート比較に
より評価を行っております。

ニ ヘッジ有効性評価の方法
為替予約の有効性の評価については、決算日及
び決済日（為替予約の実行日）に予約レートと
同日の直物相場によるレート比較により評価を
行っております。金利スワップ取引について
は、ヘッジ対象となる金利リスクが減殺されて
いることテストし、有効性の評価を行っており
ます。



 
  

表示方法の変更 

  

 
  

追加情報 

 
  

前事業年度
(自 2004年１月１日
至 2004年12月31日)

当事業年度
(自 2005年１月１日
至 2005年12月31日)

７ リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っております。

７ リース取引の処理方法

同左

８ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  消費税等の処理方法

税抜方式によっております。

８ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  消費税等の処理方法

同左

前事業年度
(自 2004年１月１日
至 2004年12月31日)

当事業年度
(自 2005年１月１日
至 2005年12月31日)

――――――――――

 損益計算書において、従来営業外収益の「受取利息」

に含めて表示しておりました「受取配当金」は区分掲記

しております。なお前期の「受取配当金」は52百万円で

あります。

前事業年度
(自 2004年１月１日
至 2004年12月31日)

当事業年度
(自 2005年１月１日
至 2005年12月31日)

――――――――――

 (外形標準課税の計上方法）

「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律
第９号）が2003年３月31日に公布され、2004年４月１日
以降に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入さ
れたことに伴い、当事業年度より「法人事業税における
外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務
上の取り扱い」(2004年２月13日 企業会計基準委員会
実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割及
び資本割について、販売費及び一般管理費に計上してお
ります。この結果、販売費及び一般管理費が134百万円
増加し、営業利益及び経常利益が同額減少し、税引前当
期純損失が同額増加しております。

（退職金制度の変更）
当社は確定給付型の退職一時金制度を設けておりまし
たが、確定拠出年金法の施行に伴い、2005年10月１日よ
り前払い退職金制度及び確定拠出年金制度へ移行し、
「退職給付関係制度移行等に関する会計処理」(企業会
計基準適用指針第１号）を適用しております。これによ
り販売費及び一般管理費が371百万円減少し、営業利益
及び経常利益が同額増加し、税引前当期純損失が、同額
減少しております。



注記事項 

(貸借対照表関係) 
  

 
  

前事業年度 
(2004年12月31日)

当事業年度
(2005年12月31日)

※１ 関係会社に対する資産・負債

売掛金 7,498百万円

預け金 2,000百万円

※１ 関係会社に対する資産・負債

売掛金 8,644百万円

 

※２ 担保資産

プロジェクトファイナンスによる借入金の担保

として、貸付対象会社である当社が所有する資産

を担保に供しております。

対象となる主要な担保資産の当事業年度末の簿

価は次のとおりであります。

関係会社長期貸付金 63,000百万円

関係会社株式 55,175

関係会社出資金 ３

計 118,178百万円

  ２ 担保資産

 
 

――――――――――

 

※３ 会社が発行する 
株式の総数

普通株式 15,000,000株

発行済株式総数 普通株式 5,146,074.74株

※３ 会社が発行する
株式の総数

普通株式 15,000,000株

優先株式 5,000,000株

発行済株式総数 普通株式 6,363,840.74株

  ４
――――――――――

※４ 自己株式の保有数

普通株式             0.68株

  ５
――――――――――

※５  新株式申込証拠金

株式の発行数 ６株

資本金増加の日 2006年１月31日

資本準備金繰入額 ０百万円

 
 

 
 
 
 
 

  ６ 保証債務

下記の会社の銀行借入に対して保証しておりま

す。

㈲ジェイコムファイナンス 130,000百万円

㈱ジェイコム湘南 4,007

㈱ジェイコム関西 3,115

㈱ジェイコム札幌 2,590

㈱ジェイコム北九州 2,167

土浦ケーブルテレビ㈱ 1,804

㈱メディアさいたま 1,445
浦和ケーブル・テレビ・ 
ネットワーク㈱

1,430

㈱ケーブルネット下関 970

㈱ジェイコム東京 873

㈱ケーブルネットワークやちよ 748

㈱ケーブルネット神戸芦屋 563

㈱木更津ケーブルテレビ 390

㈱スーパーネットワークユー 294

㈱ケーブルテレビ神戸 135

ベイ・コミュニケーションズ㈱ 44

計 150,573百万円

 
 

 

 
 

  ６ 保証債務

下記の会社の銀行借入に対して保証しておりま

す。

福岡ケーブルネットワーク
㈱

9,765百万円

㈱ジェイコム湘南 3,444

㈱ジェイコム関西 2,858

㈱ジェイコム札幌 2,232

土浦ケーブルテレビ㈱ 1,981

㈱ジェイコム北九州 1,927

㈱ジェイコム千葉 1,445

㈱メディアさいたま 1,339

浦和ケーブル・テレビ・
ネットワーク㈱

1,326

㈱ケーブルテレビ神戸 969

㈱ケーブルネット下関  920

㈱小田急情報サービス 826

㈱ジェイコム東京 688

㈱ケーブルネット神戸芦屋 493

グリーンシティケーブルテ
レビ㈱

355

ベイ・コミュニケーションズ㈱ 34

計 30,602百万円

※７ 資本の欠損の額 16,025百万円 ※７ 資本の欠損の額 18,166百万円



  

 
  

(損益計算書関係) 
  

   
  

前事業年度
(2004年12月31日)

当事業年度
（2005年12月31日)

 
 
 
 
 

――――――――――

 ８ 貸出コミットメント（シンジケートローンに基づ

くリボルビングファシリティ）

当社は、運転資金の効率的な調達及び設備投資

等を行うため、取引銀行７行と貸出コミットメン

ト契約を締結しております。当該契約に基づく当

事業年度末の借入未実行残高等は次のとおりであ

ります。

 

貸出コミットメントの総額 30,000百万円

借入実行残高 ―  

差引額 30,000百万円

前事業年度
(自 2004年１月１日
至 2004年12月31日)

当事業年度
(自 2005年１月１日
至 2005年12月31日)

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

関係会社への売上高 49,134百万円

関係会社よりの受取利息 3,765百万円

関係会社よりの受取保証料 172百万円

関係会社への支払利息 2,093百万円

関係会社への支払保証料 82百万円

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

関係会社への売上高 57,105百万円

関係会社よりの受取利息 1,554百万円

関係会社よりの受取保証料 100百万円

関係会社よりの受取配当金 665百万円

関係会社への支払利息 246百万円

※２ 住民税の均等割額であります。 ※２ 同左



(リース取引関係) 

  

 
  

(有価証券関係) 

前事業年度及び当事業年度における子会社及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

前事業年度
(自 2004年１月１日
至 2004年12月31日)

当事業年度
(自 2005年１月１日
至 2005年12月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１．借主側

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額（関係会社への転貸分を除

く）

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却累 
計額相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

車輛運搬具 ２ １ １

工具・器具 
及び備品

804 416 388

ソフトウェア 135 68 67

合計 941 486 455

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１．借主側

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額（関係会社への転貸分を除

く）

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却累 
計額相当額 
(百万円)

期末残高 
相当額 
(百万円)

車輛運搬具 ２ ２ ０

工具・器具
及び備品

1,589 655 934

ソフトウェア 315 120 195

合計 1,906 777 1,129

(2) 未経過リース料期末残高相当額（関係会社への転貸

分を含む）

１年以内 1,090百万円

１年超 2,669

合計 3,759

(2) 未経過リース料期末残高相当額（関係会社への転貸

分を含む）

１年以内 3,127百万円

１年超 12,296

合計 15,423

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額（関係会社への転貸分を除く）

支払リース料 233百万円

減価償却費相当額 213

支払利息相当額 19

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額（関係会社への転貸分を除く）

支払リース料 339百万円

減価償却費相当額 313

支払利息相当額 26

(4) 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法

同左

 

２．貸主側（関係会社への転貸）

未経過リース料期末残高相当額

１年以内 898百万円

１年超 2,390

合計 3,288
  

２．貸主側（関係会社への転貸）

未経過リース料期末残高相当額

１年以内 2,781百万円

１年超 11,492

合計 14,273



(税効果会計関係) 

  

 
  

(１株当たり情報) 

  

 
(注) １株当たり当期純利益額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 
  

前事業年度
(自 2004年１月１日
至 2004年12月31日)

当事業年度
(自 2005年１月１日
至 2005年12月31日)

 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

税務上の繰越欠損金 923百万円

退職給付引当金繰入限度超過 884

その他 196

繰延税金資産小計 2,003

評価性引当額 △2,003

繰延税金資産合計 ―
  

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

税務上の繰越欠損金 894百万円

長期前払費用償却超過 2,105

その他 164

繰延税金資産小計 3,163

評価性引当額 △3,163

繰延税金資産合計 ―

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異がある時の当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

   税引前当期純損失を計上している為、記載してお

りません。

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異がある時の当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

同左

前事業年度
(自 2004年１月１日
至 2004年12月31日)

当事業年度
(自 2005年１月１日
至 2005年12月31日)

１株当たり純資産額 18,436.61円 １株当たり純資産額 29,122.68円

１株当たり当期純損失 322.36円 １株当たり当期純損失 352.11円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、当期

純損失を計上しているため、記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、当期

純損失を計上しているため、記載しておりません。

項目
前事業年度

(自 2004年１月１日
至 2004年12月31日)

当事業年度
(自 2005年１月１日
至 2005年12月31日)

当期純損失(百万円) 1,570 2,141

普通株主に帰属しない金額 ― ―

普通株式に係る当期純損失
(百万円)

1,570 2,141

普通株式の期中平均株式数(株) 4,871,169.00 6,081,511.00

希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後１株当たり当期純利益の算
定に含めなかった潜在株式の概要

これらの詳細は、「新株予約権
等の状況」に記載のとおりであ
ります。

同左



(重要な後発事象) 
  

   

前事業年度
(自 2004年１月１日
至 2004年12月31日)

当事業年度
(自 2005年１月１日
至 2005年12月31日)

(株式の取得及び売却)

 当社は、2000年８月31日付の当社株主との株式公開が

実現した場合に行使するという条件付コミットメントに

基づき、2005年２月９日に、リバティメディアインター

ナショナル(以下LMI：当社株主のスーパーメディアの株

式を69.7％保有)及び当社株主である住友商事、マイク

ロソフトが保有する調布ケーブルテレビジョン㈱の全株

式を、マイクロソフトから㈱ツーカーセルラー東京及び

㈱ツーカーセルラー東海の株式を取得する契約を結び、

2005年２月25日に同株式を買い取りました。当社はこれ

らの株式取得にあたりマイクロソフトに約2,500百万円

(約24百万米ドル)、LMIに972百万円、住友商事に940百

万円を支払いました。

 調布ケーブルテレビジョン㈱の取得代金は現金決済さ

れ、㈱ツーカーセルラー東京及び㈱ツーカーセルラー東

海の株式取得代金は当社株式公開後５日以内に決済の無

利息手形にて支払われております。

 なお、㈱ツーカーセルラー東京及び㈱ツーカーセルラ

ー東海の株式は当社のビジネスとは直接関連が薄いため

に、2005年２月28日に128百万円にてKDDIに売却いたし

ました。その結果、翌期の単体決算において1,382百万

円の損失が発生しております。

（株式の取得）

 当社は2006年１月６日、関西マルチメディアサービス

㈱（以下KMS）の株式を、関西電力グループ及び住友商

事㈱他の同社株主から取得いたしました。これにより当

社の株式保有比率は25.75％から64.00％に増加し、同社

は当社の連結子会社となりました。同社の取得価格は

2,275百万円となっております。

①株式取得の目的

 KMSは、関西地区において当社グループの運営会社と

協力し高速インターネット接続サービスを提供している

ケーブルISP会社であります。同社を連結子会社とする

ことで、関西地区以外におけるケーブルISP会社である

当社連結子会社アットネットホーム㈱とともに、コンテ

ンツ開発、バックボーン調達及び新規事業への取り組み

等についての協力体制を強化してシナジー効果を追求

し、よりよいサービスを提供していく計画であります。

② KMSの会社概要、事業内容等

設立 1998年４月23日

代表者 代表取締役社長 今川 哲夫

本店所在地 大阪市北区

資本金 2,000百万円

事業内容 電気通信事業法に定める電気通信事
業、電気通信設備の開発、製造、販
売、保守及び賃貸 等

取得金額 2,275百万円

取得の時期 2006年１月６日

 

 

 

(公募増資)

 2005年２月18日及び３月３日開催の取締役会におい

て、下記のとおり新株式の発行を決議し、2005年３月22

日に払込が完了いたしました。

 この結果、資本金は110,605百万円、発行済株式総数

は6,237,574.74株となっております。

① 発行する株式の種類及び数：普通株式

1,091,500株

② 募集方法：一般募集(ブックビルディング方式)

733,174株

海外募集 358,326株

③ 発行価格    ：１株につき 80,000円

④ 引受価額    ：１株につき 76,000円

 この価額は当社引受人より１株当たりの新株払

込金として受取った金額であります。

 なお発行価格と引受価額との差額の総額は、引

受人の手取金となります。

⑤ 発行価額    ：１株につき 59,500円

(資本組入額29,750円)

⑥ 発行価額の総額 ： 64,944百万円

⑦ 払込金額の総額 ： 82,954百万円

⑧ 資本組入額の総額： 32,472百万円

⑨ 払込期日 ：2005年３月22日

⑩ 配当起算日：2005年１月１日

⑪ 資金の使途：設備投資、劣後ローンの返済等に充当

する予定であります。

(資本準備金の減少)

 2006年３月28日に開催の定時株主総会において、下記

のとおり資本準備金を取崩し、資本の欠損の補填及びそ

の他資本剰余金に振り替えることを決議いたしました。

① 法定準備金減額の目的

 商法289条第2項の規定に基づき、資本金の額の４分

の１を超過する法定準備金を取崩し、資本の欠損の補

填に充当するとともに、その他資本剰余金に振り替

え、今後の財務政策の柔軟性と経営戦略の機動性を高

めるものであります。 

② 減少する法定準備金の額

 2005年12月31日末現在の資本準備金89,016,797,486

円のうち、60,396,000,000円を取崩しいたします。 

 なお、取崩し後の資本準備金は、28,620,797,486円

となる見込みであります。 

③ 減額の方法

 資本準備金の取崩し額60,396,000,000円のうち、

18,166,218,910円を資本の欠損の補填に充当し、

42,229,781,090円をその他資本剰余金に振り替える予

定であります。

④ 減額の日程（予定）

（1）取締役会決議日     2006年２月27日 

（2）定時株主総会決議日   2006年３月28日 

（3）債権者異議申述公告   2006年３月29日 

（4）債権者異議申述最終期日 2006年５月１日 

（5）減額の効力発生日    2006年５月２日



 
  

  

  

前事業年度
(自 2004年１月１日
至 2004年12月31日)

当事業年度
(自 2005年１月１日
至 2005年12月31日)

 

(第三者割当増資)

 当社は、当社普通株式のジャスダック証券取引所への

上場に伴う公募新株式発行並びに株式売出しに関連し、

当社株主より当社普通株式114,608株を賃借した売出し

(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」とい

う)を行いました。

 本件第三者割当は、このオーバーアロットメントによ

る売出しに関連して、2005年２月18日及び2005年３月３

日開催の取締役会決議に基づき、日興シティグループ証

券株式会社を割当先として行うものであり、その概要は

次のとおりであります。

① 発行する株式の種類及び数：普通株式

114,608株

② 発行価格 ：１株につき 76,000円

③ 発行価額 ：１株につき 59,500円

④ 資本組入額：１株につき 29,750円

⑤ 払込金総額： 8,710百万円

⑥ 新株の配当起算日：2005年１月１日

⑦ 割当先：日興シティグループ証券株式会社

⑧ 手取金の使途：設備投資、劣後ローンの返済等に充

当する予定であります。

(新株予約権の決議）

 当社は2006年３月28日開催の定時株主総会におい

て、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づ

き、当社の取締役、監査役及び業務執行上で中枢的な

役割を担う重要な役職者であって取締役会で特に指定

する者に対し、株式報酬型ストックオプションとし

て、新株予約権を発行することを決議いたしました。

なお、詳細につきましては、「第４ 提出会社の状況

１株式等の状況(７）ストックオプション制度の内容」

に記載しております。



④ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

 

  

【有形固定資産等明細表】 

  

 
(注) 無形固定資産については、資産総額の１％以下であるため、「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少

額」の記載を省略しております。 

  

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(百万円)

(投資有価証券)

その他有価証券

ケーブルウエスト㈱ 16,508 2,088

㈱ベイ・コミュニケーションズ 8,440 729

ケーブルネット埼玉㈱ 1,000 50

計 25,948 2,867

資産の種類
前期末残高
(百万円)

当期増加額 
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額 
又は償却 
累計額 
(百万円)

当期償却額 
(百万円)

差引当期末
残高 
(百万円)

有形固定資産

 建物 1,192 38 １ 1,229 258 55 971

 構築物 49 ３ １ 51 15 ３ 36

 工具・器具 
 及び備品

648 526 24 1,150 240 99 910

 土地 429 ― ― 429 ― ― 429

有形固定資産計 2,318 567 26 2,859 513 157 2,346

無形固定資産

 商標権 ― ― ― 21 21 ２ 0

 ソフトウェア ― ― ― 3,734 1,335 460 2,399

 電話加入権 ― ― ― ９ ― ― ９

無形固定資産計 ― ― ― 3,764 1,356 462 2,408

長期前払費用 3,500 738 2,845 1,393 590 548 803

繰延資産

新株発行費 227 641 ― 868 403 289 465

繰延資産計 227 641 ― 868 403 289 465



【資本金等明細表】 

  

 
(注)１ 資本金及び株式払込剰余金の増加の原因は、次のとおりであります。 

(１)上場に伴う公募増資及び海外募集 

株式 1,091,500株  資本金 32,472百万円  資本準備金 50,482百万円 

(２)グリーンシューオプション行使による増加 

株式  114,608株   資本金  3,410百万円  資本準備金   5,301百万円 

(３)ストックオプション行使による増加 

株式  11,658株   資本金   466百万円  資本準備金    466百万円 

２ 当期末における自己株式は0.68株であります。 

  

【引当金明細表】 

  

 
  

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

資本金(百万円) 78,133 36,348 ― 114,481

資本金のうち 
既発行株式

普通株式 (株) (5,146,074.74) (1,217,766) ( ―) (6,363,840.74)

普通株式 (百万円) 78,133 36,348 ― 114,481

計 (株) (5,146,074.74) (1,217,766) ( ―) (6,363,840.74)

計 (百万円) 78,133 36,348 ― 114,481

資本準備金及び 
その他 
資本剰余金

(資本準備金) 
株式払込剰余金

(百万円) 32,768 56,249 ― 89,017

計 (百万円) 32,768 56,249 ― 89,017

区分
前期末残高 
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用) 
(百万円)

当期減少額
(その他) 
(百万円)

当期末残高 
(百万円)

役員退職慰労引当金 26 32 13 ― 45



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

ａ 資産の部 

イ 現金及び預金 

  

 
  

ロ 売掛金 

(イ)相手先別内訳 

  

 
  

(ロ)売掛金滞留状況 

  

 
(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。 

  

ハ 商品 

  

 
  

区分 金額(百万円)

現金 ―

普通預金 22,268

合計 22,268

相手先 金額(百万円)

エイジェイシーシー㈱ 1,551

㈱ジェイコムテクノロジー 1,516

㈱ジェイコム関東 1,463

㈱ジェイコム関西 1,248

㈱ジェイコム東京 835

㈱ジェイコム湘南 518

その他 3,950

合計 11,081

期首残高 
(百万円) 
 
(Ａ)

当期発生高 
(百万円) 
 
(Ｂ)

当期回収高
(百万円) 
 
(Ｃ)

当期末残高
(百万円) 
 
(Ｄ)

 

回収率(％)

(Ｃ)×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
365

9,647 78,752 77,318 11,081 87 48.0

区分 金額(百万円)

ケーブルテレビ局向けの資機材 957

合計 957



ニ 関係会社株式 

  

 
  

ホ 関係会社長期貸付金 

  

 
  

区分 金額(百万円)

㈱ジェイコム関東 43,207

㈱ジェイコム東京 23,894

㈱ジェイコム関西 18,673

アットネットホーム㈱ 10,209

㈱小田急情報サービス 9,200

㈱ジェイコム北九州 9,196

㈱ジェイコム湘南 7,655

㈱ジェイコム群馬 4,400

㈱ジェイコム千葉 4,307

㈱ケーブルテレビ神戸 3,802

㈱メディアさいたま 3,532

その他 17,130

合計 155,205

区分 金額(百万円)

㈲ジェイコムファイナンス 120,000



ｂ 負債の部 

イ 買掛金 

  

 
  

ロ 長期借入金 

  

 
(注)2006年１月１日付の統合により、現在は㈱三菱東京UFJ銀行であります。 

  

(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

相手先 金額(百万円)

松下電器産業㈱ 969

住商情報システム㈱ 744

㈱WOWOW 609

アリスインターナショナルジャパン㈱ 369

㈱ジェイコムテクノロジー 337

㈱ブロードネットマックス 332

その他 4,875

合計 8,235

相手先 金額(百万円)

㈱三井住友銀行 27,273

㈱東京三菱銀行（注） 27,273

㈱みずほコーポレート銀行 27,273

日本政策投資銀行 30,000

住友信託銀行㈱ 4,943

農林中央金庫 4,943

その他 3,295

合計 125,000



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

 
(注) １ 当社は、商法第220条ノ２第１項に規定する端株原簿を作成しております。 

２ 端株の買取手数料は、以下の算式により算出した１株当たりの金額に１株に対する割合を乗じた金額とす

る。 

100万円以下の金額につき        1.150％ 

100万円超500万円以下の金額につき   0.900％ 

500万円超１千万円以下の金額につき   0.700％ 

１千万円超３千万円以下の金額につき  0.575％ 

３千万円超５千万円以下の金額につき  0.375％ 

(円位未満の端数を生じた場合には切り捨てる。) 

ただし、１株当たり金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。 

  

  

決算期 12月31日

定時株主総会 毎決算期の翌日から３か月以内

基準日 12月31日

株券の種類 １株券、10株券、100株券、1,000株券

中間配当基準日 ６月30日

１単元の株式数 ─────

株式の名義書換え

  取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番４号
 住友信託銀行株式会社 証券代行部

  代理人
大阪市中央区北浜四丁目５番33号
 住友信託銀行株式会社

  取次所
住友信託銀行株式会社 
 本店及び全国支店

  名義書換手数料 無料

  新券交付手数料 １枚当たり 印紙税相当額

  株券喪失登録手数料
株券喪失登録の申請１件につき10,000円
申請に係る株券１枚につき500円

端株の買取り

  取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番４号
 住友信託銀行株式会社 証券代行部

  代理人
大阪市中央区北浜四丁目５番33号
 住友信託銀行株式会社

  取次所
住友信託銀行株式会社 
  本店及び全国支店

  買取手数料 (注)２

公告掲載新聞名

日本経済新聞 
(ただし、商法特例法第16条第５項に定める貸借対照表及び損益計算書に関する情報
は、次のインターネットホームページアドレスにおいて提供する。 
http://www.jcom.co.jp/ir/)

株主に対する特典 該当事項はありません。



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

（1）親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況 

当社の親会社等であるLiberty Global, Inc.（LGI）及びLGIグループの当社への出資系統図は次のと

おりであります。 

 

①Liberty Global, Inc.（LGI） 

LGIは当社の親会社等のうちの最上位会社であります。 LGIは外国上場会社であり、米国NASDAQに

上場しております。  



②Liberty Media International, Inc.（LMI） 

LMIはLGIの完全子会社であります。 LMIは、LGIの完全子会社となる2005年6月までは米国NASDAQに

上場しておりましたが、完全子会社となって以降は上場を廃止し、営業活動を行っておおりません。

従って財務諸表は作成されておらず、入手できないため、記載及び添付をしておりません。役員につ

きましても、形式上存在しておりますが、その営業活動はLGIの役員として行われております。 

LMIの役員（Director）の状況は以下のとおりであります。 

 
③Liberty Media International Holdings, LLC 

同社はLMIの完全子会社であります。専ら持株会社としてのLimited Liability Company （LLC、米

国の各州法に基づき設立される有限責任の人的法人）であり、株式は発行しておりません。Liberty 

Media International, Inc. がメンバーのSingle Member LLCであり、役員はおりません。また財務

諸表も作成されていないため、記載及び添付をしておりません。  

④Liberty Global Japan, LLC 

同社はLiberty Media International Holdings, LLCの完全子会社であります。専ら持株会社とし

てのLimited Liability Company（LLC、米国の各州法に基づき設立される有限責任の人的法人）であ

り、株式は発行しておりません。Liberty Media International Holdings, LLCがメンバーのSingle 

Member LLCであり、役員はおりません。また、財務諸表は作成されていないため、記載及び添付をし

ておりません。  

⑤LMI/Sumisho Super Media, LLC（住商/LMIスーパーメディア,LLC、Super Media） 

Super MediaはLiberty Media International Holdings, LLC及びその子会社並びに住友商事が、そ

れぞれ所有していた当社株式を集約させた持株会社としてのLLCであり、株式は発行しておりませ

ん。本報告書提出日現在、Super Mediaは、58.66％をLGIが、41.34％を住友商事が所有しておりま

す。Super Mediaは、LGIと住友商事の間で締結された運営契約に基づき運営されており、役員はおり

ません。財務諸表につきましては、運営契約に基づき、連結財務諸表（要約）が、期末後120日以内

に作成されることとなっておりますが、現在入手できていないため、記載及び添付をしておりませ

ん。なお、2006年2月24日付でLGI/Sumisho Super Media, LLC（住商/LGIスーパーメディア,LLC）に

社名を変更しております。  

  

役名 氏名 生年月日 略歴

Chief Executive 
Officer 
President  
Director

Michael T. Fries 1963年
2月6日生

1999年11月 United Global Com, Inc. 
Director(現在)

2005年６月 Liberty Global, Inc. 
Chief Executive Officer, 
President, Director(現在)

Liberty Media International,Inc.
Chief Executive Officer, 
President, Director(現在)

Director John C. Malone 1941年
3月7日生

1990年  Liberty Media Corporation 
Chairman of the Board(現在)

2004年３月 Liberty Media International,Inc.
Chief Executive Officer, 
President(以上は2005年６月まで), 
Director(現在)

2005年１月 Liberty Global, Inc. 
Chairman of the Board(2005年６月
まで),Director(現在)

（注） 会社名はその会社の前身である会社を含めた記載となっている場合があります。



２ 【その他の参考情報】 

最近事業年度の開始日から本報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。 
  

 
  

  

(1) 臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第
３号及び４号(親会社及び主要株主の異動)の規定に
基づく臨時報告書であります。

2005年１月７日関東財
務局長に提出

(2) 臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第
12号及び第19号(提出会社及び連結会社の財政状態
及び経営成績に著しい影響を与える事象の発生)の
規定に基づく臨時報告書であります。

2005年２月４日関東財
務局長に提出

(3) 有価証券届出書及び 
その添付書類

新規上場株式の募集及び売出しに係る有償一般募集
増資であります。

2005年２月18日関東財
務局長に提出

(4) 有価証券届出書 
の訂正届出書

上記(3)に係る訂正届出書であります。 2005 年３月３日及び
2005年３月14日関東財
務局長に提出

(5) 有価証券届出書及び 
その添付書類

オーバーアロットメントに係る第三者割当増資であ
ります。

2005年２月18日関東財
務局長に提出

(6) 有価証券届出書 
の訂正届出書

上記(5)に係る訂正届出書であります。 2005年３月３日、2005
年３月14日及び2005年
３月30日関東財務局長
に提出

(7) 臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第
１号(有価証券の海外募集)の規定に基づく臨時報告
書であります。

2005年２月18日関東財
務局長に提出

(8) 臨時報告書の 
訂正報告書

(7)の臨時報告書に係る訂正報告書であります。 2005 年３月３日及び
2005年３月14日関東財
務局長に提出

(9) 臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第
３号(親会社の異動)の規定に基づく臨時報告書であ
ります。

2005年２月18日関東財
務局長に提出

(10)有価証券報告書及び 
その添付書類

事業年度 
(第11期)

自 2004年１月１日
至 2004年12月31日

2005年３月30日関東財
務局長に提出

(11)臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第
４号(主要株主の異動)の規定に基づく臨時報告書で
あります。

2005年４月14日関東財
務局長に提出

(12)臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第
３号(親会社の異動)の規定に基づく臨時報告書であ
ります。

2005年６月20日関東財
務局長に提出

(13)半期報告書 (第12期中） 自 2005年１月１日
至 2005年６月30日

2005年９月26日関東財
務局長に提出

(14)臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第
４号(主要株主の異動)の規定に基づく臨時報告書で
あります。

2005年12月19日関東財
務局長に提出

(15)臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第
12号(提出会社の財政状態及び経営成績に著しい影
響を与える事象の発生)の規定に基づく臨時報告書
であります。

2006年２月27日関東財
務局長に提出



該当事項はありません。 

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の監査報告書 
 

  

平成17年３月30日

株式会社ジュピターテレコム 

取締役会 御中 

  
 

 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ジュピターテレコムの平成16年１月１日から平成16年12月31日までの連結会計年度の連結財

務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結資本勘定計算書、連結キャッシュ・フロー計算

書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(連結

財務諸表 注記事項１及び２参照)に準拠して、株式会社ジュピターテレコム及び連結子会社の平成16年12

月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上
  

 
  

あ ず さ 監 査 法 人

代表社員

関与社員
公認会計士 金 子 寛 人  ㊞

代表社員

関与社員
公認会計士 水 谷 英 滋  ㊞

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の監査報告書 
 
  

2006年３月28日

株式会社ジュピターテレコム 

取締役会 御中 

  
 

   

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ジュピターテレコムの2005年１月１日から2005年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸

表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結資本勘定計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及

び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(連結

財務諸表 注記事項１及び２参照)に準拠して、株式会社ジュピターテレコム及び連結子会社の2005年12月

31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

1. 重要な会計方針の概要に記載の通り、会社は米国財務会計基準審議会（Financial  Accounting 

Standards Board、以下「FASB」）解釈指針（FASB Interpretation）第47号「条件付資産除却債務に関する

会計処理-SFAS第143号の解釈指針」を当連結会計年度より適用しているため、当該解釈指針により連結財務

諸表を作成している。 

2. 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2006年１月、関西マルチメディアサービス株式会社の

株式を取得し、同社は子会社となった。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以  上
  

 
  

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員

業務執行社員
公認会計士 河 合 利 治  ㊞

指定社員

業務執行社員
公認会計士 岩 出 博 男  ㊞

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の監査報告書 
 

  

平成17年３月30日

株式会社ジュピターテレコム 

取締役会 御中 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ジュピターテレコムの平成16年１月１日から平成16年12月31日までの第11期事業年度の財務

諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、損失処理計算書及び附属明細表について監査を行った。この財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社ジュピターテレコムの平成16年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の

経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成17年２月25日、28日に株式の取得及び売却を行っ

た。 

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上

 
  

あ ず さ 監 査 法 人

代表社員

関与社員
公認会計士 金 子 寛 人  ㊞

代表社員

関与社員
公認会計士 水 谷 英 滋  ㊞

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の監査報告書 
 

  

2006年３月28日

株式会社ジュピターテレコム 

取締役会 御中 

  
 

 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ジュピターテレコムの2005年１月１日から2005年12月31日までの第12期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、損失処理計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社ジュピターテレコムの2005年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経

営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

１.重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2006年１月、関西マルチメディアサービス株式会社の

株式を取得し、同社は子会社となった。 

２.重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2006年３月28日に開催の定時株主総会において、資本

準備金を取崩し、資本の欠損の補填及びその他資本剰余金に振替えることを決議した。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以  上

 
  

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員

業務執行社員
公認会計士 河 合 利 治  ㊞

指定社員

業務執行社員
公認会計士 岩 出 博 男  ㊞

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。
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